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報告書の刊行に際して 

 
広島大学・高等教育研究開発センターでは，2008 年から文部科学省・特別教育研究経費

によって戦略的研究プロジェクトを継続して進めている。大学・大学院改革の具体策を検

討する目的で，以下のテーマを設定している。 
①大学院教育の改革 ②教育の質保証 ③国際化・多様化と機能・役割分担 ④地方国立

大学の充実 ⑤競争的資金の拡充と効率的な配分 ⑥国立大学運営費交付金の改革 
これら 6 つのテーマを当センターのスタッフと客員研究員が検討を続けている。その研

究成果は，これまで 7 回の東京における研究セミナーで発表してきた。またセミナーの内

容を中心に 9 冊の報告書にまとめ，発行し高等教育研究者，政策行政関係者，大学管理者

等に情報提供してきた。 
さて本報告は，2015 年 12 月 12 日に東京の学術総合センター会議室にて行われた当セ

ンター「2015 年戦略プロジェクト東京報告会」の発表をまとめたものである。2015 年の

テーマは『大学の機能別分化とその国際的動向』と設定した。 
大学の機能別分化については，1971 年の文部省審議会「四六答申」において「種別化」

構想が発表され，その後，臨時教育審議会が「個性化・多様化」(1987)という用語を用い

て検討を受け継いでいる。高等教育の量的拡大が進み，他方高等教育への公財政支出の停

滞が起きる中，教育の質保証問題が顕在化してきた。「種別化，個性化・多様化」は構想の

段階から現実問題として注目を浴びてくる。 

「将来像答申」(2005)では，「各大学が自主性・自律性に基づき機能別に分化」し，「き

め細かいファンディング」の必要性が謳われている。その後①世界的研究・教育拠点～⑦

社会貢献機能まで，具体的に 7 つの機能別分化の方向が示されている。そこでは同時に，

「大学間連携の促進」や「大学システムの強化」が強調されている。 

最近では各国立大学が「ミッション再定義」(2013～15)を行い，教育研究について自ら

の特色や立ち位置を公表することとなった。さらに国立大学経営力戦略（2015年 6月）で

は，①ワールドクラス大学，②専門分野に特性のある大学，③地域貢献大学，という分類

化が図られることとなった。このように機能別分化は，各国立大学がそれぞれ直面し，検

討しなければならないテーマとなったことは確かである。本報告には，機能別分化を量的

規模，資金配分，ガバナンス，国際動向などとの関連でさまざまな方向から検討している。

本報告が，機能別分化について，高等教育研究者，政策立案者また大学関係者に情報提供

できれば幸甚である。 

 

2016年 3月 

丸山文裕  

広島大学・高等教育研究開発センター・センター長 
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大学の機能別分化・統合 

―学問・コンピテンシー・機会均等― 

 

磯田  文雄   

 （名古屋大学） 

 

 

 名古屋大学のアジアサテライトキャンパス学院の磯田でございます。名古屋大学には国際開

発という分野とか，あるいはソビエト法とかベトナムの憲法とかを専門とする研究者，開発が

これからという国々の法整備支援に協力している人がいるわけでございます。これらのところ

で学ばれた留学生で既に約150名が，副大臣とか局長というポジションにいらっしゃいます。

その後に続く方たちがたくさんいるのですけれども，現在，各国ともに発展が著しいので，な

かなか名古屋大学に戻って博士号をとるだけの時間的余裕がないということで，現地の官僚の

方から，現地で官僚を続けながら博士号をとれるプログラムをつくってほしいという要請があ

り，そういうプログラムをつくって，昨年10月から始めているというところでございます。 
 昨年はベトナムとモンゴルとカンボジアにキャンパスをつくり，今年は既にフィリピンとウ

ズベキスタン，ラオス，この3ヵ国で，計6ヵ国にキャンパスをつくっております。もちろん，

キャンパスをつくるといっても，博士課程ですから，学生さんが各研究科1名から数名というこ

とでございます。研究科としては，法学，医学，国際開発，環境学，生命農学と，現在，5つの

研究科が参画してそれぞれの活動をしているということでございます。 
 それでは，本日の課題，「大学の機能別分化・統合――学問・コンピテンシー・機会均等―

―」ということについて話題提供ができればと思います。できるだけ全体像をご理解いただく

という観点から，背景になることや，オフレコに含まれる，あるいは含むべきことにつきまし

ても言及させていただければと思っております。 
 
大学の機能分化 
まず大学の機能分化です。この機能分化というのは，戦後，政府が直ちにつくった新制大学

に対する強い批判というものが根底にあります。ですから，ここに大崎先生がおまとめになっ

ておりますように，占領の終結を待ちかねたように批判が内外から出てきているということで

ございます。特に批判が大きかったのは，専門職業教育，特に理工系教育が弱体化したのでは

ないか，そういう産業界の不満ですね。これが強かったと私どもは伺っております。そして，

昭和26年の諮問委員会の分類は，ここにありますように，普通大学，専修大学，それから，高

等学校と合わせた五，六年の専修大学，こういう発想だったと伺っております。 
 次は昭和38年ですね。特筆すべきところは大学院大学と大学を分類しているということです。
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博士課程を置く大学と，そうでない，修士課程までの大学をここで新たに分類したというのは

これまでと異なるのではないかと思います。短大につきましては昭和39年に恒久化されており

ますし，高等専門学校も37年に制度が発足しております。 
芸大をどう考えるかというのがありますが，既に東京芸大等についてはかなり独自の歩みを

されております。芸大の，ある事務局長さんが私に，「芸大は例えば人事院勧告とか給与問題

は全く関係がない。独自の歩みをします」と，それ以上は説明しませんけれども，大学の教員

としての活動以外の，芸術家活動という部分があるので，他の大学とは違うのだというご趣旨

のことをおっしゃっておられました。 
 次は，先ほどの丸山先生からもございました46答申です。これは多くの先生方ご存じのよう

に，大学，短大，高専，そして大学院，あるいは研究院，こういうものが初めて出てきていま

す。私が一言申し上げたいのは，一体，46答申をどうとらえるかということです。46答申は初

めて体系的な，かつ科学的な見地に基づく答申でございまして，これまでの文部科学省の水準

をはるかに超える立派な答申と，私も若いときから，そう理解しているわけです。しかしなが

ら，当時文部科学省にいた幹部の方々は一様にこの答申には反対しておりました。それは，答

申の理想はいいのだけれども，当時の政治的，あるいは経済的な状況がこれに合わないのでは

ないかということでございます。ですから，当時の文部省の執行部の発想は，高等教育計画は

実行すべきだが，他の多くの答申に含まれている内容については先送りということ。これは当

時の幹部の方から私が直接伺ったことでございます。したがいまして，さまざまなマスメディ

アとか学会でのご議論では，46答申が日本の教育の基本をつくっているというご意見もあるの

ですけれども，そこについて私は若干留意していただけたらと思うわけでございます。 
 既にそれがはっきりしますのは，これは大崎先生も書かれているように，高等教育改革につ

いて文部省はその後どう進んだかということです。ここにありますように，基本的には大学の

自主改革を促進するということが基本であって，ドラスチックな46答申のような改革ではなく

て，漸進的，現実的な改革路線をとった。そして，特定の改革パターンを一律に強制するとい

うことではない。私も，昭和52年，1977年に役所に入りまして，46答申以降の高等教育政策を

みてきましたが，この大崎先生がおっしゃられているとおりだろうと思っております。したが

って，これまでの制度にとらわれない，新たな改革をする大学にはかなりの予算措置をしてお

ります。 
 典型なのが筑波大学ですね。これはご専門の方はご存じだろうと思うのですが，筑波大学の

いろんな基準は一般大学と違いました。例えば，教官当積算校費も筑波大学は上乗せされてお

りました。あるいは，筑波大学で非常勤職員を雇わなくてもいいという前提の構造の予算組み

がなされていました。あるいは学内科研費として，学内で若手研究者を育成するための競争的

資金といいますか，学内での資金がありました。政府としてこの大学をかなり支援し，これを

モデルにしてきたということがいえるかと思います。もちろん，この法案は激突しまして，非

常に厳しい国会審議の上にでき上がっているわけですけれども，その当時のことを知っている
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国会議員，例えば西岡武夫先生，森喜朗先生も政界を去られておりますし，また，役所におい

ても，この経験を直接された者はもういなくなっております。 
 そういう反対の中でできた大学ですけれども，ここにありますように，例えば学群・学類，

あるいは学系という，教育機関と研究機関を分離するとか，あるいは学長のもとに中枢的な管

理機能の強化を行う，こういうことは当時強い反対も受けたわけですが，今，多くの国立大学

においてこれがとられているということは理解いただけるかと思います。したがって，さまざ

まな課題もありますけれども，当時の文部科学省のやり方は，こういうモデルになるような大

学を支援するということではなかったかと思います。 
 それから，これが，いわゆる将来像答申（平成17年）と先生方がおっしゃっているものです。

なぜならば，これは一律に機能分化をするのではなくて，7つの機能が，例示ですけれども大学

にはあり得るのではないか。そして，各大学がそれぞれの比重の置き方を変えて，それぞれの

個性にふさわしい特色を出していくということでありますので，自然な大学の個性化，あるい

は機能分化を穏やかに行っていくということではないかと思っております。このとき多くの学

長先生や研究者の方から，「機能は1つだけというわけでは当然ないですよね。」ということを

伺っております。 
 例えば，私，東京大学の理事をしましたけれども，文京区長のところにお邪魔しました。そ

うしたら，区長から，東大の学内にローソンをつくったために文京区の本郷通りがシャッター

通りになろうとしている，けしからんといわれました。本質的にはそういう問題ではないので

すけれども，確かにそのように受け取れるような地元文京区とのつき合いではなかったかとい

うことで，私ども，文京区とのさまざまな連携活動を重視して行ったことは記憶に新しいとこ

ろでございます。各大学，どんなグローバルな大学でも地元の支援なくして大学は生きていけ

ないという意味があろうかと思っております。 
 ここまでは私も流れを理解しているわけですが，次は，機能強化の3つの方向性に応じた重点

配分ですね。高等教育の多様性は1つの「大学」という仕組みの中でさまざまな多様性を維持し

ていくことは必要ですが，このように財源も含めて明確に分類してしまうというのはいかがな

ものか，ついにここまで来るわけであります。 
 重点支援①，②，③と書いておりますけれども，当然，重点支援③が最も支援を多く受ける

大学だというのはご案内のとおりでございます。ですから，重点支援①，②を選ばれた大学に

おいては，このままではその大学は危機に瀕するだろうということがいわれております。 
 重点支援①の大学の厳しさというのは，多分，そこで研究されている方々はおわかりだと思

うのですが，それでは重点支援③の大学が今安全なのか，いいのかということですけれども，

私の目でみると，例えば，東京大学の文学部の教員構成は5割強が教授，残りが准教授，助教と

いう形でございまして，講座制がいいかどうかは別にして，教授がいらして，准教授が2人ぐら

いいて，助教という，学問の継承，蓄積，そして発展に必要な体制は文学部でも崩れつつある

ということです。ですから，東大文学部では，現在の4学科を人文学科という一つに大くくりに
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するということを進めておりますけれども，これも横から見ると，伝統的な学問を維持する体

制が東京大学ですら大変な状況になっているということではないかと思っております。 
 したがいまして，多分，東大，京大は学問を維持する体制は守ろうと努力すると思うのです

けれども，例えば，我々の名古屋大学がどこまでそれを頑張れるか。例えば，教育学研究がご

ざいますけれども，そこで基本的な教育学の学問体系を守り切れるかどうか。 
 特定研究大学（2016年2月現在は，「指定国立大学（仮称）」と称されている。）。これは，

いわゆる国立研究開発法人の中で特定国立研究開発法人というのをつくろうと，法案を国会に

提出しようとしましたが，小保方問題で理化学研究所を提案できなくなり，延期になっており

ました。これが来年（2016年）の通常国会で法案が提出されます。この特定国立研究開発法人

として予定されておりますのは，理化学研究所，産業技術総合研究所，それから，物質・材料

研究機構，3研究所であります。 
 そうしますと，今度は特定研究大学，先ほどの重点支援③のさらに上ですね，さらに重点的

に支援する大学ということでありますけれども，これが幾つになるかということです。この重

点支援③という議論をしていたときには文部科学省の課長さんたちは，これはせいぜい2つだと

か3つだといっていて，旧7帝大が全部入るわけではないといっていたのですが，現在，ご案内

のとおり，結果的には2桁を超えております。そうすると，この上をいく重点支援，例えば中国

の方がいらっしゃいますけれども，北京と清華，こういう2大学が特に支援を受けていましたけ

れども，そういうイメージが特定研究大学の構造でございます。 
 これにつきましては財政的にはそれほど支援が得られるようではなさそうで，規制緩和によ

って機能を強化しようということになっております。例えば，資産活用とか学部，大学院構成

などの組織の柔軟化ということです。これについては各大学が検討していますけれども，この

規制緩和だけでは，政府が期待するような，世界と互角に渡り合うリソースを有する経営力の

ある大学にはならないだろう。非常に悲観的なのが，各旧帝大を含めた先生方のご意見でござ

います。 
 実際には東京大学がこれに手を挙げるかどうか。京都大学はどうなのかということですね。

そうしますと，政府としてはいわゆる機能分化をしたいわけですから，トップになるべき東大

と京大が特定研究大学として指定されないとなりますと，非常にまずいわけですね。だから，

この流れというのはこれからどうなるか，政治的にも行政的にも興味のあるところでございま

す。 
 それから，卓越大学院。これはいわゆるリーディング大学院の後継として考えられているの

ではないか，というのがおおよその共通認識でございますけれども，もう少し新しい情報をお

もちの先生方がいたらご披露いただけたらと思っております。ただ，この特定研究大学，卓越

大学院，そして前の重点支援③と，非常に複雑なものが並んでおりまして，かつ，文部科学省

の担当官の方々の議論もかなり動いておりますので，今後どのようにこれから整備されていく

かが気になるところでございます。 
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 それから，四年制職業大学。これも提言されて，現在議論がかなり具体的に進んでおります。

ご案内のとおり，専修学校の一条校化問題で上がってきたものでございます。専修学校関係者

の意見は2つに割れておりました。1つは，従来どおり専修学校は規制がない，緩やかだという

特色を生かして，柔軟に社会の変化に対応していくという意味で，現行制度がいいとおっしゃ

る先生方と，一条校化してほしいという方たちに分かれておりました。私は，どちらかといえ

ば一条校化には慎重な意見でしたが，中教審答申が出てこれが進んでいるわけでございます。 
 非常に興味深いのは，この四年制職業大学にどういう方たちが名乗りを上げるかということ

です。1つは，私学でいろんな課題をおもちのところですね。それから，専修学校で一条校化を

目指しているところ。それから，新規参入ですね。これまで大学という分野にかかわってこら

れなかった方たちがここに入ろうということで動いておりまして。このように，ここまでみて

も，大学をこれまでの「大学」という1つのキーワードで一応くくってきたというのが，ほぼ難

しくなってきているのではないかと思っております。 
 私が気になる言葉は，「強み」とか，「地域というより世界・全国的な教育研究を推進する

取組」。これ，重点支援の②ですね。先ほど東大の例で申しましたように，地域を捨てて大学

があり得ないという前提に立ちますと，この議論は行き過ぎではないかとか，あるいは「海外

大学と伍して」といっていますけれども，財政的に海外の半分の国家予算しかいただいていな

い我が国の大学において，伍することができるのだろうか。それから，「社会実装」をやれと

いうことなのですが，これも，各企業の中央研究所ができないことを，なぜ大学ができるよう

になるのか。しかも，日立と比べて圧倒的に少ない研究費でやらなければいけないということ

ですね。 
 それから，「競争」という言葉が徹底的に出てきております。戦う，そういう言葉ですね。

これは基本的には新自由主義的な競争原理があるわけでございまして，市川昭午先生がおっし

ゃっておられますように，ある段階から我が国の高等教育は確実に市場原理のもとで機能して

いるということではないかと思います。 
 何のための機能分化か。これはわかりやすいのですけれども，産業競争力会議の新陳代謝イ

ノベーションワーキンググループの内容です。はっきりと書いています。「中・長期の経済成

長を持続的に実現する」，このための大学改革だといっております。だから，イノベーション

創出力の強化，人材育成機能の強化が求められている。大学改革のさらなる加速が経済成長を

実現する上での鍵となる。これに対しては，私はずっと，大学が経済成長の鍵を握っていると

は思っておりません。もちろん，大学が基礎的には経済の成長に大きく貢献するということは

申し上げられますけれども，現在の日本の経済が抱えている課題を，大学によって解決でき得

るということは非常な誤解で，これも市川昭午先生の論でいえば，まるで紙屑籠理論といいま

すか，課題解決ができないために，それを大学に押しつけている。そして，それは紙屑籠に投

げ入れられたごみのように消えたように思っているけれども，イノベーションという課題は残

っているわけでございます。 
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 そして，ここにもありますように，改革を進める大学の重点支援で，大学間，大学内の競争

を活性化するということで，競争原理だということは明確であります。 
IDEの11月号では，石弘光先生が成長戦略に取り込まれた大学改革についてかなり厳しい批

判をされておりますし，野家啓一先生も新自由主義による大学改革に対し批判をされていると

いう状況にございます。 
 大学コミュニティーの分断，これは和歌山大学の山本健慈先生，現在，国立大学協会の専務

理事をなさっておられますが，山本先生の学長退任記念シンポで重要なテーマとして上がった

ことです。今，世論といいましょうか，世間の合意といいましょうか，コンセンサスをつくる

のが非常に大事だと。そのアプローチをそれぞれの立場からどのようにすればいいのか，切実

な課題だと。つまり，高等教育がどうあるべきかということについて，我が国のコンセンサス，

あるいは大学に対する国民の理解と支援を得るということが非常に大きなテーマでございます。

実態としては，競争原理の中で市場を勝ち抜いた大学だけ生き残ればいいということですが，

それは違うのではないかということを感じるわけでございます。あるいは，佐々木毅先生がお

っしゃっているように（佐々木先生は「大学という組織は「人間の知的可能性に対する社会の

畏敬」に基礎を置く」といっておられる。），競争に勝ち抜くとか，社会に役に立つ大学，そ

ういう大学像で本当にいいのだろうか。古典的だといわれるかもしれませんが，大学が，社会，

人類にとって貴重な資産であるということについて国民のコンセンサスがいるのではないかと

いうことです。 
 おもしろいのは，立命館大学の前の総長だった川口清史先生の発言です。立命館は非常にド

ラスチックな経営をされて，厳しい市場競争の中で勝ち抜いている大学の1つですけれども，そ

の川口先生がはっきりと，国公私立が1つの大学セクターとしてまとまっていけるかが大事だと。

大学セクターが全くない国，これは珍しい。韓国でもありますということを先生はおっしゃっ

ておられましたが，日本は学長会議というものはない。これをつくっていかなければいけない

ということをいっておられました。幸い，今回の平成28年度予算の議論の中では，国公私立の

大学が共同で提案をし，問題点を整理して政府あるいは世の中に伝えるということをしていま

すから，そういう芽が出ていると思います。 
 いいかえますと，財務省は，大学を分断するという仕組みで大学のコミュニティー形成を阻

害してきたといいますか，阻止してきたということがいえるかと思っております。もちろん，

私学も，日本私立大学連盟と日本私立大学協会と2つの組織体があるわけですけれども，それぞ

れ違う。そして，イコールフッティング論を私学は主張してきました。つまり，私学と国立は

イコールではないから平等にすべきと。そのイコールフッティング論における財務省の狙いは

国立の予算を減らすことですね。一旦国立の予算が減れば，それを指標にして私学の予算を減

らす，こういう構造になっているのですね。私が私学部長のときに申し上げたのは，私学が劣

悪な条件であること，かつ，私学が特に学部教育において日本の大学の重要な責任を果たして

いるということは理解していますが，このイコールフィッテング論が行き着くところは，国立
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の予算削減と，それの影響としての私学の予算削減にいく。こういう財務省の作戦ですねと。 
 それから，先ほどの機能強化の3つの方向性に応じた重点配分，国立大学はこれでばらばらに

なってしまうということですね。東大かどこがなるか知りませんが，特定研究大学が重点にな

り，かつ，3分類となっていく。これは，大学を分断させたいという人たちにとっては極めて好

都合であるということで，機能分化は必要ですけれども，こういう具合に明確に分類してしま

うことがいいのかどうか。あるいは，財源についてもそれぞれの分類ごとに異なった財源を結

びつけていくのか。 
 これは，私の本で書かせていただいたことですけれども，いつまでも競争するのかというこ

とです。他の大学，あるいは他の研究室を蹴落してでも，他の大学を不幸にしてでも，自分の

大学が生き残る，そういうのでいいのだろうかということです。 
 そして，佐々木毅先生がおっしゃっているように，「「われわれ」が一方的に「かれら」を

強引に乗り越えることのみを考え，逆に，「かれら」によって「われわれ」が暴力的に乗り越

えられることを初めから念頭に置かないというのは，人間の自由に対する認識において重大な

欠陥があることを自白することに等しい」。つまり，我々日本がアジアの国々と競争して勝て

ると思っている人たちはいいですけれども，逆に乗り越えられる際にどう考えるのか。あるい

は，大学の中でもそうで，大学間でもそうですね。ある大学がつぶれていく。あるいは，そう

思っているかもしれませんが，実は自分の大学がつぶれるかもしれないということですね。こ

の競争の観点ではなくて，分かち合うという新たな観点をもたない限り，この市場原理のまま

では，機能分化の本来の，先生方が期待されているような趣旨は実現できないのではないかと

いうことであります。 
 
大学の統合 
 次に大学の統合ですけれども，これは多くの方がご存じのことが多いので早く進みたいと思

うのですが，1つは，平成13年の教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談会，いわゆる在

り方懇と教育学部の先生方がおっしゃっている提案ですね。ここで1県1教員養成学部はないの

だといって，はっきりと再編・統合を進めようとしました。そして，今日では，ゼロ免を廃止

するという明確な方針になっているわけですね。下に書きましように，主に新制の医学部と他

の大学との統合が進んで，平成12年に99あった大学が平成20年に86になったということですけ

れども，問題は，これがなぜ止まったかです。ご案内のとおり，群大と埼玉，ここの教育学部

の統合，それから，山形，宮城，福島の教育学部の再編・統合に対しまして，地元知事さん等

の強い反対の動きが生まれたわけです。そして，文部科学省はすっかり萎縮してしまいました。

だから，行政が責任追及を受けて立つ用意がないのであれば，大学の再編・統合など当然でき

ない。再編・統合は中断されるということになったわけです。 
 それで，先生方ご案内のとおり，方針は変わりまして，いわゆる兵糧攻めですね。兵糧攻め

というのは政府としては楽です。ただ予算を減らすだけでいいわけですので，政府自身は手を
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つけなくてもいいということですね。効率化係数による運営費交付金の削減については，事務

次官や大臣もお怒りになって，あれだけ，大学は法人化されれば自主性・自律性が高まって，

大学としての主体的な運営ができるということを謳っておきながら，結果として開いてみると，

運営交付金の削減，それはあり得ないということでいろんな動きがあるわけですが，結果的に

は，当時0.6％ぐらいの削減に落ちつくわけでございます。そして，現在はそれがここまで（△

1470億円，△約12%）切られているのはご説明の要もないかと思います。そして，これは国立

ですけれども，私学助成も同様に大幅に削減されております。そして，国公私の団体が一緒に

なりまして要望されているのが，基盤的経費の拡充でございます。 
 まず要望の最初に出ているのが，家庭や学生の経済格差の拡大ですけれども，これは特に私

学は大変です。多くの私立大学の学長や学部長さんのお話では，入試を受かった優れた学生さ

んが，結果的には奨学金が足らないとか，あるいは家庭の事情で辞退するということがふえて

いると伺っております。 
 それから，研究力の低下の話はいうまでもないと思いますし，先進的な取り組みも，予算は

最初つきますが，その後は消えるということで頓挫するという懸念があります。実際に私学で

は，ＧＰについては金の切れ目が縁の切れ目ですよと。政府がいうように，金がなくなったら

あとは自前でやってくれなんて，そんな財源の余裕はありませんとはっきりおっしゃっていま

すけれども，さまざまな改革が頓挫している，この状況をどうするのかということであります。 
 私が局長時代，なぜ磯田は運営費交付金と科研費だけにこだわるのかといわれましたが，私

自身の考えは，大学行政の基本は，基盤的な経費を確保して，あとは大学の先生方の創意工夫

の運営及び教育研究に待つということではないか。別な言い方をしますと，ノーベル賞の研究

が出ているのはいつなのかということですね。それは平成3年以前です。つまり，平成3年の大

綱化とか，一連の高等教育政策が出る前の，政府が余り大学に関与しなかった，しかしながら

基盤公費は一定の金額を着実に各大学にお渡ししていた頃です。少なめの予算であっても，見

通しの立つ研究ができた。そこで研究は進展したのであって，現在のように，これだけの動き

の中でどれだけの研究が進んでいるかは疑問だろうと思っております。 
 それで，安住淳財務大臣の国家戦略会議の議論は非常にわかりやすいと思います。まず，国

立大学は改革の努力を怠ってきていると，はっきりおっしゃっています。つまり，国立大学は

改革を行ってきていないわけではないのですけれども，財務省や各経済界がこのような発言を

しているということですね。それで，現在，国立大学で約20を超える大学の学部の再編・統合

が行われようとしておりますけれども，そういうものをもって各大学は改革を行っている，文

部科学省はこういう説明をしています。あるいは，ガバナンスが弱いとかなりいわれているわ

けでございますけれども，これについても，大学の学長を中心としたガバナンスの機構をつく

っている，ということで説明をしているということですが，社会からは大学の主体的な努力が

全く無視されている，ここをどうしようかということですね。コンセンサスをつくって，もっ

と国民の理解と支持を得る必要があるのではないかと思います。 
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 それから，思い切った選択と集中ですね。政府は，まだ選択と集中が足らないという発想で

す。例えば，科研費で億単位の特別推進研究というのがございますけれども，政府の，ある方

がおっしゃったのですね。30人の研究者に1人当たり300億研究費を支給すれば，日本のイノベ

ーションは成功するのではないか，あるいはノーベル賞は獲得できるのではないか，1兆円のお

金は準備してあげる，こういうご提案があるわけでありますけれども，私などは，そういうお

金よりは，多くの先生方に2,000万，これ，理系の場合ですね，2,000万から4,000万でいいです

から，安定的に10年間研究費を支給する。それのほうがいいとずっと反論してきたのですけれ

ども，政府は，いまだに選択と集中が不十分だということで，特定研究大学は2つか3つを選択

して，そこに集中するということですね。 
 私にいわせれば，それは間違った選択と間違った集中であると。かつ，選択が正しいとして

も，それは過去の業績に基づく選択であって，集中したお金は1次関数の集中でしかないという

こと。大学の機能は，ゼロの中から1の新しい創造を生み出すことが大学の機能であって，1次
関数のように，100億入れれば100億の成果が出る，それは大学の機能ではない。そこは企業に

やっていただければいいのであって，大学に1兆円，たった30名の方にお渡しするという政策

はやめてほしいと思っておりました。一方で，梶田隆章先生の現在の新しい研究に予算を投入

するということ，「かぐら」をつくるとか，大型の「すばる望遠鏡」をつくる，そういう研究

はいいと思います。チームでやっておりますので，何百人も研究者がいらっしゃいますから，

「かぐら」に百数十億の予算を投入するというのはいいと思いますが，1人の研究者に300億や

100億というのはないのではないかと思っております。ただ，政治あるいは行政の中では，こ

の選択と集中が足らないという認識が非常に強いということでございます。 
 それから，大学群をつくる。これは御手洗冨士夫さんですね。元経団連の幹部ですけれども，

彼がかつては九州大学を中心にして国立大学は九州で1つでいいとおっしゃっていました。ある

ときには，九大と長崎の医学部と鹿児島の農学といったのですかね，そういう大学だけ国立で

残っていればいい，そういう乱暴なご発言も経済界からはありました。あるいは，文部科学省

の中でも，これによって経済界や政界に対して抵抗ができるのであれば，これもいいのではな

いかという議論もございました。 
 これに対して，学長先生方は，ネットワークとか連携，それは大事だけれども，1つの統合さ

れた大学群というのは，個性を伸ばしたり，あるいはそれぞれの大学の特徴を生かすという意

味では，必ずしも現在選択すべき政策ではないかのではないかということでした。私はこの大

学群をつくるということについてはお断りをしました。 
 それから，もう一つは，高等専門学校，工業高校，商業高校の充実という考え方ですね。こ

れを高等教育と位置づけていることも少し気にはなりますけれども，ここにあらわれているの

は，職業教育を強化したい。だから，2つにこれは分かれています。大学でも職業教育を中心に

やるべきだ，あるいは四年生の職業大学の話も出てくるわけですけれども，そういう議論と，

そもそも進学率が高過ぎる，あるいは大学が多すぎるという議論に結びつくわけでございまし
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て，この安住先生の発言は一見，皆さんからみれば疑問を感じる内容だと思うのですが，そこ

には財政とか経済界のさまざまな意見が反映されていると思うわけでございます。 
 もう一つ，平成24年度予算をめぐって一気に大学に対する統制の強化が始まります。ご案内

のとおり，138億（国立大学改革強化推進事業）といわれた予算ですけれども，最初の説明（平

成24年1月）は，大学の個性を伸ばすための予算として使っていただきたいというお話だった

はずですが，3月になって，これは統合のための手段であるいうことになりまして，各大学はこ

れで困ってしまいます。しかしながら，政府の方針にのっとって連携のためのプログラムをつ

くるわけですけれども，それが大体7月ぐらいにまとまったわけです。しかしながら，その文部

科学省のつくった案は財務省から否定されます。そして，最終的にかたまるのは翌年の2月とい

うことですね。 
 ここのプロセスには幾つかの問題点があります。1つは，政策が変わっていくということが1
つございますし，二つ目には，プロジェクトの選考において，文部科学省ではなくて財務省が

選考しているということですね。 
 その次は，給与臨時特例措置ですね。これについては明らかに国家公務員については法律に

基づいて改正するわけですけれども，国立大学は独立した組織体ですから，これは労働基準法

でいう就業規則の変更ですから，過半数代表者，もしくは職員団体の意見を聞かなければなら

ないわけですね。しかしながら，政府の意向に沿ってこれが実施されていったと思います。 
 次に来るのがミッションの再定義ですね。これは大学の数が多いということについて，各大

学ごとにエビデンスに基づいてどこも同じことをやっているのではないということを主張して

いく。こういうぐあいに文科省はいっているのですが，いいかえれば，同じようなことをやっ

ている大学については厳しい対応を求めていくということではないかと思います。あるいは，

自己改革は難しい，だから政府が，直接とはいいませんが，改革を支援していくということで

すね。ですから，このころ，多くの学長先生方が非常に厳しい状況に陥ります。先生方は，自

分の立場を，「我々は中間管理職だ」といっておられました。そこまで厳しい状況に学長先生

方が直面していたということではないかと思います。 
 明らかに，文部科学省における地殻変動が起こっております。つまり，これまでは国立大学

は学問の自由があり，大学の自治があるということで，ある一定以上の関与をすれば大学はそ

のままではいかない。大学の怒りに触れれば，政治問題化するという認識があったと思います。

その象徴が大学紛争ですね。学園紛争というのはいろんな理由がありますけれども，少なくと

もそれが政治問題化し，東大の入試が中止になるということで，文部科学省も，政治家の方々

も，国立大学，あるいは私立も幾つかの大学でございますが，一定以上関与して怒らせればそ

れは大変になるという，自主規制も働いていたと思います。しかしながら，この統制の強化の

あたりからは，逆ですね。つまり，国立大学は運営費交付金を握っている，あるいはさまざま

な競争的資金でコントロールできる，という認識が露骨にいろんなところで見え隠れし，それ

が文科省や財政当局の発言にあらわれているということがいえると思います。この辺は多分，
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高等教育関係の研究者の方の大きな研究テーマになっているのではないかと思います。 
 再び国立大学の縮小政策。このミッションの再定義とか，中教審の教員養成に係る答申でご

ざいますが，いわば十分干上がった，十数年かけて運営費交付金を削減し続けてきましたので，

これからはどうぞみずから改革しましょうということですね。しかしながら，結論は先に出て

いたのではないかと疑念を持たれています。 
 例えば，教員養成学部の新課程の廃止。これは，全ての新課程があるところについてはこの

ような内容に近いものが書かれているわけであります。人文社会については今大きな議論にな

っているところでございますけれども，昨年8月に評価委員会が見直しの視点をつくり，9月9
日に事務連絡が流れている。ようやく，本年6月8日の大臣通知を受けてさまざまな議論が起こ

ったということですけれども，申し上げたいのは，実は，平成24年の国立大学改革強化推進事

業から政府と国立大学の関係は少なくとも変わった，全く新しいステージに入っていると考え

ていいのではないかということです。 
 法科大学院だけ若干補足しておきます。法科大学院ができたために，いろんな変質が法学研

究科，あるいは法学部では起こっております。例えば，東京大学のいわゆる進学振り分けです

ね。法学を希望する学生が定員に満たないというようなことが何度か発生しております。つま

り，法学部を希望しないということですね。あるいは，伝統ある大学におかれても，法学の大

学院，いわゆる法科大学院でない方は留学生が増加しています。刑法とか憲法，そういうとこ

ろの修士課程の学生は海外の留学生が中心で，例えば著作権法とか株式会社法，そういう新し

い分野については日本人の学生がいるというようなところもあるということでありまして，一

体これで日本の法学は学問として維持できるのかどうか。そういう根本的な問題に突き当って

おります。 
 朝日新聞の社説を引用しておりますけれども，なぜ文系が批判されているのか。文系は社会

のニーズに応じた人材が育てられていないからだということですね。それから，競争が大事だ

ということで理工系を伸ばす。それから，職業教育をする高等教育機関をつくるということが

書いてあります。だから，ここには伝統的な大学像は消えているということです。 
 さらに，これは決して政府の文章ではありません。これは国立大学協会の文章ですけれども，

その中で「将来の動向を踏まえたさらなる組織再編等による国立大学の構造改革」，こういう

文章が初めて国大協の中にあります。そして，これは具体的なアクションプランがあるという

ことですね。だから，ここにありますように，将来とも国立大学の教育水準を維持し，世界を

リードする研究を推進して，グローバル化時代における我が国の成長・発展を支える観点から，

今後，組織の数や規模，学生数などに踏み込んだ国立大学の大胆な組織再編等の必要性や可能

性も視野に入れておく必要がある。つまり，「視野に入れる」ということではありますけれど

も，公式文章として打ち出すということの影響力の大きさを考えるとき，再編・統合に向かっ

ていると感じざるを得ないわけでございます。 
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学問かコンピテンシーか 
 次は，余り議論されていないことですけれども，キー・コンピテンシーの話です。現在，政

府は，大学教育だけでなく，初等中等教育も含めて，教育はキー・コンピテンシーを基本にす

べきだということをいっております。大学教育については学位プログラムですね。それから，

入試については，「合教科・科目型」「総合型」の入試に。それから，高校以下については，

資質・能力を踏まえた学習指導要領というのは，いわばキー・コンピテンシーを踏まえた学習

指導要領をつくろうという考え方でございます。 
 これは，平成24年の中教審答申ですが，基本的には，キー・コンピテンシーをまず設定して，

それをもとに初等教育，中等教育，高等教育をどのようにつくっていくかを考えるのが現在の

文部科学省の教育課程に対する考え方であるということです。大学における学位プログラムと

いうのは，決して学問に立脚した教育ではないということです。学問とは違う，キー・コンピ

テンシーをもとにしたプログラムであるということですね。 
 それから，「合教科・科目型」「総合型」については，さきの政府の高大接続システム改革

会議「中間まとめ」（平成27年9月）ではこの表現が消えております。昨年度，中教審答申自

身は，将来的には新テストをこれのみの試験にするといっていたわけでありまして，いわばキ

ー・コンピテンシー中心の入試であると言っていたのですが，先般のまとめではこれが姿を消

しております。担当室長はあくまでこの考え方は変わっていないといっておりますけれども，

これがどうなるか，大きな論点であります。 
 それから，これは初中教育関係の育成すべき資質・能力を起点とした改革でございますが，

ここでおもしろいのは，この論点整理をした検討会の座長の安彦忠彦先生がこの考え方に反対

を表明しております。それから，ここの多くの委員が問題点を指摘されております。 
 それではキー・コンピテンシーとは一体何なのかということですね。一番下にありますよう

に，キー・コンピテンシーは世界教育改革の潮流なんだと。国際間の学力評価のランキングの

手法で，現代の正統的な，legitimacyのある教育の考え方，こういうぐあいにいって政府は進

めているわけですね。そのとおりなのかということですね。 
 これは金子先生のキー・コンピテンシーの整理ですけれども，キー・コンピテンシーはもと

はOECDが言い出した言葉ですね。ここにもありますように，ヨーロッパにおいて1990年代に

若者の失業問題が発生する。それで”Definition and Selection of Key Competencies（DeSe
Co）”という研究プロジェクトが行われて，それが中等教育のPISA型学力になったということ

です。日本においても，若者のemployabilityを高める，そういう論点から，「人間力」は内閣

府，経産省が「社会人基礎力」，あくまで雇用問題だということをご認識いただければと思いま

す。おもしろいのは，学力低下問題と同様に，ヨーロッパでは中等教育の問題であったのが，

我が国は大学教育でまず学位プログラムが生まれ，それが初等，中等教育に波及するという流

れになっております。 
 それでは，キー・コンピテンシーはなぜグローバルなのか。これはグローバル経済に必要な
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資質・能力だからです。今，世界がグローバル化して，金融を中心とした国際経済体制にある。

その経済体制の中で生き抜くための資質・能力ですから，当然，世界的に共通なのは当たり前

ということです。そして，それに対して，多くの研究者がその問題点を指摘しているというこ

とであります。 
 次に，申し上げたいのは，もし入試がキー・コンピテンシーを中心とするような総合型に変

わることについて，高等学校側は強い反対を表明しております。なぜならば，高校教育は各学

問の体系と蓄積のもとで教科を基本に構成されている。教科別の教育課程，教科別の指導法，

教科別の教育職員免許法等々を定めているわけですから，キー・コンピテンシーを中心にする

となれば，高等学校教育は基本から変える必要がある。ただ，その経験は余りにも我が国は乏

しいといえるかと思います。 
 同様に，学位プログラムもそうですね。大学というのは，基本的には天野先生がおっしゃっ

ているように，人類の知的資産の「蓄積，伝達，創造」，これが基本的な機能といいますか，役

割であります。ですから，それにふさわしいようにつくられているわけでございますので，そ

れを学位プログラムによって，さらには職業訓練を行う機関にする。それが必要ならそれをし

ていいのですけれども，そのためには膨大な時間とリソースを使って研究をして，高等教育を

基本から変える必要があるのではないかというのが私の認識です。 
 このキー・コンピテンシーについてはさまざまな反論が行われております。例えば，知識は

陳腐化するというけれども，スキルは現在の社会で使われているスキルであるということで，

むしろ知識というのは現在を批判的に分析して，新しい枠組みをつくる，そういう普遍性を有

しているのであるから，知識のほうは陳腐化しない。そもそも，教科というのは，学問という

ものを教育学的に学校という構造の中で再文脈化したものである。だから，学問の中で最も人

間にとって必要なものを伝えているわけであって，それを資質・能力というキー・コンピテン

シーで構成するというのは望ましくないというのが，マイケル・ヤングの主張でございます。

あるいは，別の学者は，知識というものは単に孤立したものではなくて，自然や社会との対話

の中で総合的な関係の中で生まれるものであって，決して，固定的な，あるいは過去のもので

はない。内容的には道徳的行為も含むという強い反論があります。 
 最後に，教育の機会均等についてでございます。ご案内のとおり，高等教育の進学率は国際

比較では低いわけですけれども，これが特に著しくなったのは1995から2005年までの間でござ

います。この間にＯＥＣＤ全体では進学率は17ポイント上がりますけれども，日本は11ポイン

トしか上がっていない。あるいは国民の格差も急速に拡大する。さらには子供の貧困というの

も議論されているところはご案内のとおりでございます。そして，28.4％の都道府県格差。そ

れから，授業料を負担できない状況が発生していること等があるわけでございます。政府は，

極端にいえば，山陰とか紀伊半島とか，いろんな地域の大学がなくても，優秀な学生は東京や

大阪に来ればいいのではないか，優秀な学生はきっといい学業成績を積んで，奨学金を返せる

だけの地位につくであろうと，こういう仮説のもとに成り立っておりますけれども，小学校が
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なくなることでコミュニティーがなくなります。そして，大学がなくなることでその県は壊滅

的な打撃を受けると思っております。 
 また，政府の人たちは財源がないといいます。しかしながら，もっと世論を味方につけて，

我々が教育の機会均等とか，大学の本来の趣旨を生かすためにも，世論形成が重要ではないか

と思っております。 
 どうもご清聴ありがとうございました。 
 
＜質疑応答＞ 
・質問 
 時間がないので，2つです。 
 最初のほうの話で，筑波大学の話は，先生の話でいくと，どうも大学のほうからの主体的な

改革案に文科省がのっていったというような話だったのですが，私の理解では，逆に，文科省

がもっている案に大学がのっていったというイメージなのですが，そこらを教えていただきた

いのと，もう一個は大講座制の問題。これは大学のほうが好き好んで選んだわけではなくて，

恐らく，これも文科省のほうが大講座制ということを大学に持ち込んで，それは大学審議会の

答申だと思うのですが，そういうのにのっていって文科省が大学のほうに，大学のほうからみ

ると押しつけられたような感じもしないでもないのですが。そこは先生は逆のことをおっしゃ

ったような気がしたのですが，そこは教えていただけますか。 
 
・回答 
 もう少し正確に申しますと，筑波大学の法案を政府が提案していますよね。それを筑波がと

るかとらないかということで学内で大論争があるのだと思います。だから，おっしゃるように

提案したのは政府だと思います。政府はいろんなメニューを提案しています。ただ，画一的に

強制したのではなくて，そこはなかなか微妙で，筑波のときは，筑波で反対された先生方は強

制だったとずっとおっしゃって，対決法案で強行採決になるのですけれども，ただ，大崎さん

なんかの視点は，あくまで提案だという言い方をしています。ただ，とらえ方は違うと思いま

すし，私も当時の国会状況とか筑波大学の状況を聞いていると，抵抗されている先生方はかな

り強制だったのではないかといわれるのですけれども，ご案内のとおり，理系の先生方は，あ

の狭いキャンパスではだめだということで新天地を求めたというのは事実ですので。賛成され

ていた先生もいたと思います。 
 2点目の大講座制ですけれども，これは学問の狭い分野だとか，学問は非常に狭くなって，専

門分化して，タコつぼ型だとか，学際的な研究ができないということで，一貫して政府は，お

っしゃるように講座制をつぶすという方向で議論してきたと思います。そして，国会でも講座

制はないのだということを主張しておりますけれども，事実としては，そういうものがいい意

味で残っていたと思うのですね。 
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 問題は，東大の例がわかりやすいのですけれども，これは別に政府はさわってないと思いま

す。さわっておりませんけれども，東大の中でそれが維持できなくなっているということで，

それだけ文学部は厳しい状況下にあるのではないかという理解です。 
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日本における機能別分化 
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ŷit
g

0
g

1
gt 2

gt2
k
gtn eit

— 30 — — 31 —



— 32 — — 33 —



 
 

大学による補助金獲得行動の設置者間比較 
―補助金事業への関心・無関心に着目して― 

 
小入羽 秀敬 

 
 

1．問題関心 

 
 本稿は国公私立大学による補助金獲得行動を分析することによって設置者間の違いを明

らかにすることを目的とする。文部科学省は大学に対して補助金を交付しているが，その

目的は大学改革実行プランや国立大学改革プランなどによって大学の機能強化を行う方針

が明記されることによって大きく変化した。その傾向は補助項目や補助金によって実施さ

れる補助金事業の名称や内容にも表れており，大学への補助金は 2012 年前後より機能強

化を目的とした補助項目が新設されるようになった。また，大学改革推進等補助金のよう

に以前から継続的に措置されている補助項目であっても，その補助金によって実施される

補助金事業は特定の機能を対象とした機能強化型補助金へと変容している（小入羽 2015）。 
 上記のように補助金制度の対象や内容が大きく変化した 2012 年度前後において，大学

の補助金獲得行動はどのように変化してきたのか。この問いを明らかにするため，大学側

はどのような補助金事業に対して関心を持つようになったのかを検討する。大半の補助金

事業では，書類審査による競争的資金配分と同様の枠組で大学に対して配分されるため，

大学は補助金事業に申請して採択されなければならない。大学は希望すれば補助金の交付

を受けることができるというわけではないのである。申請には多大な人的・時間的コスト

がかかるため，すべての補助金事業に申請するのではなく，大学にとって必要な事業を厳

選した上で申請することが推測される。特に特定の機能に絞った補助金事業であれば，自

大学に合わなければ申請を見送る大学も多いと考えられる。機能強化型補助金が新設され

たことで，大学がどの補助金事業に関心を持つか，そして関心を持たないのか，という観

点はより重要になってくるのである。 
 しかしながら，大学の機能強化や補助金獲得に関する分析は，特定の補助金に採択され

た大学のケーススタディーや紹介にとどまるものが多く，基本的には補助金事業に採択さ

れた大学のみを分析対象としたものが多い。本稿が着目するのは採択の有無ではなく，大

学側の関心の有無である。2005 年の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」（将

来像答申）では，大学の持つ 7 つの機能を提示し，最終的に各大学の自律的な選択に基づ

く機能別の分化が理想的であることが明記されている。しかし，機能別分化政策はやがて

機能強化政策へと変化しており（小入羽 2014），文部科学省によって機能強化に特化した
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を受けることができるというわけではない。申請には多大な人的・時間的コストがかかるた

め，すべての補助金事業に申請するのではなく，大学にとって必要な事業を厳選した上で申

請することが推測される。特に特定の機能に絞った補助金事業であれば，自大学に合わなけ

れば申請を見送る大学も多いと考えられる。機能強化型補助金が新設されたことで，大学が

どの補助金事業に関心を持つか，そして関心を持たないのか，という観点はより重要になっ

てくる。



 
 

補助金事業メニューがあらかじめ用意されている機能強化型補助金制度下では，大学は自

律的に補助金事業を選ぶのではなく，結果として特定の機能に特化した補助金を選ばざる

を得ない状況下に置かれている可能性を指摘できる。それを明らかにする指標が大学によ

る補助金事業への「関心」「無関心」である。本稿ではこの観点から設置者別にどのように

異なるのかを検討する。 
 
2．補助金獲得に関する行動の分類 

 
 関心及び無関心という大学の意識を検討するため，大学による補助金獲得行動の分類を

次のように分ける。従来の研究において競争的資金が扱われる場合，採択の有無が焦点と

なっていることが多かった。しかし，採択の有無という 2 類型では大学の補助金獲得行動

を十分に説明できているとは言えない。  
 機能強化を目的とした補助金は，地域との連携を重要視した地（知）の拠点整備事業

（COC）やグローバルレベルでの研究事業への補助を目的としたスーパーグローバル大学

創成支援（SGU）のタイプ A などのように特定の事業に特化するようになったため，特定

の補助金事業に応募しない大学も多数存在すると考えられる。また，近年の補助金事業で

は COC のように複数年連続で公募する事業も存在する。過去の COC 事業採択大学は応募

資格を持たないが，過去に不採択となっている大学は再応募が可能である。 
 このように，機能強化型補助金は機能によって補助金事業が分かれているため，大学が

どの補助金事業に関心を持って申請するのか，という視点が非常に重要になってくる。そ

こで，本分析では大学の補助金獲得行動を関心，無関心という観点から以下のように分類

する。まず，補助金事業の採択有無ではなく，採択・不採択・未申請の 3 つに分類する。

採択の有無という指標では，採択されていない大学が申請した結果として不採択であった

のか，そもそも申請していなかったために採択されていないのか判断ができないためであ

る。採択されていない大学のうち，どの大学が当該補助金事業に関心を示していたのかを

明らかにすることが大学による補助金獲得行動を明らかにする上で非常に重要である。 
採択，不採択の二つは事業に対する大学側の関心を表す。事業への申請という行動は，

大学側の関心の発露である。結果が不採択であっても，大学にとって申請する価値がある

事業であるという意識が根底にある。「採択」「不採択」という結果はあくまで文部科学省

側の意図であるが，採択結果が大学側の補助金獲得行動に間接的に影響を与えることが考

えられる。未申請は補助金事業に対する大学の無関心を表す。これを表にして表したのが

表 1 である。 
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補助金事業メニューがあらかじめ用意されている機能強化型補助金制度下では，大学は自

律的に補助金事業を選ぶのではなく，結果として特定の機能に特化した補助金を選ばざる

を得ない状況下に置かれている。それを明らかにする指標が大学による補助金事業への

「関心」「無関心」である。本稿ではこの観点から設置者別にどのように異なるのかを検

討する。



 
 

表 1：大学側の行動と補助金交付の有無の関係 

 
 

また，本分析では COC のようにほぼ同一内容の事業を複数年に渡って公募する事業に

も着目する。COC のように，採択大学が申請資格を持たない事業における大学による 2
年間の行動を分析することで，1 年目に採択されていない大学が 2 年目にどのような行動

を取っているのか明らかにすることができる。申請したものの不採択であった大学は，翌

年に再び同一事業に申請するか，申請を断念する。そもそも申請していなかった大学は，

翌年に関心を持って申請する場合と，継続的に関心を持たない場合がある。 
 
3．分析対象となる補助金事業 

 
 分析の対象となる補助金事業は以下のように設定する。機能強化型補助金事業が措置さ

れるようになったのは大学改革実行プランや国立大学改革プランが提出された 2012 年以

降である。そこで，2012 年以前の補助金事業と 2012 年より後に措置された補助金事業 1を

比較する。以下では，補助金事業の公募要領を検討することで，各事業の目的や想定して

いる成果を明らかにする。 
 2012 年以前の補助金事業として分析対象とするのは，次の 2 事業である。第 1 に，2008
年度「質の高い大学教育推進プログラム」（教育 GP）である。教育内容改善の取組を「教

育課程の工夫改善を主とする取組」「教育方法の工夫改善を主とする取組」「左記以外の工

夫改善を主とする取組」の 3 つに細分化しており，それぞれの取組に合うテーマを設定し

て申請を行う。大学は複数の取組に申請可能である。また，同一取組であっても，一大学

が複数テーマを設定して申請することも可能であり，申請テーマ数は大学によって大きく

異なる。選定も同様に一大学で複数取組が採択されることもある。 
 第 2 に，大学教育・学生支援推進事業【テーマ A】大学教育推進プログラムである。2009
年度および 2010 年度の 2 年間に亘って実施された。各大学における学士力の確保や教育

力向上のための取組の中から，達成目標を明確にした効果が見込まれる取組を選定する。

大学全体，学部，学科で行う取組を募集しており，2009 年度では単独大学申請のみであっ

たが，2010 年度では複数大学による共同申請も可能となっている。ただし，申請は一大学

につき一件までであり，共同申請を行った大学はそれ以外の取組に申請することはできな

大学の意識 大学の行動 審査結果 補助金交付

採択 有

不採択

無関心 未申請 未申請

申請関心

無
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い。 
 申請する取組は 2008 年 12 月 24 日に提出された中央教育審議会答申「学士課程教育の

構築に向けて」を踏まえて，入学した学生に対して「どのような能力をどの程度身につけ

させるのか」という学習成果や「三つの方針」を明確化するとともに，これに連結させて

学士課程教育の再構築，教育内容・方法の改善，全学的な教学管理体制の整備，多様な学

生に対する履修支援等を行うものとしている。 
 2012 年より後に措置された機能強化型の補助金事業として分析対象とするのは，次の 3
事業である。第 1 に，大学教育再生加速プログラム（AP）である。これは 2014 年度，2015
年度の 2 年間に亘って実施された。これまでの GP 事業等により実施された教育改革に関

する実績を踏まえた上で，教育再生実行会議の第 3 次提言，第 4 次提言等で示された新た

な方針に対して取り組む大学を支援することを目的とする。2014 年度の事業で定めている

テーマは，アクティブ・ラーニング，学修成果の可視化，入試改革・高大接続の 3 つ，2015
年度の事業ではギャップイヤーとなっている。 
 2014 年度はテーマごとに採択件数が定められており，5 パターンの申請方法がある。テ

ーマⅠ（アクティブ・ラーニング）が 8 件，テーマⅡ（学修成果の可視化）が 8 件，テー

マⅠとⅡの複合型が 16 件，テーマⅢ（入試改革）が 8 件，テーマⅢ（高大接続）が 4 件

である。2015 年度はテーマⅣ（長期学外学修プログラム：ギャップイヤー）が 12 件であ

る。なお，大学が申請可能な件数は単独，複数にかかわらず一大学一件である。 
 また，本事業では申請するために大学に課している要件が 6 件設定されている。具体的

には，①全学で定められた 3 つのポリシー（アドミッション・ポリシー，カリキュラム・

ポリシー，ディプロマ・ポリシー）が各学部で定める各方針に反映され，ホームページで

公開され，かつ各学部学科のカリキュラム編成に反映されていること，②全授業科目にお

いてシラバスが作成され，その内容に科目の到達目標，授業形態，事前・事後学習の内容，

成績評価の方法・基準が示されていること，③キャップ制の採用など全学生を対象として

単位の過剰登録を防ぐための取組が行われていること，④学部で教育を行う全専任教員の

3/4 以上が参加する FD が実施されていること，⑤GPA 制度などの客観的な評価基準を導

入し個別の学修指導に活用していること，⑥文部科学省が通知する「大学入学者選抜実施

要項」に規定する試験期日や募集人員の適切な設定を遵守していること，である。これら

の要件が申請時に達成されているか，本事業が終了する 2017 年 3 月までに達成すること

が申請要件として明記されている。また，2015 年度のテーマⅣに関しては，2014 年度に

採択された大学は申請資格を持たない。 
 第 2 に，COC（地（知）の拠点整備事業）である。2013 年度，2014 年度に実施され，

大学等が自治体等と連携し，全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を行う事業に

対して補助を行う。事業は具体的に 3 つ設定されており，第 1 に地域の課題（ニーズ）と

大学等の資源（シーズ）のマッチング等により，地域と大学等が必要と考える取組を全学
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的に実施すること，第 2 に，地域を志向した大学等であることを明確に宣言し，地域の声

を受け止める体制を整備するなど，全学的な取組であることを明確化させること，第 3 に，

大学等と自治体の対話の場の設定や自治体からの支援など，大学等と自治体が組織的・実

質的に協力すること，とされている。 
 申請に当たって大学に課されている要件は明記されていないが，自治体との連携を行う

ことが必須である旨は記載されている。また，申請は大学単位となっており，学部や研究

科単位での申請は認められていない。一大学が申請できるのは単独申請と共同申請を含め

て一件のみである。 
 第 3 に，SGU（スーパーグローバル大学創成支援）である。2014 年度に公募が出てい

る。教育再生実行会議において優先的な課題として指摘された大学改革や国際化を行い，

世界的に魅力的なトップレベルの教育研究を行う大学や，日本の国際化を牽引する大学を

重点支援することが目的である。スーパーグローバル大学創成支援には二つの事業タイプ

がある。第 1 にタイプ A（トップ型）である。これは世界ランキング 100 位以内を目指す

力のある，世界レベルの教育研究を行う大学を対象とした事業である。第 2 にタイプ B（グ

ローバル化牽引型）である。これは，これまでの実績を基に更に先導的試行に挑戦し，日

本社会のグローバル化を牽引する大学を対象とする事業である。 
 
4．補助金獲得行動の設置者別分析 

 
①機能強化補助金導入以前の補助金事業 
 機能強化補助金導入以前の補助金事業について検討する。第 1 に，質の高い大学教育推

進プログラム（教育 GP）である。図 1 は大学による質の高い大学教育推進プログラム（教

育 GP）の補助金獲得行動を図示したものである。 
 教育 GP は一大学が複数テーマに申請できるため，最低でも一つのテーマに採択されて

いれば「採択」と定義している。国立大学は約 90％が教育 GP に申請をしており，採択さ

れたのは全体の約 55％である。公立大学は半数以上が申請し，全体の約 15％が採択され

ている。私立大学では約 40％が申請し，採択されたのは全体の約 8％である。 
 教育 GP に対する国立大学の関心の高さが特徴的である。全体の約 9 割であり，公立大

学や私立大学と比較しても大きな差がある。また，採択率も国立大学が高い。私立大学の

低さは，私立大学数が多い上に，多様な目的を持った大学が多く，結果として申請割合や

採択割合が国立大学と比較しても低く抑えられているとも考えられる。 
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図 1：質の高い大学教育推進プログラム（教育 GP）の補助金獲得行動 

 
出所：『平成 20 年度質の高い大学教育推進プログラム申請状況』『平成 20 年度質の高い大

学教育推進プログラム審査結果について』より筆者作成 
 
 第 2 に，大学教育推進プログラムである。図 2 は大学による大学教育推進プログラム

（2009 および 2010 年度）の補助金獲得行動を図示したものである。2009 年では採択件

数が約 80 件，2010 年では採択件数が約 20 件と異なるため，採択割合が 2010 年度は全体

的に低くなっていることに留意が必要である。国立大学は申請割合が 2009 年度で約 80％，

2010 年度で約 70％と本事業に対して高い関心を持っていることが読み取れる。採択割合

も，2009 年には全体の約 30％，2010 年には全体の約 8％が採択されており，設置者間で

は最も高い数値となっている。公立大学は 2009 年度には約 50％が申請しており，採択は

全体の約 1 割となっている。翌年の公募では約 40％が申請し，全体の約 5％の採択となっ

ている。私立大学は 2009 年の事業に対しては約 4 割が申請しており，全体の約 8％が採

択されている。2010 年には約 20％が申請し，全体の約 2％が採択されている。 
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2008教育GP（国立） 

2008教育GP（公立） 

2008教育GP（私立） 
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図 2：大学教育推進プログラムの補助金獲得行動 

 
出所：『大学教育・学生支援推進事業 大学教育推進プログラム申請状況』（2009，2010），
『大学教育・学生支援推進事業 大学教育推進プログラム申請・選定状況一覧』（2009，
2010）より筆者作成 
 
 次に，2009 年度の当該事業に採択されていない大学が翌年度の同一公募に対してどのよ

うな行動を取ったのか検討する。図 3 は 2010 年度大学教育推進プログラムに対する大学

の行動をグラフ化したものである。「再チャレンジ」は 2009 年度に申請して不採択となっ

た大学が申請しているケース，「関心持つ」は 2009 年度には未申請の大学が 2010 年度に

新規に申請を行っているケース，「断念」は 2009 年度に申請して不採択となった大学が

2010 年度には申請しなかったケース，「無関心」は 2009 年度，2010 年度の両年度におい

て申請をしなかったケースである。 
大学教育推進プログラムは 2 年連続で公募が実施されており，公募要領によれば両年にお

いてほぼ同内容のテーマで公募を行っている。前年度に採択された大学は 2010 年度の大

学教育推進プログラムへの申請資格を喪失しているため，このグラフには含まれていない。 
この図から，国立大学は同一大学が公募に再申請を行う割合が約 60％であり，約 18％

が新たに関心を持って新規申請をしている。一方で新規申請と同程度の大学が 2010 年度

の申請を断念している。また，約 8％の大学は一貫して当該事業に対して無関心であった。

公立大学は約 30％が再申請を行っており，約 10％が新規申請を行っている。一方で約 13％
が 2010年度は申請を断念しており，約半数の公立大学は 2年連続で関心を持っていない。

私立大学は約 15％が再申請をしており，約 5％が新規申請を行っている。一方で約 20％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2009大学教育推進（国立） 

2010大学教育推進（国立） 

2009大学教育推進（公立） 

2010大学教育推進（公立） 

2009大学教育推進（私立） 

2010大学教育推進（私立） 

採択 非採択 未申請 
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が申請を断念しており，約 6 割の大学は 2 年間一貫して無関心であった。 
 2010 年度の当該事業に関心を持った大学に着目すると，全設置者において大半が前年度

の申請大学であった。公立大学や私立大学は一貫して無関心の大学の割合も高く，一部の

大学のみが継続的に関心を示していることが読み取れる。 
 
図 3：2010 年度大学教育推進プログラムに対する大学の行動 

 
出所：図 2 に同じ 
 
②機能強化を目的とした補助金事業 

次に，近年になって機能強化を目的として新設された補助金事業について検討する。 
第 1 に，大学教育再生加速プログラム（AP）について検討する。図 4 は大学による大学

教育再生加速プログラム（AP）の補助金獲得行動を図示したものである。前節で述べたよ

うに，2009 年度では 3 タイプのテーマ，2010 年度はギャップイヤーがテーマとなってい

る。そのため，2014 年度と 2015 年度では全く違う志向を持つ大学が申請を行っていると

考えられる。 
 2014 年度の AP では，国立大学は約 50％の大学が関心を示して申請をしている。採択

されたのは国立大学全体の約 13％であった。公立大学は約 30％が関心を持って申請して

おり，大学全体の約 4％が採択されている。私立大学は約 20％が関心を持って申請してお

り，大学全体の約 4％が採択されている。2015 年度の AP ではテーマがギャップイヤーに

限定されていた点や採択件数の少なさもあり，関心を持った大学が少なかった。国立大学

では，約 10％が関心を持って申請しており，全体の約 3％が採択されている。公立大学で
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は約 2％が関心を持って申請しており，約 1％が採択されている。私立大学では，約 3％が

関心を持って申請しており，全体の約 1％が採択されている。 
 
図 4：大学教育再生加速プログラム（AP）の補助金獲得行動 

 
出所：『大学教育再生加速プログラム申請状況』『大学教育再生加速プログラム選定状況』

（2014，2015 年度）より筆者作成 
 
  第 2 に，地（知）の拠点整備事業（COC）について検討する。図 5 は 2013 年度と 2014
年度の地（知）の拠点整備事業（COC）の大学による補助金獲得行動をグラフ化したもの

である。2013 年度と 2014 年度はほぼ同一テーマで公募が出ているため，この事業は 2 年

連続で公募を実施している。国立大学は 2013 年度には約 6 割の大学が関心を持って申請

していたのに対し，2014 年度には申請資格を有する国立大学の約 25％が関心を持って申

請しており，大幅な減少となっている。公立大学は地域連携を目的とした COC の趣旨で

あるためか，関心を持つ大学が多く，2013 年度には約 60％の大学が関心を持っている。

そして，2014 年度においても，申請資格を有する公立大学のうち約 45％が関心を持って

おり，2 年連続で高い関心を保っている。私立大学は 2013 年度には全体の約 30％が関心

を持っており，2014 年度には申請資格を有する私立大学のうちの約 20％の大学が関心を

持っている。他の設置者と同様に減少はしているものの，減少幅は少ない。 
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図 5：地（知）の拠点整備事業（COC）の補助金獲得行動 

 

出所：『「地（知）の拠点整備事業」申請状況』（2013，2014），『「地（知）の拠点整備事業」

申請・採択状況』（2013，2014）より筆者作成 
 
 次に，2013 年度に当該事業に採択されていない大学が 2014 年度の同一事業に対してど

のような行動を取ったのか検討する。図 6 は 2014 年度 COC 事業に対する大学の行動をグ

ラフ化したものである。国立大学と私立大学に共通な点は，大半の大学が 2014年度の COC
に関心を持っていないことである。そのうち，国立大学では全体の約半数，私立大学では

約 60％が 2 年連続で無関心であった。公立大学では約 30％が 2 年連続で無関心である。

また，2013 年度には申請したものの，翌年には断念する大学の割合も高く，国立大学では

全体の約 15％，公立大学と私立大学では全体の約 10％前後が 2014 年度の申請を断念して

いる。 
2014 年度に関心を持っている大学に着目すると，国立大学では約 30％の大学が 2 年連

続で関心を示し，約 5％の大学が新しく関心を示している。地方国立大学は地域連携が非

常に重要となってくるため，COC 事業への関心を強く示すと考えられる。公立大学で 2
年連続関心を持っていた大学は約 40％であり，約 1 割の大学が新規に関心を示す一方で，

同程度の大学が 2014 年度の再申請を断念している。多設置者と比較すると公立大学の

COC に対する関心は高いと言えよう。一方で私立大学は 2 年連続で関心を持っている大

学は約 1 割と設置者間では最も低く，新規に関心を示す大学よりも再申請を断念する大学

の方が多い。 
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図 6：2014 年度 COC 事業に対する大学の行動 

 
出所：図 5 に同じ 
 
 第 3 に，スーパーグローバル大学創成支援（SGU）について検討する。図 7 はスーパー

グローバル大学創成支援（SGU）のタイプ A（トップ型）およびタイプ B（グローバル化

牽引型）に関する大学の補助金獲得行動をグラフ化したものである。タイプ A は「トップ

型」として募集していたため，設置者に関係なく関心を持った大学の割合は少ない。その

中では国立大学の関心が最も高く，約 17％がタイプ A に申請している。採択された国立

大学は全体の 13％前後となる。公立大学は 1 校，私立大学は 2 校が関心を持っていた。私

立大学は 2 校ともに採択された。一方，タイプ B は「グローバル化牽引型」として募集し

ていたため，タイプ A と比較すると多くの大学が関心を示している。特に国立大学の関心

の強さが表れており，約半数の大学が申請し，国立大学全体の約 1 割が採択されている。

公立大学は約 13％が関心を示し，約 2％が採択されている。私立大学は約 5％が関心を示

し，約 2％が採択されている。 
 SGU では，公立大学と私立大学の無関心の割合が特に高く，当該事業に強い関心を示し

たのは主として国立大学であったことが読み取れる。 
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図 7：スーパーグローバル大学創成支援（SGU）の補助金獲得行動 

 

出所：『平成 26 年度 スーパーグローバル大学事業「スーパーグローバル大学創成支援」

申請状況』『平成 26 年度 スーパーグローバル大学事業「スーパーグローバル大学創成支

援」申請・採択状況一覧』より筆者作成 
 
4．考察と課題 

 
本稿では，機能強化補助金導入前後における文部科学省による補助金事業に対する大学

の行動を，大学の関心と無関心という観点から分析を行った。機能強化補助金導入以前の

教育 GP および大学教育推進プログラムでは，大学全体の関心を示す割合が高く，特に国

立大学の関心の高さが際だって高いことが示されている。公立大学と私立大学の関心は相

対的には低いものの，設置者の 20％以上が補助金に申請をしている。一方で，機能強化補

助金導入以降では，全体として事業ごとの申請大学数が減少していることから，事業によ

って大学の関心がばらついていることが推測される。事業目的が地域，教育，グローバル

化等細分化されており，さらに事業ごとの採択大学数も教育 GP 等と比較すると大幅に減

少しているため，大学は申請すべき事業をあらかじめ選定し，必要ではない事業に関して

は申請しなくなっているとも考えられる。例えば，COC に対する公立大学の関心の推移か

ら 2 年連続で申請する大学の割合が設置者間で最も高いなど強い関心を継続的に示す大学

が多いことが読み取れるが，AP や SGU などに対しては未申請の割合が非常に高い。 
機能強化型の補助金事業の導入によって，大学側はどの補助金事業に申請するかという

判断を迫られることになり，それが結果として大学による機能の選択をもたらしていると

も言える。しかし，機能強化型補助金の獲得には文部科学省等による選考を経なければな
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らない。大学側が自ら選択した機能であっても，それを「不採択」という結果によって否

定されてしまう側面も持っている。COC のように複数年連続で実施される補助金事業にお

いて，2 年目で申請を断念する大学が一定割合存在するが，それらの大学は別の形で機能

を選択しなければならない。 
具体的にどのような大学が 2 年目の申請を断念しているのかを分析にすることによって，

機能強化型補助金がもたらした大学構造の変容の一部分を明らかにすることができると考

えられるが，これについては今後の課題としたい。 
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【注】 

 
1 なお，これらの補助金事業は大学以外にも短期大学や高等専門学校等複数の高等教育機

関が対象となっているが，本稿では大学のみを分析対象とする。 
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2033 年までの大学・学部の廃止数の予測 

―大学入学者数の予測値と学部偏差値を用いて― 
 

 大 膳  司  

 

１．はじめに 

 

日本政府が様々な少子化対策を展開しているにもかかわらず１）、出生数は減少し続けて

いる２）。 

なお、2014（平成 26）年の出生数は、100 万 3,539 人と前年の 102 万 9,816 人より 1 万

6,377 人減少した。2015 年の推計出生数は 100 万 8 千人と 5 年ぶりに微増した。 

1975 年以降の出生数の継続的減少は、彼らが大学を受験する 18 年後の 1993 年以降の 18

歳人口の減少へとつながったことは多くの高等教育関係者には周知の事実である。その結

果、私立大学において、学部が定員割れし、ひいては学生募集停止や大学経営の断念にま

で至っている３）。 

中央教育審議会大学分科会大学規模・大学経営部会では、我が国の人口構造・産業構造・

社会構造等が大きく変わる中で，大学の量的規模や経営の在り方について審議を行い、私

立大学が健全に発展していくために早急に取り組むべき施策が，『私立大学の健全な発展に

向けた方策の充実について（論点整理）』として、2010 年 5 月に報告された４）。 

その中で、私立大学の経営基盤充実や学校法人による自主的・自律的な経営改善などが

指摘されており、その私立大学法人にとって、大学入学者数が今後どのように変化するの

かは基本的な重要情報である。 

かつて筆者は、2004 年、図１の大学入学者数の予測モデルを使って、2005 年後から 2022

年度までの都道府県別大学入学者数(予測値)を予測した５）。 

本研究では、2004 年に設定した大学入学者予測モデルを使って、2014 年度に出生した

100 万 3,539 人の子どもが大学に進学する年齢に達する 2033 年度までの都道府県別・性別

大学入学者数を予測し、2015 年度の大学学生定員数と比較して、どの程度の定員割れ状況

になるかを推測してみる。さらに、2015 年度の学部別偏差値に基づいて６）、2015 年度の大

学学生定員数が 2033 年まで変更されないと仮定して、偏差値の低い順に学生が集まらない

と仮定した場合、どの大学の学部が廃止される（学生数が 0 となる）可能性があるかを明

らかにし、大学の経営・運営を考える資料としたい。 
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予測値 実測値 予測値－実測値

都道府県 2005年 2010年 2015年 2005年 2010年 2015年 2005年 2010年 2015年

全国計 633,952 556,923 549,726 603,843 619,119 617,509 30,109 -62,196 -67,783

北海道 20,210 17,086 16,065 19,769 19,366 18,807 441 -2,280 -2,742

青 森 4,057 3,396 3,199 3,539 3,312 3,248 518 84 -49
岩 手 2,946 2,510 2,341 2,474 2,649 2,549 472 -139 -208
宮 城 12,130 10,376 9,884 11,719 12,236 11,562 411 -1,860 -1,678
秋 田 2,161 1,817 1,709 1,995 2,002 2,079 166 -185 -370
山 形 3,063 2,627 2,498 2,636 2,670 2,727 427 -43 -229
福 島 4,607 3,981 3,809 3,938 3,541 3,274 669 440 535
茨 城 8,127 7,160 7,036 7,462 7,403 7,368 665 -243 -332
栃 木 5,596 4,934 4,807 5,223 4,870 4,752 373 64 55
群 馬 5,217 4,668 4,612 5,595 6,870 6,591 -378 -2,202 -1,979
埼 玉 38,609 34,991 34,843 34,370 33,609 31,391 4,239 1,382 3,452
千 葉 29,518 26,433 26,259 29,193 26,969 25,776 325 -536 483
東 京 125,622 111,714 110,027 130,152 141,881 148,661 -4,530 -30,167 -38,634
神奈川 53,098 47,736 47,257 49,486 53,505 48,600 3,612 -5,769 -1,343
新 潟 5,671 4,866 4,683 5,325 5,735 6,085 346 -869 -1,402
富 山 2,752 2,391 2,394 2,253 2,434 2,378 499 -43 16
石 川 6,897 5,999 5,990 5,819 5,824 5,892 1,078 175 98
福 井 2,683 2,358 2,339 2,214 2,120 2,210 469 238 129
山 梨 4,788 4,303 4,246 4,430 4,351 4,309 358 -48 -63
長 野 3,668 3,244 3,229 3,380 3,299 3,461 288 -55 -232
岐 阜 5,826 5,199 5,267 4,005 4,715 4,577 1,821 484 690
静 岡 8,418 7,458 7,308 8,330 7,891 8,113 88 -433 -805
愛 知 41,103 36,948 37,580 41,055 41,693 42,091 48 -4,745 -4,511
三 重 4,499 4,008 4,040 3,303 3,191 3,246 1,196 817 794
滋 賀 7,224 6,302 6,340 7,646 7,828 7,339 -422 -1,526 -999
京 都 33,153 28,796 28,911 32,550 32,968 33,744 603 -4,172 -4,833
大 阪 51,533 45,057 45,332 49,171 49,960 52,207 2,362 -4,903 -6,875
兵 庫 27,087 23,761 23,723 26,195 27,485 27,048 892 -3,724 -3,325
奈 良 6,963 6,095 6,143 5,543 5,268 5,121 1,420 827 1,022
和歌山 2,006 1,743 1,740 1,645 1,602 1,606 361 141 134
鳥 取 1,767 1,516 1,456 1,462 1,345 1,553 305 171 -97
島 根 1,820 1,548 1,484 1,420 1,455 1,520 400 93 -36
岡 山 9,741 8,325 8,240 8,732 8,892 8,976 1,009 -567 -736
広 島 14,226 12,208 11,937 13,079 13,138 13,241 1,147 -930 -1,304
山 口 5,014 4,244 4,110 4,027 4,171 4,495 987 73 -385
徳 島 3,253 2,758 2,674 3,099 2,726 2,655 154 32 19
香 川 3,067 2,591 2,542 2,340 2,084 2,098 727 507 444
愛 媛 3,979 3,354 3,228 3,641 3,570 3,637 338 -216 -409
高 知 2,250 1,905 1,859 1,850 1,901 2,055 400 4 -196
福 岡 29,597 25,045 24,244 26,712 26,599 25,688 2,885 -1,554 -1,444
佐 賀 1,989 1,671 1,598 1,770 1,759 1,780 219 -88 -182
長 崎 4,302 3,612 3,397 4,254 3,952 3,772 48 -340 -375
熊 本 7,533 6,359 6,069 6,755 6,478 6,066 778 -119 3
大 分 3,402 2,896 2,799 3,187 3,041 2,876 215 -145 -77
宮 崎 2,987 2,517 2,431 2,509 2,387 2,480 478 130 -49
鹿児島 5,018 4,307 4,060 4,120 3,938 3,569 898 369 491
沖 縄 4,776 4,113 3,988 4,471 4,436 4,236 305 -323 -248

２．大学入学者数の予測モデルの有効性 

 

 2004 年に設定した予測モデルがどの程度有効なのかを確かめるため、2004 年に予測した

2005年、2010年、2015年の大学入学者数とその年の実際の大学入学者数を比較した(表１)。 

 

表１ 予測値と実測値の乖離 
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 以下では、全国計のみ比較してみる。2005 年について、予測値が実測値よりも 30,109

人多くなっていたが、2010 年については、逆に 62,196 人実測値が予測値よりも多くなっ

ていた。2015 年には 67,783 人実測値が予測値よりも多くなっていた。 

このように、実測値が予測値よりもますます多くなった理由は、この間の(a)から(c-1)

までの固定値が、想定した値よりも大きくなっていたことが要因である。 

例えば、「(a)出生数からみた高校卒業率」の最大値を男性について 84.8%と想定したが、

実際には 87.0%まで上昇していた。女性については、90.9％でほぼ想定の通りであった。 

「(b-0)現役・大学志願率」の最大値については、男性について 55.9％として想定して

いたが、実際には 61.7％にまで上昇していた。女性については、38.0％で想定したものの、

実際には 50.2％にまで上昇していた(表２)。 

 「(c-0)現役大学合格率」の最大値については、男性について 74.6％として想定したも

のの、実際には 85.2％にまで高くなった。女性については、81.5％で想定したものの、実

際には 90.9％にまで高くなっていた(表３)。 

「(b-1)一浪大学志願率」の最大値については、男性について 81.6％として予測値を設

定していたが、実際には 95.3％にまで上昇していた。女性については、71.6％で予測値を

設定していたものの、実際には 76.1％にまで上昇した。 

「(c-1)大学浪人合格率」の最大値については、男性について 49.3％として予測値を設

定したものの、実際には 55.87％にまで高くなった。なお、女性については、23.0％で予

測値を設定し、実際にも 24.1％とそれほど変化がなかった。 

 なお、「(b-2)二浪以上大学志願率」の最大値については、男性について 27.1％として予

測値を設定し、実際にも 28.0％とあまり変化がなかった。女性についても、22.7％と予測

値を設定し、実際にも 23.4％とあまり違いがなかった。 

 以上、特に、「(b-0)現役・大学志願率」と「(c-0)現役大学合格率」の固定値が、想定値

よりも実際に高くなっていたことが、予測値に比べて実測値が大きくなった要因であると

思われる。すなわち、各都道府県の教育委員会側では、出生数の減少に伴う高校進学者数

や卒業者数の減少を高校進学促進や高校中退対策などによって極力押さえようとしたり、

大学側でも、高校卒業者数（18 歳人口）の減少による定員割れを緩和するために、AO 入試

や推薦入試を導入して受験比率を上昇させたり、受験生の合格率を上げることによって進

学需要を喚起するなど、様々に経営努力してきたことがわかる７）。 

 とはいえ、どの固定値についても、その最大値は、2012 年頃に示されており、今後、こ

れ以上の固定値の上昇は現実的ではないと予測される。その意味では、2015 年までに示さ

れた各固定値の最大値を使用して予測した大学入学者数は、最大の大学入学者数ではない

かと思われる。 
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３．大学入学者数の予測 

 

3.1. 固定変数の予測 

 

 図１に示された固定値として、「(a)出生数からみた高校卒業率」「(b-0)現役大学志

願率」「(b-1)一浪大学志願率」「(b-2)二浪以上大学志願率」「(c-0)現役大学合格率」

「(c-1)浪人大学合格率」「(d)出身県*大学所在地マトリクス」が想定されている。これ

らの固定値を想定することによって、本研究が目的としている「(7)大学所在都道府県別

大学入学者数」の予測が可能となる。順番に、この固定変数を求めていこう。 

 

(a)出生数からみた高校卒業率 

それでは「(a)出生数からみた高校卒業率」から順に説明しよう。t 年度の「出生数か

らみた高校卒業率」は、t 年度の新規高校卒業者数を、19 年前の出生数で割った値に 100

を掛けた値である。 

本研究では、厚生省大臣官房統計情報部編『人口動態統計』において、性別・都道府県

別に出生数が入手可能な 1979 年以降を分析対象にした ８）。その結果、出生数からみた高

校卒業率は、1998 年 3 月卒業以降のデータを用いて決定することになる。 

 表４-1 は 1998 年から 2015 年にかけての男性の「(a)出生数からみた高校卒業率」の平

均値、最大値、最小値を示したものである。 

 全国計をみると、1998年から2015年の「出生数からみた高校卒業率」の平均値は85.4％、

最大値は 87.0％（1998 年）、最小値は 83.5%（1999 年）であった。この差は 3.5％のみで、

出生数からみた高校卒業率は年度別でほぼ安定しているようにみえるが、これを都道府県

別にみると、平均値は山梨県の 102.8％から、神奈川県の 76.3％までその差は大きい

（26.5％）。最大値についても、山梨県の 108.3％から、神奈川県の 78.7％までその差は大

きい（29.6％）９）。 

 なお、女性の出生数からみた高校卒業率についても同様に求めた（男性の右に示した）。 

 このように、都道府県別でみると「出生数からみた高校卒業率」にかなりの差があり、

一部の都道府県においては年度別にみると 7.1％の差が確認された。2016 年以降の大学入

学者数の予測に際して、新規高校卒業者率をある特定な値（例えば平均値）のみを用いて

予測するのは危険であると思われる。そこで、本研究では、各都道府県別に、1998 年から

2015 年にかけての出生数からみた高校卒業率の最大値を使って予測した。 

 

(b-0) 現役大学志願率 

 続いて、「(b-0)現役大学志願率」を検討しよう。t年の現役大学志願率は、t年の現役大

学志願者数を、t 年の新規高校卒業者数で割って 100 を掛けた値である。 
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男性 女性
平均値 最大値 最小値 平均値 最大値 最小値

全国計 85.4% 87.0% 83.5% 89.3% 90.9% 88.0%

北海道 84.3% 87.0% 81.1% 87.0% 89.5% 84.6%

青森 87.1% 91.3% 82.7% 90.0% 93.4% 87.5%
岩手 89.8% 93.4% 85.9% 92.2% 94.4% 90.1%
宮城 87.9% 90.7% 86.3% 92.5% 94.9% 89.4%
秋田 88.2% 91.4% 83.9% 91.5% 93.7% 89.4%
山形 89.8% 93.1% 85.2% 92.9% 94.8% 91.0%
福島 86.3% 88.5% 82.1% 89.8% 92.4% 84.5%
茨城 90.9% 93.8% 87.0% 93.9% 101.0% 89.5%
栃木 95.0% 98.8% 90.9% 95.7% 102.2% 91.5%
群馬 85.8% 88.1% 83.9% 89.5% 93.0% 86.9%
埼玉 87.0% 91.1% 81.3% 85.7% 89.9% 81.2%
千葉 86.1% 88.1% 84.8% 89.0% 91.8% 86.4%
東京 86.1% 97.5% 77.8% 95.2% 108.3% 87.1%

神奈川 76.3% 78.7% 72.5% 79.0% 82.3% 75.7%
新潟 87.3% 90.8% 84.0% 90.8% 92.7% 87.8%
富山 88.9% 91.6% 87.3% 93.1% 96.5% 90.4%
石川 88.0% 91.4% 83.9% 91.4% 94.0% 89.5%
福井 88.0% 90.7% 85.8% 91.9% 95.6% 88.2%
山梨 102.8% 108.3% 98.0% 97.9% 102.0% 93.0%
長野 88.6% 91.0% 86.9% 92.3% 95.7% 90.3%
岐阜 89.8% 92.0% 87.0% 94.1% 99.3% 91.4%
静岡 87.6% 89.4% 85.1% 90.5% 92.7% 88.3%

愛知 80.6% 83.7% 77.3% 85.4% 88.6% 83.3%
三重 91.6% 94.3% 87.5% 95.5% 100.4% 91.4%
滋賀 90.9% 92.5% 88.4% 94.0% 100.6% 89.5%
京都 88.5% 93.4% 84.5% 96.1% 100.8% 92.3%
大阪 77.2% 81.2% 75.1% 79.7% 85.4% 76.3%
兵庫 81.7% 85.3% 77.4% 90.1% 93.0% 87.5%
奈良 90.0% 94.2% 85.7% 94.1% 104.1% 88.9%

和歌山 91.4% 95.8% 85.9% 94.0% 98.0% 91.4%
鳥取 86.6% 90.6% 82.4% 91.9% 94.8% 87.8%
島根 89.8% 93.2% 86.3% 92.4% 99.5% 90.3%
岡山 91.8% 94.9% 89.3% 94.7% 99.0% 92.5%
広島 82.4% 84.3% 80.8% 86.5% 89.3% 84.8%
山口 83.4% 85.7% 80.0% 88.5% 93.9% 86.1%
徳島 87.5% 91.7% 83.5% 92.0% 95.3% 88.9%
香川 86.8% 89.2% 83.7% 91.5% 95.5% 88.5%
愛媛 85.9% 89.8% 82.0% 88.1% 93.9% 83.5%
高知 86.4% 92.9% 77.0% 91.2% 99.5% 87.2%
福岡 85.6% 86.9% 84.5% 90.1% 91.8% 87.8%
佐賀 92.6% 96.4% 90.4% 94.0% 96.7% 91.9%
長崎 86.2% 90.1% 83.9% 89.5% 91.8% 86.3%
熊本 87.3% 90.0% 85.2% 90.2% 92.9% 87.8%
大分 92.1% 95.4% 89.4% 95.8% 100.1% 92.8%
宮崎 88.2% 92.5% 82.5% 91.1% 92.8% 86.5%

鹿児島 89.0% 93.3% 86.2% 94.7% 97.5% 92.1%

沖縄 82.7% 86.0% 77.6% 89.1% 92.5% 86.4%

　注)「出生数からみた高校卒業率t」=「新規高校卒業者数t」／「出生数t-19」*100
　　　　t=年度

男性 女性
平均値 最大値 最小値 平均値 最大値 最小値

全国計 57.0% 61.7% 51.2% 42.1% 50.2% 30.1%

北海道 45.7% 50.8% 38.1% 29.1% 34.9% 20.2%

青森 37.8% 42.3% 31.2% 29.9% 35.0% 21.7%
岩手 38.4% 42.5% 35.4% 30.1% 36.1% 24.9%
宮城 48.8% 55.4% 40.3% 37.3% 47.0% 25.5%
秋田 40.5% 46.1% 32.6% 31.6% 38.7% 23.1%
山形 42.5% 47.1% 35.5% 33.8% 40.5% 24.4%
福島 42.0% 46.6% 37.3% 30.9% 37.7% 22.5%
茨城 54.2% 59.2% 46.9% 41.5% 49.4% 30.8%
栃木 53.1% 58.3% 46.3% 40.0% 48.8% 27.0%
群馬 54.7% 60.9% 46.3% 39.4% 48.2% 26.1%
埼玉 62.3% 69.0% 54.0% 42.7% 52.0% 28.6%
千葉 63.0% 69.5% 56.0% 43.6% 52.5% 31.0%
東京 72.2% 77.7% 64.1% 60.3% 70.5% 44.1%

神奈川 67.1% 72.9% 60.8% 48.7% 57.7% 35.4%
新潟 48.4% 55.4% 39.3% 34.0% 43.0% 22.8%
富山 53.5% 57.3% 47.3% 41.5% 48.7% 34.5%
石川 56.4% 60.8% 53.0% 39.1% 48.8% 32.1%
福井 56.7% 61.1% 53.9% 38.9% 45.2% 31.5%
山梨 57.7% 63.9% 51.3% 41.4% 49.2% 30.9%
長野 50.7% 56.4% 42.3% 35.6% 43.5% 25.1%
岐阜 54.2% 59.9% 45.6% 38.1% 45.4% 28.7%
静岡 56.5% 61.5% 50.3% 40.2% 47.5% 29.4%

愛知 64.1% 67.4% 60.4% 46.9% 54.6% 35.0%
三重 54.3% 56.3% 50.6% 39.8% 46.6% 32.9%
滋賀 58.8% 64.8% 53.1% 40.1% 49.0% 29.8%
京都 68.2% 74.4% 58.2% 52.8% 62.1% 40.4%
大阪 65.3% 69.8% 59.6% 44.7% 53.7% 32.4%
兵庫 64.9% 67.8% 61.2% 49.3% 58.2% 39.0%
奈良 67.4% 71.7% 60.7% 46.8% 56.0% 36.5%

和歌山 52.6% 56.8% 46.7% 38.3% 43.3% 31.0%
鳥取 45.3% 51.7% 37.6% 34.4% 39.2% 25.3%
島根 47.3% 52.4% 42.6% 34.9% 40.9% 28.4%
岡山 52.0% 55.6% 48.3% 42.4% 47.8% 36.1%
広島 64.7% 69.5% 58.2% 48.5% 57.1% 36.8%
山口 46.3% 48.3% 44.1% 34.4% 39.7% 27.1%
徳島 50.4% 54.5% 45.6% 44.0% 53.2% 36.1%
香川 57.3% 62.8% 50.5% 44.2% 50.8% 37.1%
愛媛 51.8% 54.1% 48.5% 40.8% 45.1% 33.9%
高知 44.2% 48.6% 38.2% 37.5% 44.4% 28.7%
福岡 56.9% 61.5% 53.1% 42.2% 48.4% 32.8%
佐賀 44.4% 48.0% 42.1% 33.9% 39.0% 25.9%
長崎 44.3% 46.1% 41.9% 34.3% 39.9% 25.0%
熊本 44.4% 47.9% 40.4% 36.2% 44.4% 28.3%
大分 43.6% 46.7% 41.0% 31.9% 36.8% 23.6%
宮崎 41.9% 46.6% 37.9% 31.8% 37.7% 24.2%

鹿児島 42.0% 44.5% 40.1% 26.0% 31.2% 19.5%

沖縄 41.4% 46.0% 36.8% 35.1% 40.8% 28.5%

注)「現役大学志願率t」＝「現役大学志願者数ｔ」／「新規高校卒業者数ｔ」*100

 表４-2 は男性と女性の「現役大学志願率」の平均値、最大値、最小値の結果である。 

全国計をみると、平均値は 57.0％、最大値と最小値の差は 10.5％であった。都道府県別

にみると、平均値は東京都の 72.2％から、青森県の 37.8％までその差は 24.4％もあった。

最大値と最小値の差は、最大で長野県の 8.9％、最小は愛媛県の 1.3％となっていた。 

続いて、女性の現役大学志願率を求めた（男性の右に示した）。 

 出生数からみた高校卒業者率と同様、現役大学志願率も、男性、女性それぞれにおいて、

年度別・都道府県別で大小があり、2016 年以降の男性・女性の大学入学者数の予測に際し

て、「(b-0)現役大学志願率」も最大値を使って予測することにした。 

 

表４-1 「(a)出生数からみた高校卒業率」 表４-2 「(b-0) 現役大学志願率」 

の平均値・最大値・最小値(男・女別)   の平均値・最大値・最小値(男・女別) 
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男 女
平均値 最大値 最小値 平均値 最大値 最小値

全国計 77.9% 85.2% 62.7% 85.0% 90.9% 75.6%

北海道 78.3% 84.3% 63.6% 79.4% 87.3% 69.9%

青森 86.7% 91.9% 75.6% 86.1% 93.2% 78.1%
岩手 83.1% 90.9% 67.9% 85.1% 97.7% 72.6%
宮城 77.0% 88.0% 59.3% 83.2% 92.6% 68.6%
秋田 83.4% 89.0% 75.1% 85.4% 97.9% 77.2%
山形 85.1% 90.5% 72.2% 85.9% 95.7% 76.8%
福島 82.0% 90.0% 64.6% 85.5% 92.4% 73.5%
茨城 79.4% 86.6% 61.9% 85.6% 93.7% 74.7%
栃木 85.5% 92.3% 72.3% 89.3% 94.5% 79.3%
群馬 80.6% 87.0% 66.6% 86.5% 92.5% 77.4%
埼玉 72.9% 85.4% 47.1% 83.9% 92.5% 69.5%
千葉 70.6% 82.8% 46.8% 80.2% 88.6% 66.3%
東京 71.8% 81.7% 54.4% 83.2% 90.8% 71.5%

神奈川 73.9% 87.1% 49.7% 83.2% 91.5% 68.6%
新潟 79.5% 88.0% 63.6% 83.4% 90.9% 72.1%
富山 85.0% 91.4% 79.4% 85.0% 90.5% 79.3%
石川 86.3% 90.1% 79.0% 86.6% 91.6% 80.8%
福井 85.8% 91.7% 77.0% 88.9% 95.1% 81.9%
山梨 86.3% 92.6% 73.4% 88.3% 94.4% 77.9%
長野 74.6% 81.9% 56.6% 80.7% 88.6% 67.0%
岐阜 88.8% 93.7% 83.1% 92.2% 96.4% 87.2%
静岡 85.0% 89.2% 73.3% 89.7% 93.7% 83.1%

愛知 82.1% 89.3% 71.4% 88.5% 93.9% 81.2%
三重 83.9% 89.0% 74.8% 90.5% 99.3% 81.6%
滋賀 81.6% 90.2% 63.4% 87.6% 94.9% 78.5%
京都 78.2% 89.8% 60.6% 87.1% 92.4% 76.6%
大阪 73.5% 85.1% 54.2% 83.4% 89.3% 74.8%
兵庫 78.8% 86.6% 64.8% 88.2% 92.6% 83.1%
奈良 75.0% 79.3% 62.5% 84.4% 90.4% 78.2%

和歌山 80.8% 87.6% 67.8% 87.6% 91.5% 83.8%
鳥取 69.6% 77.5% 56.3% 76.0% 82.8% 66.6%
島根 82.0% 85.9% 76.0% 84.6% 94.1% 78.5%
岡山 84.5% 91.1% 73.8% 89.9% 93.9% 84.7%
広島 82.0% 87.3% 71.7% 88.2% 92.6% 82.1%
山口 77.4% 83.6% 69.4% 84.3% 89.6% 77.9%
徳島 86.4% 88.8% 82.0% 90.9% 94.6% 87.2%
香川 75.0% 82.7% 68.3% 81.4% 87.0% 77.3%
愛媛 87.2% 91.4% 81.6% 91.9% 94.5% 88.8%
高知 77.2% 83.2% 66.3% 82.8% 88.5% 76.7%
福岡 76.9% 82.7% 67.8% 83.4% 89.0% 74.9%
佐賀 79.1% 85.0% 71.6% 84.6% 89.5% 78.3%
長崎 80.5% 86.9% 71.0% 84.9% 93.0% 73.8%
熊本 77.3% 84.6% 70.2% 81.8% 89.2% 74.0%
大分 86.4% 91.5% 79.6% 88.5% 94.4% 82.9%
宮崎 81.5% 90.2% 74.3% 83.0% 91.9% 70.7%

鹿児島 76.5% 81.2% 67.3% 82.6% 89.8% 76.0%

沖縄 70.2% 79.8% 44.0% 73.3% 81.2% 53.2%

注)「現役大学合格率t」=「現役大学進学者数t」／「現役大学志願者数t」*100

男 女
平均値 最大値 最小値 平均値 最大値 最小値

全国計 83.4% 95.3% 77.9% 69.8% 76.1% 63.6%

北海道 81.9% 111.8% 71.0% 67.7% 86.9% 57.8%

青森 79.7% 130.3% 57.9% 54.9% 95.8% 41.6%
岩手 68.4% 117.2% 43.8% 59.5% 318.4% 20.1%
宮城 84.6% 98.4% 64.5% 72.8% 105.9% 56.7%
秋田 68.5% 94.3% 50.0% 68.1% 251.4% 34.5%
山形 84.3% 141.1% 60.5% 71.6% 221.5% 29.4%
福島 80.2% 114.3% 65.4% 64.3% 140.4% 45.4%
茨城 84.8% 109.4% 72.3% 74.9% 109.6% 60.6%
栃木 78.2% 113.0% 62.6% 60.3% 97.0% 43.4%
群馬 82.9% 106.1% 68.3% 73.5% 91.8% 57.1%
埼玉 73.2% 81.0% 64.4% 60.1% 68.3% 44.7%
千葉 77.6% 87.3% 67.8% 66.0% 80.6% 46.4%
東京 90.6% 97.5% 83.6% 82.7% 95.4% 72.8%

神奈川 84.7% 109.1% 71.9% 72.6% 86.2% 53.8%
新潟 72.2% 83.5% 58.6% 59.8% 79.8% 45.2%
富山 91.6% 150.9% 71.2% 59.6% 85.2% 40.9%
石川 95.1% 122.4% 70.1% 67.9% 90.7% 48.7%
福井 91.3% 214.2% 66.8% 69.5% 179.5% 48.9%
山梨 80.5% 106.6% 63.5% 59.3% 101.4% 16.3%
長野 90.0% 100.3% 78.5% 78.0% 88.9% 66.0%
岐阜 93.8% 112.7% 75.9% 69.8% 100.9% 44.2%
静岡 77.5% 87.9% 67.8% 62.9% 71.7% 55.7%

愛知 88.8% 117.1% 76.8% 70.0% 87.6% 56.8%
三重 87.3% 103.6% 71.2% 110.9% 733.3% 50.3%
滋賀 84.1% 113.5% 74.6% 66.8% 80.8% 48.8%
京都 93.7% 138.0% 78.7% 72.6% 86.5% 59.0%
大阪 85.6% 103.9% 79.3% 73.3% 83.7% 57.9%
兵庫 89.4% 128.8% 75.0% 71.0% 91.9% 57.6%
奈良 92.8% 107.1% 82.5% 81.4% 109.1% 66.0%

和歌山 76.4% 94.1% 64.5% 63.8% 79.5% 41.3%
鳥取 91.4% 99.8% 83.6% 77.0% 94.3% 58.7%
島根 75.5% 99.6% 47.5% 56.5% 113.9% 42.9%
岡山 89.0% 122.9% 72.0% 78.9% 122.4% 62.6%
広島 73.3% 86.9% 59.9% 58.4% 74.5% 46.2%
山口 89.6% 99.2% 80.1% 72.1% 80.7% 62.5%
徳島 87.8% 100.0% 78.6% 73.1% 90.6% 53.3%
香川 81.8% 117.0% 66.5% 75.5% 89.8% 53.0%
愛媛 88.4% 143.7% 70.8% 64.0% 128.6% 44.9%
高知 82.1% 93.6% 78.1% 69.6% 81.2% 61.8%
福岡 77.9% 86.4% 70.9% 67.7% 132.1% 54.3%
佐賀 86.6% 112.2% 76.9% 68.2% 107.1% 50.4%
長崎 70.4% 84.4% 49.7% 48.1% 67.8% 33.1%
熊本 82.2% 100.4% 75.0% 69.7% 95.7% 59.3%
大分 87.5% 134.0% 67.7% 64.6% 134.7% 33.8%
宮崎 75.4% 122.6% 49.8% 57.5% 89.8% 39.2%

鹿児島 78.3% 92.0% 67.1% 58.9% 74.2% 48.0%

沖縄 76.7% 91.7% 52.4% 73.5% 113.6% 51.2%
注)「(b-1)一浪大学志願率t」=「一浪大学志願者数t」／「前年度大学不合格者数t-1」*100

(c-0)現役大学合格率 

続いて、「(c-0)現役大学合格率」を検討しよう。t年の「現役大学合格率」は、t 年の「現

役大学進学者数」を、t年の「現役大学志願者数」で割って 100 を掛けた値である。 

表４-3 に、1998 年から 2015 年にかけての男性、女性の「現役大学合格率」の平均値、

最大値、最小値を示した。 

 

表４-3 「(c-0) 現役大学合格率」の  表４-4 「(b-1)一浪大学志願率」の 

平均値・最大値・最小値(男・女別)   平均値・最大値・最小値(男・女別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性について全国計の平均値は 77.9％、最大値と最小値の差は 22.5％もあった。都道府

県別にみても、平均値は愛媛県の 87.2％から、沖縄県の 70.2％までその差は 27.0％もあ
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り、最大値と最小値の差は、最大で埼玉県の 38.3％、最小は徳島県の 6.8％となっていた。

続いて、女性の現役大学合格率を求めた（男性の右に示した）。 

 現役大学合格率は、男性、女性それぞれにおいて、年度別・都道府県別で大小があり、

「(c-0)現役大学合格率」の最大値を使って大学入学者数を予測した。 

 

(b-1)一浪大学志願率 

続いて、「(b-1)一浪大学志願率」を検討しよう。t年の「一浪大学志願率」は、t 年の「一

浪大学志願者数」を t-1 年の「前年度大学不合格者数」で割って 100 を掛けた値である。 

 表４-4 に、1998 年から 2015 年にかけての男性の「一浪大学志願率」の平均値、最大値、

最小値を示した。全国計をみると、男性において、平均値は 83.44％、最大値と最小値の

差は 17.4％であった。都道府県別にみると、平均値は福井県の 147.7％から、岩手県も

68.4％までその差は 26.7％もあり、最大値と最小値の差は、最大で石川県の 49.9％、最小

は東京都の 13.9％となっていた。 

続いて、女性の一浪大学志願率を求めた（男性の右に示した）。 

 一浪大学志願率は、男性、女性それぞれにおいて、年度別・都道府県別で大小があり、

「(b-1)一浪大学志願率」の最大値を使って大学入学者数を予測した。 

 
   

 (b-2)大学二浪以上志願率 
 続いて、「(b-2)大学二浪以上志願率」を検討しよう。ｔ年の「大学二浪以上志願率」は、

t 年の「大学二浪以上志願者数」を t年の「一浪大学志願者数」で割った値である。 

 表４-5 に、1998 年から 2015 年にかけての男性の「大学二浪以上者志願率」の平均値、

最大値、最小値を示した。全国計でみると、平均値は 25.4％、最大値と最小値の差は 5.4％
で安定しているようではあるが、都道府県別にみると、平均値は沖縄県の 50.7％から、長

野県の 9.8％までその差は 40.9%もあり、最大値と最小値の差は、最大で福井県の 64.7％、

最小は埼玉県の 8.5％となっていた。 
続いて、女性の一浪大学志願率を求めた（男性の右に示した）。 

 大学二浪以上志願率は、男性、女性それぞれにおいて、年度別・都道府県別で大小があ

り、「(b-2)大学二浪以上志願率」の最大値を使って大学入学者数を予測した。 
 

(c-1) 浪人大学合格率 
 続いて、「(c-1)浪人大学合格率」を検討しよう。t 年の「浪人大学合格率」は、t 年の「浪

人大学進学者数」を、t 年の「浪人大学志願者数」で割って 100 を掛けた値である。 
表４-6 に性別の「浪人大学合格率」の平均値、最大値、最小値を示した。男性の全国計

をみると、平均値は 104.8％、最大値と最小値の差は 42.7％である。都道府県別にみても、
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男 女
平均値 最大値 最小値 平均値 最大値 最小値

全国計 25.4% 28.0% 22.6% 21.2% 23.4% 19.5%

北海道 32.3% 46.0% 21.2% 28.2% 44.6% 9.6%

青森 31.8% 50.8% 17.1% 23.9% 42.1% 12.6%
岩手 22.2% 43.2% 10.5% 18.0% 49.6% 4.9%
宮城 32.2% 46.2% 20.0% 23.2% 41.1% 17.1%
秋田 29.9% 78.3% 15.5% 26.7% 105.0% 8.1%
山形 34.4% 62.0% 19.6% 31.3% 111.7% 12.2%
福島 26.3% 55.1% 9.9% 19.1% 90.5% 6.5%
茨城 21.0% 28.2% 15.3% 16.0% 20.6% 10.8%
栃木 26.8% 39.3% 17.1% 21.2% 39.2% 11.7%
群馬 33.0% 61.2% 16.0% 25.7% 83.4% 14.5%
埼玉 18.4% 21.8% 13.3% 15.0% 23.9% 12.2%
千葉 23.5% 29.2% 17.1% 19.4% 27.4% 13.5%
東京 32.3% 41.5% 25.4% 26.7% 32.5% 20.8%

神奈川 18.7% 22.4% 10.9% 17.3% 20.6% 14.4%
新潟 16.2% 21.7% 12.7% 10.7% 18.9% 6.5%
富山 21.3% 72.2% 10.5% 17.1% 69.0% 6.9%
石川 21.7% 39.1% 11.8% 19.1% 45.6% 7.0%
福井 30.8% 82.3% 17.6% 27.4% 177.4% 4.4%
山梨 33.0% 57.0% 16.2% 31.6% 105.4% 9.0%
長野 14.1% 18.4% 8.6% 10.4% 22.7% 6.5%
岐阜 19.7% 26.2% 13.1% 21.2% 28.2% 15.1%
静岡 18.0% 23.9% 13.9% 14.8% 22.9% 9.2%

愛知 18.9% 23.6% 14.8% 16.7% 21.7% 11.0%
三重 22.7% 41.9% 12.6% 20.6% 30.1% 13.2%
滋賀 16.7% 22.8% 10.3% 13.9% 25.4% 5.1%
京都 34.3% 46.5% 27.1% 29.4% 39.3% 16.1%
大阪 21.7% 29.2% 18.0% 17.0% 21.5% 12.3%
兵庫 24.5% 30.3% 17.7% 21.5% 35.1% 14.0%
奈良 20.5% 26.0% 16.2% 13.5% 20.7% 8.9%

和歌山 24.1% 33.5% 14.1% 20.2% 32.5% 6.1%
鳥取 20.1% 31.2% 12.9% 13.9% 20.6% 8.6%
島根 17.8% 27.3% 7.9% 17.1% 35.1% 1.1%
岡山 29.7% 40.7% 20.9% 21.1% 27.3% 13.7%
広島 29.1% 41.3% 18.9% 21.1% 39.0% 12.3%
山口 22.7% 28.6% 17.4% 18.5% 22.3% 11.9%
徳島 26.8% 44.2% 14.4% 21.8% 30.1% 8.2%
香川 16.9% 23.0% 12.2% 10.3% 16.7% 5.2%
愛媛 39.8% 51.3% 27.2% 31.9% 44.2% 13.2%
高知 28.8% 38.6% 19.7% 19.7% 27.3% 14.6%
福岡 26.2% 32.3% 23.0% 19.7% 25.9% 12.2%
佐賀 37.3% 53.3% 23.4% 27.5% 42.7% 14.6%
長崎 30.7% 42.5% 23.1% 25.3% 41.3% 14.8%
熊本 36.4% 47.8% 28.5% 29.2% 57.3% 18.3%
大分 31.3% 75.3% 19.0% 28.2% 109.8% 8.5%
宮崎 29.2% 52.1% 14.8% 25.0% 59.7% 8.6%

鹿児島 38.7% 50.4% 29.9% 28.2% 35.0% 21.9%
沖縄 50.7% 70.9% 37.0% 42.4% 55.0% 29.3%

注)「(b-2)大学二浪以上志願定数t」=「大学二浪以上志願者数t」／「一浪大学志願者数t」*100

男 女
平均値 最大値 最小値 平均値 最大値 最小値

全国計 104.8% 122.7% 80.0% 118.8% 155.4% 85.3%
北海道 108.3% 136.8% 75.3% 107.8% 171.4% 72.0%

青森 109.0% 165.7% 73.8% 111.6% 163.9% 72.2%
岩手 99.8% 131.2% 71.8% 94.9% 178.4% -3.5%
宮城 86.1% 120.4% 70.5% 89.9% 169.4% 66.4%
秋田 105.7% 208.2% 65.1% 88.7% 136.0% 3.2%
山形 84.0% 120.1% 56.3% 79.0% 127.4% 18.5%
福島 105.2% 156.4% 74.8% 118.9% 194.7% 47.6%
茨城 122.8% 191.1% 72.7% 134.6% 274.1% 68.3%
栃木 98.4% 143.9% 67.1% 107.5% 156.2% 50.7%
群馬 90.7% 119.7% 66.0% 99.9% 148.4% 62.1%
埼玉 106.2% 123.7% 78.9% 110.8% 170.6% 86.5%
千葉 94.9% 117.2% 72.2% 95.0% 129.8% 66.6%
東京 82.5% 104.1% 65.9% 84.3% 108.3% 64.6%

神奈川 99.6% 128.5% 77.0% 96.9% 148.9% 76.7%
新潟 117.5% 153.1% 92.8% 128.6% 206.2% 101.1%
富山 94.6% 117.3% 50.7% 102.2% 208.1% 47.4%
石川 94.6% 115.9% 40.9% 103.1% 156.3% 64.5%
福井 92.4% 121.1% 47.0% 94.4% 131.0% 32.6%
山梨 126.1% 209.3% 64.1% 135.3% 295.1% 58.5%
長野 103.9% 118.1% 90.0% 101.8% 119.9% 82.8%
岐阜 109.6% 134.9% 91.0% 112.9% 176.9% 77.4%
静岡 101.1% 115.1% 80.8% 106.0% 137.6% 89.5%
愛知 92.8% 104.8% 79.6% 96.5% 141.3% 84.3%
三重 99.7% 135.8% 73.8% 96.7% 140.9% 17.4%
滋賀 101.0% 126.8% 80.7% 111.2% 169.9% 84.9%
京都 72.2% 85.0% 54.1% 79.4% 109.9% 65.7%
大阪 92.4% 109.1% 68.0% 100.4% 149.9% 82.1%
兵庫 86.4% 101.4% 62.3% 95.0% 149.6% 80.1%
奈良 94.8% 116.9% 76.3% 109.4% 155.2% 67.2%

和歌山 104.3% 137.5% 88.0% 107.9% 181.0% 84.2%
鳥取 88.8% 98.1% 70.8% 95.6% 129.8% 82.9%
島根 105.6% 147.8% 53.0% 102.4% 169.6% 14.6%
岡山 93.1% 133.7% 73.4% 97.2% 116.8% 75.2%
広島 98.1% 131.7% 65.6% 113.3% 171.9% 73.4%
山口 95.9% 117.2% 65.5% 104.5% 141.5% 83.7%
徳島 93.4% 115.5% 73.2% 96.8% 148.8% 73.1%
香川 100.7% 110.5% 69.5% 104.4% 162.2% 94.2%
愛媛 100.3% 166.2% 59.8% 160.5% 366.7% 79.6%
高知 86.8% 99.1% 75.9% 88.7% 106.5% 76.2%
福岡 86.9% 100.4% 62.5% 90.6% 119.5% 65.6%
佐賀 81.9% 97.8% 70.7% 84.3% 110.7% 59.1%
長崎 93.4% 110.3% 78.0% 96.5% 133.3% 56.1%
熊本 80.5% 95.9% 67.4% 85.2% 121.2% 68.5%
大分 86.6% 127.7% 72.7% 88.3% 146.5% 51.2%
宮崎 91.7% 121.3% 71.0% 82.8% 105.7% 49.1%

鹿児島 93.9% 126.7% 70.5% 119.0% 197.7% 77.4%
沖縄 70.4% 98.1% 52.5% 66.7% 91.9% 48.3%

注)｢(4-1)大学浪人進学者数t｣／｢(6)大学浪人進学志願者数t｣*100
     t=年度

平均値は山梨県の 126.1％から、沖縄県の 70.4％まであり、その差は 55.7％もあり、最大

値と最小値の差は、最大で山梨県の 145.2％、最小は高知県の 23.2％となった。 
浪人大学合格率は、男性、女性それぞれにおいて、年度別・都道府県別で大小があり、

「(c-1) 浪人大学合格率」の最大値を使って大学入学者数を予測した。 
 
表４-5 「(b-2) 大学二浪以上志願率」の  表４-6 「(c-1)大学浪人合格率」 

平均値・最大値・最小値(男・女別)       平均値・最大値・最小値(男・女別) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d)出身県*大学所在地マトリクス 
 最後に、「出身県*大学所在地マトリクス」を検討しよう。平成 10 年度から平成 27 年度

の文部科学省編『学校基本調査報告書 高等教育編』中の出身高所在都道府県と入学大学 
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全国計 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉

北海道 平均値 3.6% 70.3% 8.9% 6.0% 2.1% 4.9% 2.8% 1.3% 1.2% 1.4% 1.4% 0.8% 0.9%
最大値 3.7% 72.3% 11.4% 7.4% 2.9% 6.3% 4.2% 1.8% 1.5% 1.7% 1.7% 0.9% 1.1%
最小値 3.3% 67.1% 7.0% 4.7% 1.4% 3.7% 2.0% 1.0% 1.1% 1.0% 0.9% 0.5% 0.7%

青 森 平均値 0.6% 2.0% 33.0% 6.1% 1.5% 5.4% 1.7% 0.8% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1%
最大値 0.7% 2.6% 36.9% 7.3% 3.6% 6.9% 2.8% 2.3% 0.8% 1.5% 0.4% 0.2% 0.2%
最小値 0.5% 1.5% 31.2% 5.3% 0.8% 4.4% 0.9% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

岩 手 平均値 0.4% 0.5% 4.9% 23.2% 3.5% 4.1% 1.5% 1.0% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1%
最大値 0.5% 0.6% 5.6% 26.9% 4.5% 5.7% 1.9% 1.6% 0.3% 0.8% 0.2% 0.1% 0.1%
最小値 0.4% 0.3% 3.7% 19.2% 2.9% 2.6% 1.1% 0.6% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

宮 城 平均値 1.9% 1.1% 10.6% 16.2% 53.3% 12.6% 15.8% 10.4% 1.6% 2.4% 1.9% 0.5% 0.4%
最大値 2.0% 1.5% 12.3% 18.0% 57.4% 14.2% 19.0% 12.7% 2.0% 2.8% 2.3% 0.6% 0.6%
最小値 1.8% 0.7% 9.5% 13.4% 46.2% 10.5% 13.0% 8.9% 1.3% 2.0% 1.4% 0.4% 0.3%

秋 田 平均値 0.4% 0.2% 1.9% 3.7% 1.4% 22.1% 1.9% 0.8% 0.3% 0.8% 0.3% 0.1% 0.1%
最大値 0.4% 0.3% 2.4% 4.9% 2.7% 24.4% 3.6% 1.5% 0.4% 1.2% 0.6% 0.1% 0.1%
最小値 0.3% 0.1% 1.4% 2.6% 0.7% 18.6% 1.1% 0.5% 0.2% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0%

山 形 平均値 0.4% 0.4% 1.7% 2.9% 4.2% 2.2% 16.0% 2.3% 0.4% 1.3% 0.5% 0.1% 0.1%
最大値 0.5% 0.6% 2.3% 3.8% 5.3% 2.6% 18.2% 2.8% 0.7% 1.5% 0.8% 0.2% 0.2%
最小値 0.4% 0.3% 1.2% 1.8% 2.9% 1.5% 12.3% 1.6% 0.3% 0.9% 0.3% 0.1% 0.0%

福 島 平均値 0.7% 0.2% 1.5% 3.0% 3.3% 2.8% 4.5% 21.2% 2.3% 2.9% 1.2% 0.3% 0.2%
最大値 0.8% 0.4% 2.0% 4.1% 4.3% 3.2% 5.3% 23.1% 3.1% 3.8% 1.7% 0.5% 0.4%
最小値 0.6% 0.1% 1.0% 1.7% 2.7% 2.1% 3.5% 18.2% 1.5% 2.2% 0.8% 0.1% 0.1%

茨 城 平均値 1.2% 0.5% 1.5% 1.8% 1.1% 1.8% 2.0% 3.1% 17.3% 2.8% 1.6% 1.2% 2.8%
最大値 1.3% 0.7% 1.9% 2.5% 1.4% 2.5% 3.1% 3.8% 19.1% 3.1% 1.9% 1.7% 3.5%
最小値 1.1% 0.4% 0.9% 1.3% 0.9% 1.0% 1.5% 2.8% 16.0% 2.4% 1.3% 0.6% 2.0%

栃 木 平均値 0.8% 0.3% 1.4% 1.7% 1.1% 1.8% 1.8% 3.8% 3.4% 20.7% 3.1% 1.0% 0.4%
最大値 1.0% 0.4% 1.9% 2.2% 1.4% 2.5% 2.3% 4.8% 4.1% 22.3% 4.8% 1.5% 0.7%
最小値 0.7% 0.1% 1.1% 1.1% 0.8% 1.2% 1.4% 2.6% 2.9% 17.2% 2.5% 0.5% 0.2%

群 馬 平均値 0.9% 0.4% 1.1% 2.0% 0.8% 1.3% 1.7% 1.7% 1.5% 4.3% 20.8% 1.7% 0.4%
最大値 1.0% 0.5% 1.7% 2.9% 1.1% 2.3% 2.4% 1.9% 2.0% 5.2% 24.8% 2.1% 0.6%
最小値 0.8% 0.3% 0.8% 1.4% 0.6% 0.8% 1.1% 1.4% 1.1% 3.6% 15.0% 1.5% 0.3%

埼 玉 平均値 5.6% 1.9% 4.9% 4.7% 3.5% 5.7% 6.4% 9.0% 11.0% 12.7% 16.9% 33.1% 7.4%
最大値 6.2% 2.2% 5.7% 5.5% 4.3% 6.9% 7.6% 12.0% 12.8% 14.2% 18.9% 36.4% 9.1%
最小値 5.3% 1.4% 4.1% 3.9% 3.1% 4.2% 5.5% 7.9% 9.9% 11.3% 15.5% 27.7% 6.2%

千 葉 平均値 5.2% 1.5% 3.9% 3.6% 2.7% 4.1% 6.4% 6.9% 15.2% 7.7% 6.0% 7.6% 36.2%
最大値 5.6% 1.8% 4.7% 4.1% 3.3% 4.8% 7.5% 7.8% 16.6% 9.2% 8.0% 9.9% 38.0%
最小値 4.7% 1.3% 3.4% 3.1% 2.1% 3.6% 5.2% 6.5% 13.3% 5.7% 4.4% 6.0% 31.6%

東 京 平均値 21.4% 9.2% 13.7% 13.1% 11.8% 15.2% 16.8% 21.0% 29.6% 25.0% 25.9% 43.1% 37.1%
最大値 23.1% 10.4% 14.8% 15.0% 13.1% 17.5% 18.3% 22.4% 32.2% 27.2% 27.4% 47.4% 42.0%
最小値 19.7% 8.3% 11.6% 11.4% 11.1% 13.5% 15.4% 19.6% 26.3% 21.4% 24.8% 38.9% 33.2%

神奈川 平均値 8.8% 3.4% 5.0% 6.3% 4.7% 6.8% 8.5% 9.4% 9.6% 9.7% 10.4% 7.8% 10.4%
最大値 9.1% 3.9% 6.5% 7.7% 5.4% 7.8% 9.7% 10.7% 11.0% 12.0% 11.7% 9.9% 13.4%
最小値 8.2% 3.0% 4.1% 4.9% 4.0% 5.4% 7.0% 8.7% 8.5% 8.3% 8.6% 6.2% 8.0%

新 潟 平均値 0.9% 0.3% 0.8% 0.7% 0.7% 3.8% 5.4% 2.4% 0.3% 1.5% 2.0% 0.2% 0.1%
最大値 1.0% 0.4% 1.2% 1.0% 1.1% 4.7% 6.4% 3.2% 0.6% 1.9% 2.4% 0.3% 0.2%
最小値 0.8% 0.2% 0.5% 0.3% 0.4% 2.6% 4.5% 1.8% 0.2% 1.0% 1.2% 0.1% 0.1%

富 山 平均値 0.4% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%
最大値 0.5% 0.2% 0.3% 0.4% 0.1% 0.6% 0.6% 0.3% 0.1% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1%
最小値 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%

石 川 平均値 1.1% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.9% 1.1% 0.4% 0.3% 0.5% 1.1% 0.1% 0.1%
最大値 1.2% 0.5% 0.7% 0.5% 0.4% 1.7% 1.6% 0.7% 0.5% 0.9% 1.5% 0.2% 0.2%
最小値 1.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.6% 0.2% 0.2% 0.3% 0.8% 0.1% 0.0%

福 井 平均値 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
最大値 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1%
最小値 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

山 梨 平均値 0.7% 0.3% 0.5% 0.8% 0.4% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.3% 0.3%
最大値 0.8% 0.3% 0.6% 1.2% 0.5% 1.1% 0.8% 0.9% 1.0% 1.2% 1.2% 0.5% 0.4%
最小値 0.7% 0.2% 0.2% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.2% 0.2%

長 野 平均値 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 0.8% 0.2% 0.2%
最大値 0.7% 0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6% 1.1% 0.3% 0.3%
最小値 0.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1%

岐 阜 平均値 0.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
最大値 1.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1%
最小値 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

静 岡 平均値 1.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.4% 0.5% 1.1% 0.7% 0.8% 1.1% 0.8% 0.3% 0.5%
最大値 1.4% 0.6% 0.7% 1.0% 0.5% 0.6% 1.9% 0.9% 1.2% 1.9% 1.1% 0.4% 0.8%
最小値 1.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 0.5% 0.1% 0.3%

愛 知 平均値 6.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.2% 0.2%
最大値 6.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.5% 0.8% 1.1% 0.7% 0.9% 0.9% 1.0% 0.3% 0.3%
最小値 6.0% 0.5% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1%

三 重 平均値 0.6% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
最大値 0.8% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
最小値 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

大
学
入
学
所
在
都
道
府
県

卒業高校所在都道府県

表４-7 卒業高校所在地別入学大学所在地マトリスク （男性） 
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所在都道府県をクロスしたデータを使って、「出身県*大学所在地マトリクス」を求めた。 
 表４-7 は男性の「出身県*大学所在地マトリクス」の平均値、最大値、最小値を示した

ものである。この表の見方は、北海道の列をみると、北海道出身高校生は 1998 年から 2015
年の平均値でみて 70.3％、最大値で 72.3％、最小値で 67.1％が地元（北海道）の大学に

入学している、というものである。 
 なお、女性の「出身県*大学所在地マトリクス」の結果は省略する。 

「出身県*大学所在地マトリクス」は、男性、女性それぞれにおいて、年度別・都道府県

別で大小があり、「(d)出身県*大学所在地マトリクス」の最大値を使って大学入学者数を予

測した。 
 

３．2033 年までの大学入学者数の予測値 

 
 以上の固定変数と 1979 年から 2014 年までの出生数を図１の予測モデルに当てはめ、

2016 年から 2033 年までの大学所在都道府県別入学者数を推測した。 
 表５は、2015 年の実測値と、本稿の予測モデルに全ての固有定数の最大値を当てはめて

大学入学者数を予測した結果を 2016 年度から 2024 年度まで示したものである。 

 全国計の行をみると、2015 年度の大学入学者数は 617,509 人で、2016 年度は 758,265

人となっており、2015 年度よりも 140,756 人増加することが予測されている。この予測値

は、18 歳人口が減少し続けている中で起こりえない数値である。1998 年から 2015 年の中

で計算された固定値のうち最大値を使って大学入学者数を予測した結果、このように過大

な数値が示されたものと考えられる。そこで、2016 年度の予測大学入学者数が 2015 年度

の大学入学者数と同じになるよう、2016 年度以降の予測大学入学者数から 140,756 人を差

し引くこととした。この数値を「調整数」とした。 

 各都道府県についても同様に対処して、最終予測大学入学者数を計算した。2016 年度か

ら 2033 年度にかけての全国計と各都道府県の予測大学入学者数を示したのが表６である。

表６の左列には、2015 年度の国・公・私立大学の学部学生定員数を示した１０）。 

 2015 年度の国・公・私立大学の学部学生定員数が今後変化しないと仮定した場合の 2016

年度から 20133 年度にかけての定数割れの状況を示したのが表７である。これは、予測大

学入学者数から 2015 年度の国・公・私立大学の学部学生定員数を差し引いた数値で、表中

の赤字の数値は定員割れしていることを示している。 

 全国計の行をみると、2021 年度までは、定員割れしていない(予測入学者数が 2015 年時

の入学定員数を上回っている)。2022 年以降、大学入学者数が 2015 年時の入学定員数を下

回っている。年を経るに従って定員割れ数が拡大している。 
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実測値

2015 調整数 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

全国計 617,509 -140,756 758,265 765,731 750,088 758,708 745,772 735,655 716,565 708,298 678,028

北海道 18,807 -3,074 21,881 21,980 21,124 21,193 20,917 20,761 20,180 19,816 18,734
青森県 3,248 -1,678 4,926 4,940 4,804 4,776 4,731 4,605 4,404 4,334 4,056
岩手県 2,549 -1,767 4,316 4,383 4,272 4,265 4,230 4,106 3,943 3,876 3,676
宮城県 11,562 -4,381 15,943 16,073 15,740 15,837 15,610 15,277 14,777 14,448 13,768
秋田県 2,079 -1,283 3,362 3,344 3,271 3,264 3,215 3,116 2,998 2,957 2,827
山形県 2,727 -1,590 4,317 4,322 4,230 4,264 4,220 4,102 3,972 3,893 3,703
福島県 3,274 -2,549 5,823 5,862 5,761 5,778 5,686 5,554 5,380 5,273 5,032
茨城県 7,368 -2,645 10,013 10,088 9,916 9,990 9,847 9,686 9,412 9,294 8,796
栃木県 4,752 -2,225 6,977 7,025 6,898 6,991 6,907 6,760 6,601 6,494 6,234
群馬県 6,591 -1,868 8,459 8,485 8,320 8,432 8,291 8,151 7,948 7,779 7,468
埼玉県 31,391 -13,882 45,273 45,426 44,607 45,197 44,504 44,135 43,094 42,587 40,918
千葉県 25,776 -9,100 34,876 35,121 34,509 35,090 34,522 34,334 33,421 33,225 31,796
東京都 148,661 -6,609 155,270 156,509 153,833 156,186 153,719 153,080 149,701 148,646 142,865
神奈川県 48,600 -14,250 62,850 63,519 62,386 63,293 62,332 61,910 60,620 60,090 57,643
新潟県 6,085 -1,219 7,304 7,346 7,141 7,181 7,039 6,777 6,589 6,502 6,189
富山県 2,378 -1,212 3,590 3,627 3,569 3,600 3,538 3,464 3,355 3,314 3,171
石川県 5,892 -2,719 8,611 8,747 8,550 8,646 8,506 8,292 8,105 7,948 7,614
福井県 2,210 -1,453 3,663 3,722 3,637 3,655 3,602 3,527 3,415 3,348 3,241
山梨県 4,309 -2,232 6,541 6,543 6,395 6,461 6,333 6,219 6,053 5,963 5,690
長野県 3,461 -1,248 4,709 4,768 4,647 4,716 4,633 4,540 4,410 4,341 4,153
岐阜県 4,577 -2,352 6,929 7,071 6,946 7,016 6,864 6,784 6,603 6,499 6,218
静岡県 8,113 -2,139 10,252 10,361 10,173 10,295 10,118 10,038 9,747 9,626 9,170
愛知県 42,091 -6,678 48,769 49,896 48,903 49,543 48,393 47,762 46,535 46,205 44,066
三重県 3,246 -2,613 5,859 5,942 5,800 5,891 5,725 5,691 5,505 5,438 5,167
滋賀県 7,339 -2,812 10,151 10,324 10,148 10,223 10,023 9,868 9,596 9,459 9,067
京都府 33,744 -5,384 39,128 39,796 38,993 39,269 38,419 37,712 36,673 36,139 34,642
大阪府 52,207 -7,183 59,390 60,270 58,986 59,269 57,869 56,748 54,942 53,959 51,610
兵庫県 27,048 -4,661 31,709 32,201 31,622 31,915 31,059 30,598 29,635 29,198 27,805
奈良県 5,121 -2,902 8,023 8,148 7,943 7,993 7,792 7,635 7,406 7,261 6,948
和歌山県 1,606 -828 2,434 2,464 2,404 2,416 2,364 2,306 2,227 2,176 2,081
鳥取県 1,553 -769 2,322 2,345 2,286 2,329 2,295 2,235 2,194 2,152 2,051
島根県 1,520 -820 2,340 2,355 2,300 2,338 2,320 2,253 2,195 2,169 2,061
岡山県 8,976 -2,671 11,647 11,711 11,456 11,612 11,436 11,210 10,874 10,740 10,214
広島県 13,241 -2,840 16,081 16,130 15,714 15,892 15,768 15,334 15,070 14,805 14,183
山口県 4,495 -1,024 5,519 5,552 5,431 5,483 5,423 5,282 5,145 5,084 4,869
徳島県 2,655 -1,241 3,896 3,931 3,848 3,896 3,818 3,727 3,611 3,561 3,358
香川県 2,098 -1,222 3,320 3,352 3,293 3,343 3,272 3,212 3,117 3,076 2,929
愛媛県 3,637 -1,572 5,209 5,207 5,047 5,109 5,033 4,874 4,815 4,689 4,482
高知県 2,055 -845 2,900 2,915 2,850 2,892 2,846 2,777 2,696 2,652 2,536
福岡県 25,688 -4,565 30,253 30,378 29,623 30,026 29,720 29,144 28,333 28,216 27,094
佐賀県 1,780 -584 2,364 2,362 2,303 2,337 2,304 2,245 2,180 2,169 2,077
長崎県 3,772 -1,008 4,780 4,817 4,672 4,716 4,639 4,509 4,392 4,370 4,154
熊本県 6,066 -1,623 7,689 7,697 7,518 7,608 7,496 7,379 7,170 7,136 6,847
大分県 2,876 -1,288 4,164 4,184 4,065 4,122 4,080 3,967 3,871 3,825 3,682
宮崎県 2,480 -1,050 3,530 3,520 3,419 3,463 3,430 3,344 3,243 3,224 3,084
鹿児島県 3,569 -1,653 5,222 5,207 5,061 5,183 5,098 5,012 4,905 4,835 4,673
沖縄県 4,236 -1,444 5,680 5,769 5,674 5,711 5,787 5,611 5,507 5,505 5,384

予測値

表５ 都道府県別の大学入学者数の予測値 
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4
4
,7
3
0

4
4
,8
0
9

4
3
,4
2
8

4
2
,9
4
3

4
2
,7
0
6

4
1
,6
9
7

新
潟
県

5
,8
6
5

6
,0
8
5

6
,1
2
7

5
,9
2
2

5
,9
6
2

5
,8
2
0

5
,5
5
8

5
,3
7
0

4
,9
7
0

4
,9
7
0

5
,0
9
5

5
,0
0
4

4
,9
4
2

4
,7
6
5

4
,7
5
0

4
,6
1
2

4
,5
0
9

4
,4
2
3

4
,2
5
5

富
山
県

2
,3
5
0

2
,3
7
8

2
,4
1
4

2
,3
5
7

2
,3
8
8

2
,3
2
6

2
,2
5
2

2
,1
4
3

1
,9
5
9

1
,9
5
9

2
,0
0
7

1
,9
6
8

1
,9
5
5

1
,8
6
7

1
,8
2
6

1
,7
5
1

1
,7
3
1

1
,6
8
1

1
,5
9
1

石
川
県

5
,6
7
2

5
,8
9
2

6
,0
2
9

5
,8
3
2

5
,9
2
8

5
,7
8
8

5
,5
7
4

5
,3
8
7

4
,8
9
6

4
,8
9
6

5
,0
3
5

4
,9
8
1

4
,9
4
0

4
,7
3
0

4
,6
4
1

4
,5
1
1

4
,4
4
7

4
,3
3
8

4
,0
7
8

福
井
県

2
,0
9
5

2
,2
1
0

2
,2
6
9

2
,1
8
4

2
,2
0
2

2
,1
4
9

2
,0
7
4

1
,9
6
2

1
,7
8
8

1
,7
8
8

1
,8
6
7

1
,8
2
7

1
,8
1
2

1
,7
4
9

1
,7
1
0

1
,6
4
9

1
,6
2
3

1
,5
4
4

1
,4
3
2

山
梨
県

4
,2
9
5

4
,3
0
9

4
,3
1
1

4
,1
6
2

4
,2
2
9

4
,1
0
1

3
,9
8
7

3
,8
2
1

3
,4
5
7

3
,4
5
7

3
,5
5
5

3
,5
1
3

3
,4
8
6

3
,3
3
0

3
,3
3
2

3
,1
9
2

3
,1
2
8

3
,0
6
2

2
,9
3
3

長
野
県

3
,3
9
3

3
,4
6
1

3
,5
1
9

3
,3
9
8

3
,4
6
8

3
,3
8
4

3
,2
9
1

3
,1
6
1

2
,9
0
4

2
,9
0
4

2
,9
9
2

2
,9
6
6

2
,9
1
9

2
,7
9
8

2
,7
8
5

2
,7
0
8

2
,6
5
0

2
,5
8
8

2
,4
8
3

岐
阜
県

4
,6
9
0

4
,5
7
7

4
,7
1
9

4
,5
9
4

4
,6
6
4

4
,5
1
2

4
,4
3
2

4
,2
5
1

3
,8
6
6

3
,8
6
6

4
,0
5
8

4
,0
1
6

4
,0
1
3

3
,8
9
7

3
,8
6
1

3
,7
7
9

3
,6
8
9

3
,5
6
8

3
,3
6
3

静
岡
県

7
,8
6
3

8
,1
1
3

8
,2
2
2

8
,0
3
4

8
,1
5
6

7
,9
7
8

7
,8
9
9

7
,6
0
7

7
,0
3
1

7
,0
3
1

7
,3
0
1

7
,3
2
6

7
,2
4
9

7
,0
4
3

7
,0
3
6

6
,8
4
0

6
,7
2
8

6
,6
0
0

6
,2
7
5

愛
知
県

3
9
,8
9
4

4
2
,0
9
1

4
3
,2
1
7

4
2
,2
2
5

4
2
,8
6
5

4
1
,7
1
5

4
1
,0
8
4

3
9
,8
5
6

3
7
,3
8
8

3
7
,3
8
8

3
8
,9
6
2

3
8
,8
9
3

3
9
,0
8
4

3
8
,2
7
8

3
8
,1
1
8

3
7
,5
1
7

3
6
,8
3
0

3
6
,0
6
8

3
4
,7
2
8

三
重
県

3
,0
3
0

3
,2
4
6

3
,3
2
9

3
,1
8
8

3
,2
7
9

3
,1
1
2

3
,0
7
9

2
,8
9
2

2
,5
5
4

2
,5
5
4

2
,7
1
1

2
,6
8
0

2
,6
7
7

2
,6
0
7

2
,5
4
5

2
,4
7
4

2
,3
8
9

2
,3
0
3

2
,1
0
1

滋
賀
県

6
,7
9
0

7
,3
3
9

7
,5
1
1

7
,3
3
6

7
,4
1
1

7
,2
1
1

7
,0
5
5

6
,7
8
3

6
,2
5
5

6
,2
5
5

6
,5
1
7

6
,4
2
8

6
,4
5
4

6
,2
2
9

6
,2
6
6

6
,1
1
7

5
,9
9
4

5
,8
7
9

5
,6
2
6

京
都
府

3
2
,1
6
9

3
3
,7
4
4

3
4
,4
1
2

3
3
,6
0
9

3
3
,8
8
5

3
3
,0
3
5

3
2
,3
2
8

3
1
,2
8
9

2
9
,2
5
8

2
9
,2
5
8

3
0
,1
8
2

2
9
,8
2
1

2
9
,9
0
9

2
9
,0
0
1

2
9
,0
6
9

2
8
,4
9
4

2
7
,9
8
1

2
7
,5
7
2

2
6
,5
8
7

大
阪
府

5
0
,7
9
7

5
2
,2
0
7

5
3
,0
8
7

5
1
,8
0
2

5
2
,0
8
6

5
0
,6
8
6

4
9
,5
6
5

4
7
,7
5
9

4
4
,4
2
7

4
4
,4
2
7

4
5
,6
4
0

4
5
,1
7
2

4
5
,2
5
7

4
3
,9
5
8

4
3
,9
9
0

4
3
,1
1
4

4
2
,5
2
4

4
1
,7
6
8

4
0
,2
8
8

兵
庫
県

2
7
,2
3
2

2
7
,0
4
8

2
7
,5
4
0

2
6
,9
6
1

2
7
,2
5
5

2
6
,3
9
9

2
5
,9
3
8

2
4
,9
7
5

2
3
,1
4
4

2
3
,1
4
4

2
3
,9
1
9

2
3
,7
5
1

2
3
,8
0
4

2
3
,0
8
9

2
3
,1
5
8

2
2
,8
2
1

2
2
,3
6
3

2
1
,9
6
4

2
1
,1
6
0

奈
良
県

4
,1
3
3

5
,1
2
1

5
,2
4
6

5
,0
4
1

5
,0
9
0

4
,8
9
0

4
,7
3
3

4
,5
0
4

4
,0
4
6

4
,0
4
6

4
,2
1
0

4
,1
3
1

4
,1
1
4

3
,9
5
0

3
,9
4
0

3
,8
0
8

3
,7
4
9

3
,6
3
5

3
,4
1
0

和
歌
山

県
1
,1
4
0

1
,6
0
6

1
,6
3
6

1
,5
7
6

1
,5
8
8

1
,5
3
6

1
,4
7
8

1
,3
9
9

1
,2
5
3

1
,2
5
3

1
,2
9
7

1
,2
7
2

1
,2
8
2

1
,2
2
3

1
,2
2
6

1
,1
9
0

1
,1
7
0

1
,1
3
1

1
,0
8
5

鳥
取
県

1
,4
9
6

1
,5
5
3

1
,5
7
5

1
,5
1
7

1
,5
6
0

1
,5
2
5

1
,4
6
6

1
,4
2
4

1
,2
8
2

1
,2
8
2

1
,3
4
7

1
,3
2
3

1
,3
0
5

1
,2
6
5

1
,2
7
0

1
,2
5
2

1
,2
1
7

1
,1
9
5

1
,1
3
0

島
根
県

1
,4
5
7

1
,5
2
0

1
,5
3
4

1
,4
8
0

1
,5
1
8

1
,5
0
0

1
,4
3
3

1
,3
7
5

1
,2
4
1

1
,2
4
1

1
,3
1
1

1
,2
9
6

1
,2
6
8

1
,2
3
0

1
,2
4
8

1
,2
1
7

1
,1
8
8

1
,1
6
7

1
,1
0
5

岡
山
県

9
,1
5
9

8
,9
7
6

9
,0
4
0

8
,7
8
6

8
,9
4
2

8
,7
6
6

8
,5
3
9

8
,2
0
3

7
,5
4
4

7
,5
4
4

7
,8
4
7

7
,7
8
9

7
,7
3
6

7
,4
7
4

7
,5
8
2

7
,4
7
0

7
,2
8
6

7
,1
9
6

6
,9
0
4

広
島
県

1
2
,9
5
7

1
3
,2
4
1

1
3
,2
9
0

1
2
,8
7
5

1
3
,0
5
2

1
2
,9
2
9

1
2
,4
9
4

1
2
,2
3
1

1
1
,3
4
4

1
1
,3
4
4

1
1
,7
1
0

1
1
,8
5
1

1
1
,7
0
8

1
1
,5
7
0

1
1
,6
1
2

1
1
,4
8
5

1
1
,1
8
7

1
1
,0
6
2

1
0
,5
8
5

山
口
県

4
,1
9
2

4
,4
9
5

4
,5
2
9

4
,4
0
7

4
,4
6
0

4
,3
9
9

4
,2
5
9

4
,1
2
2

3
,8
4
5

3
,8
4
5

3
,9
7
5

3
,9
9
2

3
,9
6
7

3
,8
7
6

3
,9
2
7

3
,8
4
9

3
,7
5
1

3
,7
0
8

3
,5
5
6

徳
島
県

3
,2
7
8

2
,6
5
5

2
,6
9
0

2
,6
0
7

2
,6
5
5

2
,5
7
7

2
,4
8
6

2
,3
7
0

2
,1
1
7

2
,1
1
7

2
,2
3
2

2
,1
7
7

2
,1
4
9

2
,0
9
6

2
,1
0
9

2
,0
7
7

2
,0
1
4

1
,9
7
0

1
,8
6
9

香
川
県

1
,8
9
4

2
,0
9
8

2
,1
3
0

2
,0
7
1

2
,1
2
1

2
,0
5
0

1
,9
9
0

1
,8
9
5

1
,7
0
8

1
,7
0
8

1
,7
6
9

1
,7
5
3

1
,7
3
1

1
,6
5
8

1
,6
7
9

1
,6
4
3

1
,5
9
3

1
,5
5
7

1
,4
7
0

愛
媛
県

3
,5
0
0

3
,6
3
7

3
,6
3
5

3
,4
7
5

3
,5
3
7

3
,4
6
1

3
,3
0
3

3
,2
4
3

2
,9
1
0

2
,9
1
0

3
,0
1
4

3
,0
0
2

2
,9
5
3

2
,8
9
5

2
,8
9
0

2
,8
4
2

2
,7
6
3

2
,6
5
5

2
,5
2
4

高
知
県

1
,9
3
5

2
,0
5
5

2
,0
7
0

2
,0
0
5

2
,0
4
7

2
,0
0
1

1
,9
3
2

1
,8
5
1

1
,6
9
1

1
,6
9
1

1
,7
5
6

1
,7
1
9

1
,7
1
5

1
,6
4
4

1
,6
6
0

1
,6
1
3

1
,5
8
1

1
,5
5
3

1
,4
7
4

福
岡
県

2
5
,2
9
0

2
5
,6
8
8

2
5
,8
1
3

2
5
,0
5
9

2
5
,4
6
1

2
5
,1
5
5

2
4
,5
7
9

2
3
,7
6
8

2
2
,5
3
0

2
2
,5
3
0

2
3
,4
8
0

2
3
,8
5
6

2
3
,9
7
4

2
3
,4
8
0

2
3
,8
4
5

2
3
,4
9
1

2
3
,1
2
7

2
3
,0
1
6

2
2
,4
3
3

佐
賀
県

1
,7
5
1

1
,7
8
0

1
,7
7
8

1
,7
1
9

1
,7
5
3

1
,7
2
0

1
,6
6
2

1
,5
9
6

1
,4
9
3

1
,4
9
3

1
,5
5
5

1
,5
7
5

1
,5
8
8

1
,5
3
8

1
,5
6
6

1
,5
4
3

1
,5
1
2

1
,4
9
3

1
,4
5
0

長
崎
県

4
,0
1
7

3
,7
7
2

3
,8
0
9

3
,6
6
4

3
,7
0
7

3
,6
3
0

3
,5
0
1

3
,3
8
4

3
,1
4
6

3
,1
4
6

3
,2
6
4

3
,2
4
9

3
,2
5
7

3
,1
5
5

3
,2
0
7

3
,1
3
8

3
,1
0
0

3
,0
6
4

2
,9
6
1

熊
本
県

5
,9
8
2

6
,0
6
6

6
,0
7
4

5
,8
9
6

5
,9
8
5

5
,8
7
4

5
,7
5
6

5
,5
4
7

5
,2
2
4

5
,2
2
4

5
,4
4
9

5
,4
9
8

5
,5
4
5

5
,4
1
6

5
,4
6
4

5
,3
9
1

5
,3
0
8

5
,2
7
4

5
,1
0
5

大
分
県

3
,4
9
0

2
,8
7
6

2
,8
9
6

2
,7
7
6

2
,8
3
4

2
,7
9
2

2
,6
7
9

2
,5
8
3

2
,3
9
4

2
,3
9
4

2
,5
1
2

2
,5
2
3

2
,5
4
3

2
,4
5
4

2
,4
8
7

2
,4
4
1

2
,3
6
7

2
,3
4
1

2
,2
4
0

宮
崎
県

2
,5
6
0

2
,4
8
0

2
,4
7
0

2
,3
7
0

2
,4
1
3

2
,3
8
0

2
,2
9
4

2
,1
9
3

2
,0
3
4

2
,0
3
4

2
,1
3
0

2
,1
6
2

2
,1
6
4

2
,1
0
8

2
,1
2
9

2
,0
9
8

2
,0
3
3

2
,0
1
5

1
,9
2
6

鹿
児
島

県
3
,7
3
5

3
,5
6
9

3
,5
5
4

3
,4
0
7

3
,5
3
0

3
,4
4
4

3
,3
5
8

3
,2
5
1

3
,0
2
0

3
,0
2
0

3
,1
2
8

3
,1
3
6

3
,1
9
0

3
,0
7
3

3
,1
1
4

3
,0
8
9

2
,9
9
8

2
,9
4
8

2
,8
2
9

沖
縄
県

3
,9
5
2

4
,2
3
6

4
,3
2
5

4
,2
3
0

4
,2
6
7

4
,3
4
2

4
,1
6
7

4
,0
6
3

3
,9
4
0

3
,9
4
0

4
,0
6
8

4
,0
9
0

4
,1
3
5

4
,1
0
4

4
,1
9
9

4
,1
2
9

4
,1
5
2

4
,1
7
0

3
,9
3
3

予
測

値
2
0
1
5
年

度
国

・
公

・
私

立
大

学
学

生
定

員
数

表
６
 

都
道

府
県

別
の

調
整
後

の
予

測
大

学
入
学

者
数

 

                        

— 60 — — 61 —



 

2
0
1
5

2
,0

1
6

2
,0

1
7

2
,0

1
8

2
,0

1
9

2
,0

2
0

2
,0

2
1

2
,0

2
2

2
,0

2
3

2
,0

2
4

2
,0

2
5

2
,0

2
6

2
,0

2
7

2
,0

2
8

2
,0

2
9

2
,0

3
0

2
,0

3
1

2
,0

3
2

2
,0

3
3

計
2
7
3
1
2

2
7
,3

1
2

3
4
,7

7
8

1
9
,1

3
6

2
7
,7

5
5

1
4
,8

1
9

4
,7

0
3

-
1
4
,3

8
8
 

-
5
2
,9

2
4
 

-
5
2
,9

2
4
 

-
3
3
,4

2
2
 

-
3
5
,1

2
4
 

-
3
4
,0

9
1
 

-
4
6
,9

8
5
 

-
4
6
,2

4
8
 

-
5
9
,7

8
8
 

-
6
7
,9

9
3
 

-
7
2
,4

9
7
 

-
8
8
,5

8
9
 

北
海

道
7
6
0

7
6
0

8
5
9

3
7
3

-
2
0
4
 

-
3
6
0
 

-
9
4
0
 

-
2
,3

8
6
 

-
2
,3

8
6
 

-
1
,9

5
4
 

-
2
,2

7
1
 

-
2
,3

9
1
 

-
2
,8

1
1
 

-
2
,8

4
0
 

-
3
,2

5
3
 

-
3
,5

0
9
 

-
3
,7

0
0
 

-
4
,1

9
3
 

青
森

県
-
5
4
4
 

-
5
4
4
 

-
5
3
1
 

-
6
6
6
 

-
6
9
4
 

-
7
4
0
 

-
8
6
5
 

-
1
,0

6
6
 

-
1
,4

1
4
 

-
1
,4

1
4
 

-
1
,3

7
3
 

-
1
,4

6
9
 

-
1
,4

7
6
 

-
1
,6

5
2
 

-
1
,6

4
8
 

-
1
,7

4
7
 

-
1
,8

2
6
 

-
1
,8

5
4
 

-
1
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本論文では、偏差値の低い私立大学の学部から順に定員割れが生じ、在学生数が0人になれば学

部が廃止され、全学部がそのようになれば大学が廃止される、と仮定し、表7の通り定員割れが生

じた場合、どのように学部・大学が廃止されるか予測した。 
 
４. 偏差値からみた学部・大学の廃止 
 
表８は、全国の私立大学    表８ 全国大学の定員割れ学部 

の各学部を偏差値の低い順

に並べた表の一部である。 

表７に示されたとおり、

2025 年度において 33,422

人が定員割れしていること

から、偏差値の低い学部か

ら順に、累積入学定員数が

33,422 人に達する学部ま

でが廃止されることが予測

される。 

表８で示された学部は

全て 2025 年度までに廃止

される学部であり、表7と

同じ水色で示した。 

この表の続きにおいて、

2026 年度以降2030 年度ま

でに廃止される学部は黄土

色、2031 年度以降 2033 年

度までに廃止される学部は

灰色で示した。 

 表９は、表８の内、北海

道の私立大学のみの結果を

大学順に示したものである。 

例えば、A 大学には2 つ

の学部があり、経済学部は

水色で、保健福祉学部は灰

色でぬられている。 

すなわち、経済学部は 2025 年度までに、保健福祉学部は 2033 年度までに廃止されることが予

測されている。すなわち、A大学は、2033年でまでに廃止されることが予測される。 

大学 学部 偏差値
入学定

員
累積入
学定員

1009 社会福祉 35 60 60

1009 美術 35 80 140

1010 国際文化 35 150 290

1025 情報メデ 35 50 340

2026 ソフトウェア情報 35 40 380

2026 社会 35 90 470

2026 薬 35 90 560

2026 経営 35 100 660

2027 経営法 35 150 810

2028 家政 35 100 910

2029 ビジネス 35 80 990

2029 人間健康 35 80 1,070

2032 社会福祉 35 80 1,150

2032 文 35 100 1,250

3034 経済 35 270 1,520

4044 科学技術 35 100 1,620

4044 総合政策 35 155 1,775

5049 経済 35 120 1,895

5049 法 35 160 2,055

7053 教養学部 35 200 2,255

7056 福祉環境 35 80 2,335

7056 経済情報 35 120 2,455

7057 福祉 35 110 2,565

11104 音楽学部 35 310 2,875

13206 神 35 10 2,885

15281 人文 35 180 3,065

15284 経済経営 35 80 3,145

15286 経営情報 35 190 3,335

15287 工 35 200 3,535

15289 経済 35 140 3,675

27458 こども 35 85 3,760

↓　以下続く
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大学 学部 偏差値 大学 学部 偏差値

A大学 経済 39 P大学 文 55

A大学 保健福祉 43 P大学 社会福祉 49

B大学 地域供創 47 P大学 経済 48

C大学 社会 44 Q大学 工 43

C大学 芸術 43 Q大学 人文 48

D大学 法 41 Q大学 経営 49

D大学 経済 42 Q大学 経済 49

D大学 経営 40 Q大学 法 51

D大学 人文 43 R大学 商 41

E大学 スポーツ人間 38 S大学 心理科学 47

E大学 観光 37 S大学 歯 44

E大学 人文 39 S大学 薬 48

F大学 看護 48 S大学 看護福祉 52

G大学 理工学部 40 S大学 リハビリ 52

H大学 看護栄養 52 T大学 未来デザイン 42

I大学 社会福祉 35 T大学 保健医療 48

I大学 美術 35 T大学 工 42

I大学 経営 38 U大学 医療情報 40

J大学 国際文化 35 U大学 経営情報 40

K大学 保健医療学部 40 U大学 情報メディア 39

L大学 看 49 V大学 外国語 40

M大学 商 40 V大学 人間科 49

N大学 人間生活 46 W大学 薬 45

N大学 文 51 X大学 獣医 61

O大学 教育文化 40 X大学 農食環境 48

O大学 生涯スポーツ 41 Y大学 情報メデ 35

Z大学 生物 46

Z大学 国際文化 44

以下、2025年度までにE・G・I・J・K・M・U・Y大学が、2030年度までにO・R大学は廃

止されることが予測されている。 
 

表９ 北海道の廃止学部・大学 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表１０は、表９に示された北海道の例に沿って、その他の都道府県についてどの時期に何校の大

学が廃止されるか(学生数が0になるか)を示したものである。 
表１０の最終行に、全国での合計を示した。2020 年度までは廃止される大学はないが、2021 年

度から2025年度の間に85校の大学が廃止され、2026年度から2030年度までに44校、2030年度か

ら2033年度までに35校の大学が廃止される予測である。合計2033年度までに164校が廃止される

ことが予測された１１）。 
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2015
2016～
2020

2021～
2025

2026～
2030

2030～
2033

累積 私立大学数
閉鎖私立大

学率

1 北海道 0 0 8 2 1 11 26 42.3%

2 青森県 0 0 5 1 0 6 8 75.0%

3 岩手県 0 0 1 1 0 2 3 66.7%

4 宮城県 0 0 1 3 2 6 11 54.5%

5 秋田県 0 0 1 1 0 2 3 66.7%

6 山形県 0 0 0 0 2 2 3 66.7%

7 福島県 0 0 4 1 0 5 6 83.3%

8 茨城県 0 0 0 0 0 0 5 0.0%

9 栃木県 0 0 1 0 0 1 8 12.5%

10 群馬県 0 0 2 0 0 2 9 22.2%

11 埼玉県 0 0 1 5 2 8 35 22.9%

12 千葉県 0 0 3 3 2 8 31 25.8%

13 東京都 0 0 5 4 7 16 115 13.9%

14 神奈川県 0 0 1 1 1 3 31 9.7%

15 新潟県 0 0 5 0 1 6 10 60.0%

16 富山県 0 0 0 0 0 0 2 0.0%

17 石川県 0 0 0 0 1 1 7 14.3%

18 福井県 0 0 0 0 1 1 2 50.0%

19 山梨県 0 0 1 0 1 2 5 40.0%

20 長野県 0 0 2 1 1 4 7 57.1%

21 岐阜県 0 0 1 1 0 2 8 25.0%

22 静岡県 0 0 3 1 1 5 10 50.0%

23 愛知県 0 0 7 3 0 10 42 23.8%

24 三重県 0 0 2 0 0 2 5 40.0%

25 滋賀県 0 0 1 0 0 1 7 14.3%

26 京都府 0 0 2 2 3 7 27 25.9%

27 大阪府 0 0 5 5 2 12 51 23.5%

28 兵庫県 0 0 3 2 2 7 31 22.6%

29 奈良県 0 0 0 0 0 0 6 0.0%

30 和歌山県 0 0 0 0 0 0 1 0.0%

31 鳥取県 0 0 0 0 0 0 1 0.0%

32 島根県 0 0 0 0 0 0 0 -

33 岡山県 0 0 0 1 0 1 14 7.1%

34 広島県 0 0 2 0 2 4 15 26.7%

35 山口県 0 0 3 2 0 5 7 71.4%

36 徳島県 0 0 0 0 0 0 2 0.0%

37 香川県 0 0 0 0 0 0 2 0.0%

38 愛媛県 0 0 1 1 0 2 3 66.7%

39 高知県 0 0 0 0 0 0 0 -

40 福岡県 0 0 2 2 3 7 27 25.9%

41 佐賀県 0 0 0 0 0 0 1 0.0%

42 長崎県 0 0 2 0 0 2 6 33.3%

43 熊本県 0 0 2 0 0 2 8 25.0%

44 大分県 0 0 1 1 0 2 3 66.7%

45 宮崎県 0 0 2 0 0 2 4 50.0%

46 鹿児島県 0 0 3 0 0 3 4 75.0%

47 沖縄県 0 0 2 0 0 2 3 66.7%

　　　　　全国計 0 0 85 44 35 164 615 26.7%

表１０ 期間別・閉校私立大学数の予測 (全国計から) 
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まとめ 

 

 かつて大学入学者を予測するために使用した予測モデルを使って、2016年以降の都道府県別の大

学入学者数を予測した(表6)。 

その結果、平成27(2015)年度の大学定員数を基準とした場合、2015年度時点で、既に定員割れし

ている県も数県あり、定員割れの状況は年度を経るにつれて、ますます厳しくなっている。一部の

県は、2033年まで定員割れしないことが予測されている。 

 2015年度、4年制大学に61.8万人が入学した。（該当出生数は120.6万人） 

 昨年2014年に100.4万人出生し、彼らが大学進学する2033年の予測大学入学者数は50.2万人で

あった。この間、11.6万人が減少する。入学定員700人の大学なら、165校に相当する学生数であ

る。私の予測でも164校廃止されることになっている。 

将来進展する知識基盤社会を、教育・研究機能によって支えることが期待されている大学には、

各大学がその機能を十分に発揮して社会に貢献することが求められており、できるだけ廃止は防ぎ

たいものである。 

 では、大学の廃止を防ぐためには、どのような施策があるだろうか。 
 １つは、現在6割近い大学入学志願率をさらに拡大することである。しかし、その結果、大学入

学生の質の低下が危惧される。今以上に、教育活動の強化が求められる。 
２つめは、大学入学日本人学生数の減少を社会人学生や留学生の増加によって補うことである。留

学生30万人計画の実現が待たれる。 
３つめは、入学者数の減少に合わせて学部経営規模を縮小するために学部入学定員数を減らすこと

である。その減少させた学部入学者数を大学院入学者数の増加で補えば経営規模の縮小に繋がらな

いが、もし大学院入学者で補えなければ、新規大学教員採用数は抑制され、大学機能の低下が危惧

される。 
４つめは、大学間の連携や統合を進めていくことである。各大学は自身の強みと弱みを確認し、そ

の弱みを補うべく他大学と連携したり、合併したりする。遅かれ早かれ100校を超す大学が廃止さ

れる可能性がある。早めの対応が肝要ではないか。 
特に、2020年以降は学部定員割れが急激に生じる。大学、短期大学、専門学校等の高等教育機関の

社会的役割分担をどのように考えるのか、卒業者を受け入れる企業等を含めての早急の検討が必要

ではないか。 
 本研究の目的は、単に、大学・学部がどの程度廃止されるかを予測することでだけではない。18
歳人口減少が予測される中で、各大学が経営努力によってどのように教育・研究・社会サービス機

能を強化し、この環境に適応していったのかを明らかにすることが重要である。今後、各高等教育

機関の経営努力内容を明らかにしていくことが重要な課題の１つである。 
 

<注> 

１）1990年の「1.57ショック」を契機に、政府は、出生率の低下と子どもの数が減少傾向にある
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２つめは、大学入学日本人学生数の減少を社会人学生や留学生の増加によって補うことである。

留学生30万人計画の実現が待たれる。

３つめは、入学者数の減少に合わせて学部経営規模を縮小するために学部入学定員数を減らすこ

とである。その減少させた学部入学者数を大学院入学者数の増加で補えば経営規模の縮小に繋がら

ないが、もし大学院入学者で補えなければ、新規大学教員採用数は抑制され、大学機能の低下が危

惧される。

４つめは、大学間の連携や統合を進めていくことである。各大学は自身の強みと弱みを確認し、

その弱みを補うべく他大学と連携したり、合併したりする。遅かれ早かれ100校を超す大学が廃

止される可能性がある。早めの対応が肝要ではないか。



 

ことを「問題」として認識し、仕事と子育ての両立支援など子どもを生み育てやすい環境づくりに

向けての様々な対策の検討を始めた。政府の取り組んでいる少子化対策の詳細は、ホームページ 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/index.html を参照のこと。  

２）我が国の年間の出生数は、第１次ベビーブーム期には約270万人、第２次ベビーブーム期に

は約200万人であったが、1975（昭和50）年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続けた。

1984（昭和59）年には150万人を割り込み、1991（平成３）年以降は増加と減少を繰り返しながら、

緩やかな減少傾向となっている。2015年（平成27）年の出生数は、100万8千人まで減少した。 

３）学部・大学院の学生募集停止や廃止の情報については、「大学一覧」「短期大学一覧」や以下

のホームページを参照のこと。 

http://blog.university-staff.net/archives/cat9/cat72/ 

４）中央教育審議会大学分科会大学規模・大学経営部会（2010 年 5 月）『私立大学の健全な発展

に向けた方策の充実について（論点整理）』。 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/1294325.htm 

５）図 1 の説明は以下の論文を参照のこと。大膳司（2005）「2022 年度までの都道府県別大学進

学者数の予測」」『大学論集』第35集、147-169頁。 

６）学部偏差値は、『大学受験 大学偏差値情報 2015』（ http://daigakujyuken.boy.jp/ ）を主

に使用した（大手3大予備校（駿台予備校、河合塾、代々木ゼミナール）の全国模試に基づいて算

出されたデータの平均値を用いられている）。抜けている情報については、『Benesse マナビジョン』

（ http://manabi.benesse.ne.jp/ ）によって補った。 

７）その結果、必要な学習経験をつまないで大学に入学してくる学生も増えている。その結果、

補習授業などを実施している私立大学は急増している。 

８）性別・都道府県別の出生数は、厚生省大臣官房統計情報部編『人口動態統計』各年度版、を

使用した。なお、1979年度の出生数は、1979年4月から1980年3月までを対象とすべきであるが、

本稿においては、1979年1月から12月までを対象とした。 

９）山梨県等で、出生数からみた高校卒業率が 100％を超えているが、これは、出生数よりも多

くの新規高校卒業生があったということである。その要因として、親の労働移動等に伴って子ども

が移動してきた、高校進学に際して隣接県から移動したなど様々なことが考えられる。 

１０）各都道府県における大学学生定員数は、大学教育研究会監修『平成25年度 全国大学一覧』

文教協会、2013 年、に記載された学部定員数を、その学部の所在都道府県別に集計して算出した。

なお、学部によっては、同じ大学の中でも都道府県をまたがっている場合があるが、その場合には

その学部の設置されている都道府県に定員数を割り振った。 

１１）表１０は表7の全国計に示された定員割れデータに基づいて大学・学部の廃止を予測した。

各都道府県の定員割れデータを用いたり、数県をまとめた地方の定員割れデータを用いたりするこ

とによって定員割れ大学・学部にいくらかの変化は生まれるが、思ったほど違いはない。例えば、

各都道府県の定員割れデータを用いたばあい、167校の廃止となる(分析結果省略)。 
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2014

16.3
2005 17 2015 26

15  
1982
1984 1990

 
1 2003 15 1,606

2004 16 1,474 2005 1,545
2004 2.4 2015 3.9 2,574
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13 1,795 24.6 1,557
6

1 3
3

25 18.4
12.9 13.3 10

20
 

 

 

13 10 2
10

 

1979

1 8.5 491 18.4 0.59
2 8.4 142 45.3 1.69
3 5.4 171 28.0 0.00
4 5.0 95 24.9 0.50
5 4.7 109 24.8 5.30
6 4.5 157 13.3 5.21
7 4.4 97 24.6 0.53
8 4.3 96 41.9 0.51
9 4.1 126 23.1 0.30

10 4.0 139 12.9 0.45
11 3.9 94 24.9 3.90
12 3.7 67 24.6 0.00
13 1.3 11 30.9 0.00

1,795 1.63
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: Gappa, Austin, Trice, Rethinking Faculty Work, 2007, p.134.
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4 4 25

4 56
27.3 14

76 47.2
13.3 28.8

6
9 8 6

 

 

2 47.4
67.8

2015 2013 11 25 39
6 7

 

3

143 68 211
67.8% 32.2% 100%

37 41 78
47.4% 52.6% 100%
180 109 289

62.3% 37.7% 100%
2=10.026      p<0.01
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4 1
2007CAP

5 12 4

93 48 141
66.0% 34.0% 100.0%

57 24 81
70.4% 29.6% 100.0%

16 26 42
38.1% 61.9% 100.0%

166 98 264
62.9% 37.1% 100.0%

2=13.572      p<0.001

19.9 16.8 20.7 p<0.05 17.5 22.2 p<0.001 14.6
15.5 16.9 12.4 n.s. 16.0 14.6 n.s. 23.3
2.1 3.4 2.4 n.s. 2.9 1.7 p<0.05
2.1 2.6 4.0 p<0.001 2.0 2.8 p<0.05 4.5
6.1 6.5 6.9 n.s. 7.1 4.9 p<0.001 6.4
3.4 4.6 4.3 n.s. 4.3 3.1 p<0.05 3.9
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2

1) 3.32 .818 n.s.
2) ( < ) 3.06 .876 p<0.1
3) 3.06 .900 n.s.
4) 3.03 .702 n.s.
5) 2.96 .906 n.s.
6) 2.72 .928 n.s.
7)  ( < 2.70 .941 p<0.1
8)        (  > ) 2.64 .903   p<0.01
9) 2.64 .952 n.s.
10)  ( > ) 2.54 1.110   p<0.001
11) 2.49 .984 n.s.
12)  2.21 .944 n.s.

4
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5

2 3
 

 

6 5
 

       b s.e.         b s.e.
-.090 .226 -.082 .340
-.386 .250 -.683 * .328
-.129 .217 -.042 .301
.009 .014 -.023 .018

.445 * .183
.755 *** .203
.773 *** .211
.246 .160
.422 * .179
.180 .205
.470 * .217
.428 * .170

.531 ** .194
.481 * .189

NagelkerkR2 0.01 0.645
-2LL 200 360.8

p>5% p>5%
N 351 351
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7 8
4 2.5

37 10 2
 

 

 

1

 

“

3.44 .601 n.s. n.s. n.s.

3.28 .721 p<0.01 n.s. n.s.

3.22 .792 n.s. p<0.01 n.s.

3.14 .755 n.s. n.s. p<0.01

3.05 .729 n.s. n.s. n.s.

2.98 .820 n.s. n.s. n.s.

2.39 .942 n.s. p<0.01 p<0.001

2.07 .947 n.s. n.s. n.s.

— 74 — — 75 —

ただし，国際化戦略は，分野やガバナンスの満足度で違いがある。自然科学・生命系の外



 
 

” 2

 

 

3-5  

8 10

4

 

10 9 4

1) 3.57 .658 p<0.05
2) 3.20 .836 p<0.05
3) 3.12 .740
4) 3.03 .869

5) 2.99 .878 p<0.001
6) 2.69 1.343
7)  > 2.66 .895 p<0.01
8) 2.64 .820
9) 2.48 .934 p<0.01
10) 2.33 .844
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36
 

 

10 12 3

.789 .063 -.105 .216

 .732 -.075 .043 .086
.662 .037 .128 -.170

 .088 .799 -.092 -.196
 -.015 .743 .081 .103
 -.364 .462 .105 .221
 -.065 -.190 .844 .035
 .142 .288 .776 -.054
 .026 .148 -.155 .795
 .049 -.200 .174 .701

2.32 1.538 1.24 1.033
23.205 15.379 12.4 10.327
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11 12 5

2

1) 2.55 .680
2) 2.55 .574
3)  (  > ) 2.44 .630 p<0.05
4)  (  > ) 2.41 .638 p<0.05
5)    (  > ) 2.29 .708 p<0.05
6)  ( > ) 2.24 .678 p<0.05
7) 2.11 .717
8) 2.10 .685
9) 2.08 .739
10)   ( > ) 2.06 .775 p<0.05
11) 2.01 .746
12)      ( > , > 1.76 .768 p<0.05 p<0.05
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1 36.2
0.843 0.784

0.475
0.582 0.555

0.745 22.9
2

3
0.826 4 15

5 8.3

 .922 -.292 .142 .053 .013
 .699 .101 .107 -.099 .087
 .433 .257 -.172 .320 -.033
 -.137 .845 -.036 .027 .022
 -.078 .813 .107 .036 -.206
 .192 .507 -.003 -.219 .475
 .190 .026 .810 -.091 -.116
 .064 .011 .799 -.008 .015
 -.029 -.061 -.048 .824 .170
 .346 .119 -.102 .584 -.162
 -.219 .095 .469 .544 .142
 .026 -.150 -.053 .179 .928

3.155 1.425 1.195 1.106 1.071
26.26 11.874 9.959 9.217 8.922
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5

 

 

12  

 

 
 

 1979
1982

 

6

Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 Cluster5
Cluster Size 0.362 0.229 0.177 0.150 0.083

78.9 0.843 0.859 0.829 0.456 0.651
21.1 0.157 0.141 0.171 0.544 0.349

38.2 0.216 0.185 0.448 0.985 0.566
61.8 0.784 0.815 0.552 0.015 0.434

6.3 0.092 0.118 0.004 0.001 0.011
20.3 0.290 0.319 0.054 0.020 0.100
42.0 0.475 0.448 0.399 0.276 0.475
31.4 0.143 0.116 0.543 0.703 0.413

5.3 0.001 0.000 0.137 0.000 0.302
11.0 0.033 0.004 0.363 0.004 0.412
42.4 0.582 0.269 0.476 0.288 0.280
41.3 0.384 0.727 0.024 0.708 0.007

8.1 0.160 0.011 0.026 0.082 0.042
42.3 0.555 0.232 0.337 0.488 0.397
49.6 0.285 0.757 0.637 0.430 0.562

13.8 0.238 0.001 0.000 0.007 0.482
48.5 0.745 0.330 0.174 0.588 0.514
37.7 0.018 0.669 0.826 0.405 0.004

BIC=3615.7, df=282, p=0.13, =310
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79

 

 

 

RIHE

 
 

 
 1980  

43  

1984  

 

2005 35  

293-310  

1990
40 5-6 357-387  

2009
81 2/3 431-465  

Houghton,S. & D.Rivers, Eds. . 2013 .Native-Speakerism in Japan, Multilingual 
Matters. 
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A National Survey of Opinion Among Foreign Teachers

at Japanese Universities

Dear Sir or Madam:

The Research Institute for Higher Education (RIHE), founded in 1972 at Hiroshima 

University, is the national center in Japan conducting survey primarily into higher education. 

We would like to ask your cooperation for this project. Considering the importance of 

internationalization of higher education in Japan, we have decided to conduct “A 

National Survey of Opinion Among Foreign Teachers at Japanese Universities”.

This survey will be a major joint research project and its statistical findings will be 

published in our report. As a foreign teacher, your views will be very helpful to us, and 

indeed are essential to the completion of the project. We hope this survey will also lead to a 

better understanding of foreign teachers’ conditions and their status in Japanese Higher 

Education. 

After you have filled out the questionnaire, please use the enclosed envelope and post 

your answer to us directly without using stamps. We hope that you will find the 

questionnaire interesting, and shall be grateful if you could return your completed 

questionnaire to us by Wed., SEP.30, 2015.

I sincerely thank you for your cooperation in advance.

All information obtained is strictly CONFIDENTIAL and only to be used for the purpose 

of this research. If you would like to know more about this study, please feel free to contact 

the research team at the following address.

Yours sincerely,

Masashi FUJIMURA (Project Coordinator, Prof., RIHE)

Futao HUANG (Prof., RIHE)

Hideyuki KONYUBA (Project Assistant, Research Fellow, RIHE)
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Questionnaire

Career and Professional Situation

Qu.1 Please select your disciplinary background. (Check only one)

1 Linguistics 19.1 2
Human 

Sciences
16.0 3 Psychology 1.1 4

Information 

science
5.1

5
Law/

Politics
4.0 6

Business

administration
3.5 7 Mathematics 1.1 8

Medicine/

Dentistry
1.3

9 Economics 4.5 10 Biology  3.2 11 Physics 5.1 12
Pharmacy/

Nursing
0.5

13 Sociology 1.6 14 Chemistry 3.7 15 Engineering 12.0 16
Finearts/

Design
2.4

17 Education 10.9 18 Life Sciences 1.3 19 Agriculture 1.3 20 Other: 2.4

Qu.2 Is Your disciplinary background the same as your academic field you teach?

1 almost the same 66.5 2 slightly different 25.5 3 different 8.0

Qu.3 How many courses are you currently teaching per term?(including other 

institutions) If you teach omnibus courses with other faculties, please divide 

the courses by number of teachers in charge.

Lecture

(Course 

Number)

(Registration

Number) Laboratory/

Experiment

Instruction 

of thesis/

research

Less 

than50

50 100 More 

than 

100

Seminar

a) General 

/Liberal Education 

3.5 1.7 3.2 1.6 1.5 2.1

b) Specialized 

Education      

1.9 1.9 1.5 1.5 1.2 1.9

c) Graduate courses 1.5 2.4 1.4 1.5 1.4 2.0

c) Graduate courses 1.5 2.4 1.4 1.5 1.4
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Qu.4 How long have you been employed at the current institution?

1
Under 3 years

2
4 to 9 years

3
10 to 15 years

4
16 to 20 years

5
Over 20 years

18.4 39.3 21.7 13.1 7.5

Qu.5 What is your academic rank?
1 Professor         31.2 2 Associate professor 42.1
3 Assistant professor  12.0 4 Lecturer 8.8
5 Assistant            0.3 6 Visiting Professor 1.1

7 Part-time lecturer    0.3 8 Other:specify 4.3

Qu.6 Please indicate your highest qualification. [Check only one]

a) First degree

(Bachelor degree)
1.3

b) Second degree

(Master degree)
25.3

c) Third degree

(Doctoral degree: Ph.D.)
73.4

Qu.7 What is the condition of your current employment contract at your institution? 

[Check only one]

1 Permanently employed 61.8

2 Fixed-term employment without permanent/continuous employment prospects 19.1

3 Fixed-term employment with permanent/continuous employment prospects 19.1

Qu.8 Is your post restricted to foreigners? [Check only one]

1 Yes 17.3 2 No 73.1 3 Don’t know 9.6

Qu.9 What is your status as a faculty meeting (ky jukai) member at your 

institution?
1 A full voting member 68.6 2 A partial voting member 5.1

3 A non-voting member 5.9 4 An observer 5.4

5 Other: 15.0

Qu.10 How were you recruited by your current institution? [Check as many]

1 By applying directly to the institution (public or international advertisement of a post) 64.2

2 Through personal contact 34.7

3 Through an intermediate agency 1.1

— 84 — — 85 —



 
 

Qu.11 Why have your decided to teach / do research at a university in Japan?

Strongly 

agree

agree disagree Strongly 

disagree

Not 

Available

51.5 39.3 5.6 3.1 0.6 a) academic or professional reasons
39.4 44.8 10.3 4.0 1.4 b) fondness for Japanese life and culture

7.5 919.7 23.2 40.9 8.7 c) difficulty of finding employment in 
home country

9.6 29.5 28.7 26.3 5.8 d) better living conditions than home 
country

19.9 40.4 9.0 17.2 13.6 e) chance
47.4 12.4 0.0 2.1 38.1 f) other:                               

Qu.12-1 Please describe your level of proficiency in Japanese. 

[Check one in each row]

Very good Good Average Poor Don’ t Know

42.7 32.8 14.7 9.9 0.0 a) speaking
44.4 30.1 16.9 8.3 0.3 b) aural comprehension
32.3 23.7 19.9 23.7 0.5 c) reading 
24.5 18.3 19.7 36.7 0.8 d) writing

Qu.12-2 Does this affect your ability to teach? [Check only one]

Strongly agree agree disagree Strongly disagree Don’t Know

26.9 24.2 23.9 22.6 2.4

Qu.12-3 Does this affect your ability to research? [Check only one]

Strongly agree agree disagree Strongly disagree Don’t Know

24.0 22.9 27.5 23.7 1.9

Qu.13 Which language do you (primarily) employ? [Check only one]

a) In teaching 50.0 English 27.5 Japanese 18.7 Multi-lingual 3.7 Other:

b) In research 56.2 English 14.1 Japanese 27.3 Multi-lingual 2.4 Other:
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Qu.14 Regarding your own preferences, do your interests lie primarily in teaching or

in research? [Check only one] Check only one [Check only one] [Check 

only one]

1 Primarily in teaching 10.7 2 In both, but leaning towards teaching 28.8

3 In both, but leaning towards research 47.2 4 Primarily in research 13.3

Qu.15 How would you rate your overall satisfaction with your work condition?

[Check one in each row]

Strongly 

satisfied

satisfied dissatisfied Strongly 

dissatisfied

Don’t

Know

35.5 37.9 20.0 5.1 1.6 a) Teaching load / course assignment

30.1 43.5 17.9 8.3 0.3 b) Relationship with colleagues

49.3 37.3 9.1 4.3 0.0 c) Autonomy and independence

22.6 26.1 21.2 22.6 7.3 d) Prospects for promotion

16.5 42.4 27.5 12.3 1.3 e) Salary

14.7 36.5 24.8 19.7 4.3 f) Departmental leadership

8.8 27.3 33.4 25.7 4.8
g) Management/ Government of the 

institution

35.5 41.9 14.4 7.5 0.8 h) Location of the institution

21.2 36.6 28.3 11.5 2.4 i) Support for research activities

20.3 35.2 30.4 13.1 1.1 j) Administrative support

19.8 43.0 23.0 12.6 1.6 k) Technological infrastructure

23.5 57.3 15.5 2.4 1.3 l) The job as a whole

Qu.16 How would you rate the following benefits available to you at this institution?

Excellent Good Fair Poor Not 

Available

10.4 31.1 31.3 11.7 15.5 a) Retirement arrangement

8.1 15.7 18.1 27.0 31.1 b) Paid sabbatical leaves

14.8 28.8 31.7 22.8 1.9 c) Research and travel funds

14.8 44.1 27.2 9.9 4.0 d) Other fringe benefits (e.g., medical, 
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insurance, life insurance, housing, nursery)

Qu.17 Considering all your professional work, how many hours do you spend in a 

typical week of an academic session on each of the following activities? [If 

you are not teaching during the current academic year, please skip the first 

item.]

19.4

a) Teaching (preparation of instructional materials and lesson plans, classroom 

instruction, advising students, reading and evaluating student work including other 

institutions)

15.5 b) Research (reading literature, writing, conducting experiments, fieldwork)

2.4 c) Fund raising (application for research funds)

2.5 d) Service (services to clients and/or patients, consulting, public or voluntary services)

6.2 e) Administration (committees, department meetings, paperwork)

3.8
f) Other academic activities (medical consultation, professional activities not clearly 

attributable to any of the categories above)

Qu.18 In general, how do you feel about Japanese students in your class?

     (Check one in each row)

Strongly

Agree

Agree Disagree Strongly

Disagree

Don’t

Know

31.3 53.9 6.2 0.8 7.8 a) Most students in my class are generally 
satisfied with my way of teaching.

4.1 27.7 43.8 18.1 6.3 b) Japanese students are willing to make 
their own judgment.

16 24.5 36.1 16.0 7.3 
c) Because Japanese students attend too 

many courses per week, It is hard to give 
students assignments.

33.9 45.3 13.3 4.1 3.5 d) Japanese students are generally gentle 
and reserved.

51.1 44.6 2.4 0.3 1.6 e) In general, I get on well with my students.

— 88 — — 89 —



 
 

Qu.19 During the past three years at your department, how frequently has the 

following occurred? (check one in each row)

Frequently Occasionally Rarely Never Don’t

Know

26.7 32.9 19.8 15.8 4.8 a) International conferences / seminars

50.5 26.7 15.8 5.3 1.6 b) Enrollment of foreign students
39.6 32.9 19.3 5.3 2.9 c) Study abroad of your students

Qu.20 We would like to learn more about your views toward internationalization in 

HE in Japan

Strongly

Agree

Agree Disagree Strongly

Disagree

Don’t

Know

9.6 24.3 26.7 14.7 24.6

a) It can be expected that the 37 universities 

adopted by the Top Global University 

Project will double the numbers of foreign 

faculties during the next decade.

48.0 44.5 4.5 0.3 2.7

b) Japanese universities should do more to 

promote student and faculty mobility from 

one country to another.

33.7 45.2 15.2 1.9 4.0
c) The curriculum at this institution should be 

more international in focus.

25.3 44.5 17.3 4.8 8.0

d) This institution should introduce more 

double (joint) degree programs with 

foreign countries.

40.6 40.9 12.3 2.9 3.2
e) Japanese universities should (do more to) 

increase courses taught in English.

8.0 19.6 33.0 29.5 9.9

f) Increasing the number of English-taught 

courses by Japanese faculties will reduce 

the quality of education.

20.9 52.9 8.3 4.3 13.6

g) Increasing the number of English-taught 

courses by Japanese faculties who 

acquired a Ph.D. degree at foreign 

universities is a deliberate strategy for 

improving internationalization.

— 88 — — 89 —



 
 

37.3 42.6 7.0 2.4 10.7

h) Increasing the number of foreign faculties 

will reinforce the competitiveness of 

Japanese universities. 

Qu.21 At my university there is… (Check one in each row)

Strongly 

agree

agree Disagree Strongly 

disagree

Don’t

Know

26.1 36.8 25.3 9.9 1.9 a) A strong emphasis on internationalization

5.7 31.3 36.1 21.3 5.7
b) Good communication between 

management and academics

38.1 34.6 16.6 4.3 6.4 c) A top-down management style

6.2 36.3 34.4 14.0 9.1 d) Collegiality in decision-making processes

16.9 31.6 32.4 13.9 5.1
e) A strong orientation toward research 

performance

35.2 34.7 20.7 4.8 4.6 f ) A cumbersome administrative process

2.1 21.2 27.9 34.3 14.5
g) A professional development program for 

individual faculty members

Qu.22 Please indicate your views on the following statements:

(Check one in each row)

Strongly 

agree

agree Disagree Strongly 

disagree

Don’t

Know

30.6 34.3 19.3 4.3 11.5

a) Because, in Japanese universities, the 

ratio of foreign faculties is 4.0% of the total

faculty, the Japanese academic 

marketplace seems to be closed to foreign 

faculties.

29.5 38.3 19.0 5.9 7.2
b) Japanese faculty members regard foreign 

faculties as temporary visitors.

17.0 35.3 34.8 8.1 4.3
c) In general, Japanese faculty members are 

indifferent to foreign colleagues.

60.8 27.4 4.0 1.3 6.2
d) Foreign faculty members should have the 

same voting rights as Japanese 
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colleagues in university committees.

7.3 30.4 38.2 15.3 8.9
e) My impression of Japanese colleagues is 

that they are enthusiastic about teaching.

15.5 38.1 26.0 10.2 10.2
f) Japanese faculty members are generally 

research-oriented.

27.9 42.1 14.5 1.6 13.9
g) Japanese faculty members are generally 

lenient with the evaluation of students.

14.0 27.4 32.5 12.6 13.4

h) In Japanese university, there is too much 

emphasis on research outcome for the 

promotion/ recruitment.

11.3 48.4 25.8 9.9 4.6
i) Administrative staff as well as faculty is 

supportive of foreign faculties.

39.1 40.2 10.2 4.8 5.6
j) I would be happy to continue teaching/

research here for the long term.

Qu.23 Thinking about staying on Japan, how important are the following 

considerations? (Check one in each row)

Very

important

Fairly

important

Not so

important

Don’t

Know

31.5 47.3 20.7 0.5 a) An increase in salary
49.1 42.0 7.9 1.1 b) Resources for research

30.8 44.9 23.8 0.5 c) Academic reputation of the institution/
department

37.0 47.8 13.8 1.4 d) Academic cooperation among colleagues 
here

28.5 51.2 18.4 1.9 e) Participation in the decision-making 
process

20.1 33.6 43.4 2.7 f) Reduction of teaching load
32.2 37.9 26.8 3.0 g) Reduction of administrative load
50.8 40.6 7.5 1.1 h) Work- life balance
42.8 40.1 14.4 2.7 i) Prospect of promotion
58.3 36.0 4.0 1.6 j) Pension rights and retirement benefits
57.2 20.4 9.4 13.0 k) Children’s future
27.6 44.3 26.8 1.4 l) Location of the institution
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Personal Background

Qu.24 If you don’t mind, please tell us about the institution where you are employed.
(We use the name of the university for classification, so we do not report it by 
the individual name.)

a) Name of the Institution:                              

b) I belong to: 1.Faculty 62.2 2. Graduate school 24.4 3. Cooperative/joint 

facilities (center, et.al.)

13.5

c) 1. National 76.6 2. Public 10.1 3.  Private 9.6

Qu.25 Your gender

1 Female 25 2 Male 75

Qu.26 Your current age group

1
29 years old or 

younger  
0.0 2 30 - 39 years old  17.5 3 40 - 49 years old 38.5

4 50 - 59 years old   34.0 5
60 years old or 
older 

10.0

Qu.27 Have you ever been employed in one of the following types of Institutions?

Yes No

60.8 39.2 a) A different university or college in Japan
63.1 36.9 b) A university or college outside Japan
26.0 74.0 c) Local, national or international government agencies
11.4 88.6 d) Technical (vocational) school in Japan (senmon gakk )
22.0 78.0 e) Primary, secondary, or high school in Japan

Qu.28 Prior to current employment, how many years did you spend in Japan?

10.4 0 year 21.9 1 to 5 years 29.4 6 to 9 years 38.2 over 10 years

Qu.29 Please select the region in which your home country is located.

17.8 East Asia 8.4
Other 

parts of 
Asia

34.1 Europe 27.6
North 

America

1.9
South 

America
5.4 Australia 4.9 Other

Qu.30 What is your familial status?

Married / living with a partner 87.0 Single 13.0
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Qu.31-1 Do you have any children living with you?

Yes, 1 child 26.2 Yes, 2 children 26.5
Yes, 3 or more

children
6.3 No 41.0

Qu.31-2 Is your spouse or partner Japanese?

Yes 61.6 No 38.4

Qu.32  What type of housing do you have now, and what type of housing would

you prefer?

Have now would prefer

78.1 21.9 a) Accommodation of your own 

77.8 22.2 b) Accommodation for staff (Japanese and foreigners)

75.6 24.4 c) Private accommodation

29.7 70.3 d) Purpose-built foreign faculties’ residence
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a) What do you like most about Japanese universities, and why? 
b) What do you like least about Japanese universities, and why? 

 
 
1. a) b) 

 

50  

 
2. b) 

  

( 50  ) 

 
3. a) 

b)

 

30  

 

4. a) 

b) 

40  

 
5. a)

b)

 

50  

 
6. a)
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b)

 

50  

 
7. a)

b)

 

 40

 

 
8.

 

50  

 
9. a)

b)

 

50  

 
10. a)

b)

 

40  

 
11.  a)

b)
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50  

 
12.  a)

  

b)

 

 40  

 
13.  a)

 

b)

 

40  

 
14. a) .

 

50  

 
15. a)

b)

10

10

 

40

 

 
16. a)

b)

 

EFL 50  

 
17. a)

b)

50  

 
18. a)

— 96 — — 97 —



 
 

 

b)

 

40  

 
19. b)

 

30  

 
20. a) b)

 

50  

 
21. a)

b)

 

60  

 
22. a) b)

40  

 
23. a)

 

40  

 
24.

 

40  

 
25. a)

b)

— 96 — — 97 —



 
 

6 /  

50  

 
26. a)

b)

 

50  

 
27. a)

b)

 

60  

 
28. a)

b) 

Bureaucracy

Top-Down  

40  

 
29. a)

b)

 

30  

 
30. b)

 

40  

 
31. a)
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b)

 

40  

 
32. a)

b)

 

 40  

 
33. a)

b)

 

50  

 
34. a)

4 5

b)

3 5

 

60  

 
35. a) b)

50  

 
36. a)

b)

 

30  

 
37. a)

b)

 

60  

 
38. b)  
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 50  

 
39. a)

b)

 

40  

 
40. a)

 

b)

 

30  

 
41. a)

40  

 
42. a) b)

 

40  

 
43. a)

b)

 

40  

 

44. a)

b)

5

 

40  

 
45. a)

b)

 

ESL 50  

 
46.  a) 

b) 

 

40

 

 
47. a)

b)

 

50  

 
48. a)
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b)TOEIC

 

Geochemistry 40  

 
49. a)   

50  

 
50. a)

b)

40  

 
51. b)

 

40  

 
52. a)

b)

30  

 
53. a)

 

50  

 
54. a)

b)

 

40  

 
55. a) b)
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30  

 
56. a)

b)

30  

 
57. a)good pan? 

b)

 

50  

 

58. a)

b)

 

40  

 
59. a)

 

b)

 

50  

 
60. a)

b)

 

50  

 
61. a) b)

 

50  

 
62. b)

 

50  
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63. a)

b)65

 

60  

 
64. a)

 

40  

 
65. a)

 

40  

 
66. a)

b)

 

30  

 
67.  a) 

  

b) 

 

 30  

 
68. a)

b)

4

 

30  

 
70. a)

b)

 

40  

 
71. a)

b)
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50  

 
72. a)

b)

 

40  

 
73. a)
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第 3部 

 

機能別分化・統合の国際的動向 



米国大学の機能別分化に関する検証 
－機能別分化指数（Allocation Parity Index）の導入－ 

 
安部 保海（広島大学）・渡邉 聡（広島大学） 

 

1. はじめに 

 本稿は，これまでの戦略的研究プロジェクトシリーズ VII，VIII（安部・渡邉，2013， 2014）
及び Abe & Watanabe（2015）をとおして分析をおこなってきた大学の財源配分スキーム

と機能別分化に対する影響に関する分析結果を踏まえて，数理モデルによる理論的枠組み

を超えて，アメリカ連邦教育省による高等教育データ（IPEDS）をもちいることにより数

理モデルの検証を試みたものである。教育，研究，社会貢献等，各大学が重視するミッシ

ョンや大学が持つ機能のベクトルを，機能別分化指数（Allocation Parity Index）を導入

しデータにあてはめることで，指数の妥当性を検証すると同時に，米国大学における機能

別分化の度合いとその推移を計測する。 
 
2. 理論的枠組み 

 まず，�分野運営している大学の総プレステージ 1 が，各分野の部分プレステージ

��(��)(� � � � �)をもちいて 

� ����(��)
�

���
 

で与えられ，次年度に大学が受け取れる財源は本年度の部分プレステージに依存した形

�(��� ��� � � ��)（以下�(��)と表記する）によって決定され，
��
���

(��) > 0であると仮定する。

さらに大学は，与えられた財源�のもと各年度の配分を 

Π � �(��) � � 

で定義されるΠが最大になるように定めるとする。つまり大学は総プレステージだけでな
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く，次年度受け取れる財源も可能な限り大きくなるような配分を定めると仮定する。この

とき１階の極値条件は1 ≤ �, � ≤ � に対し 

� =���
�

���
 

且つ， 

�� ��
���

(��) � �(��)�
���
���

(��) = �� �����
(��) � �(��)�

���
���

(��) 

と書き換えられる。 
 次に，大学の機能別分化を議論するため，�分野を持つ大学の機能別分化の度合いを示

す機能別分化指数Θを以下の式で導入する。 

Θ = 1	–	 2
�	– 1

∑ �������
∑ ����

																																																																(1) 

Θは0 ≤ Θ ≤ 1であり，全ての��が等しい場合にΘ=0，一つの分野以外の部分プレステージ

が全て 0 の場合Θ=1 となり，この値が 1 に近いほど大学の機能別分化が進んでいるとみな

すことができる 2。 
 本稿では，(1)式で導入した機能別分化指数（Allocation Parity Index:	Θ）をもちいて，

カリフォルニア州の 2 州立大学システム（カリフォルニア大学及びカリフォルニア州立大

学）とニューヨーク州立大学システム及びニューヨーク市立大学システムにおける教育，

研究，社会貢献の三機能がどのように推移してきたかを検証する。 
 
3. データ 

 機能別分化指数Θの妥当性の検証及び大学の機能別分化の推移に関するデータ分析には，

アメリカ連邦教育省（US Department of Education）National Center for Education 
Statistics (NCES)によるIntegrated Postsecondary Education Data System (IPEDS)を
もちいた。具体的には，各大学がGovernmental Accounting Standards Board (GASB) 
Statement Number 34 and Number 35 (GASB34/35)に則して報告し，財務データに含ま

れる教育（“Instruction-Current year total”），研究（“Research-Current year total”），社
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会貢献（“Public service-Current year total”）の歳出に関する変数をFY2002（大学によ

ってはFY2003）からFY2014まで抽出し分析にもちいている。各変数に関する定義につい

ては表１に記す。 
 

表1. 分析にもちいたIPEDSデータの教育，研究，社会貢献に関する財務変数 

変数 変数の定義及び詳細説明
 
 
 
Instruction – 
Current year 
total 

Total expenses is the sum of all operating expenses associated with the 
colleges, schools, departments, and other instructional divisions of the 
institution and for departmental research and public service that are not 
separately budgeted. This would include compensation for academic 
instruction, occupational and vocational instruction, community 
education, preparatory and adult basic education, and remedial and 
tutorial instruction conducted by the teaching faculty for the institution's 
students. 

 
 
 
Research – 
Current year 
total 

Total expenses is the sum of all operating expenses associated with 
activities specifically organized to produce research outcomes 
and commissioned by an agency either external to the institution or 
separately budgeted by an organizational unit within the institution. The 
category includes institutes and research centers and individual and 
project research. This function does not include non-research sponsored 
programs (e.g., training programs). 

 
 
 
Public service – 
Current year 
total 

Total expenses is the sum of all operating expenses associated with 
activities established primarily to provide non- instructional 
services beneficial to individuals and groups external to the institution. 
Examples are conferences, institutes, general advisory services, reference 
bureaus, and similar services provided to particular sectors of the 
community. This function includes expenses for community services, 
cooperative extension services, and public broadcasting services. 

出展: Integrated Postsecondary Education Data Systems (IPEDS) Data Center, National Center 
for Education Statistics. https://nces.ed.gov/ipeds/datacenter/Default.aspx. 
 
 本分析では，たとえばカリフォルニア大学システム（The University of California 
System）に属するキャンパス（たとえばバークレー校）の強み・弱みを，その機能（たと

えば研究活動）に対する配分額のUCシステム全体に占める配分率から決定している。す

なわち，A大学とB大学の研究力を比較する場合，A大学に配分された研究経費

（“Research-Current year total”）を���������� とし，B大学に配分された研究経費を����������

とすると，A大学の研究優位性は���������� = ����������

���������� ����������� とする割合としてあらわされ，

その機能の評価値として(1)式にあてはめる。 
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3. データ分析 

3. 1 ニューヨーク市立大学（CUNY）とニューヨーク州立大学（SUNY）キャンパスにおける

機能別分化 

 先述の IPEDS データの財務変数をもちいて，ニューヨーク市立大学（CUNY）キャン

パスにおける機能別分化の度合いの推移を，(1)式に示した機能別分化指数Θをもとに計測

する。CUNY システムには，11（Baruch College, Brooklyn College, The City College of 
New York, Hunter College, John Jay College of Criminal Justice, Lehman College, 
Medgar Evers College, New York City College of Technology, Queens College, York 
College）の四年制大学（シニア・カレッジ）があり，ここではその一キャンパスであるメ

ドガー・エヴァーズ校（Medgar Evers College）における教育，研究，社会貢献の三機能

の変化を例に分析結果をみてみる。 
 図１に示されるように，FY2002 にメドガー・エヴァーズ校がニューヨーク市から配分

された教育（4.09%），研究（2.24%），社会貢献（5.09%）に係る運営費配分額にはそれほ

ど大きな違いはなかった。これはすなわち，三機能の減り張りがあまりなかった状態であ

ったことを意味しており，Θ=0.13 という低い機能別分化指数にもあらわれている。これが

FY2014 までには三機能の分化が進み（Θ=0.71），特に社会貢献に係る経費については

CUNY システム全体の 17.3 パーセントが配分されており，メドバー・エヴァーズ校にお

ける社会貢献に関する機能が，分析対象とした12年間に急速に強化されたことがわかる。

これに対して，研究資金は CUNY システム全体の 2.24 パーセントから 0.96 パーセントの

配分率にまで低下し，研究機能は低下している。また，教育に係る財源についても FY2002
の 4.09 パーセントから概ね横ばいを続けており，相対的にも社会貢献機能の強化が際立っ

ていることがわかる。 
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図1. CUNY-Medgar Evers Collegeにおける財源配分（割合）の推移 

 次にニューヨーク州立大学（SUNY）システムの一校であるオールバニ校の財務変数に

基づき，SUNY-Albany における教育，研究，社会貢献の三機能の変化についてみてみる。

FY2003 のオールバニ校に対する社会貢献に係る配分額は，SUNY システム全体の配分総

額の 12.7 パーセントであったのに対し，FY2014 にはその三倍近くにあたる 35 パーセン

ト をオールバニ校が獲得している。研究機能についても，15.5 パーセント（FY2003）か

ら約三倍の 47.1 パーセントに増加しており，SUNY システム全体の中でのオールバニ校

における研究及び社会貢献のミッションが相対的に強化されたことがわかる。これに対し，

教育経費配分割合についてみてみると，分析対象期間をとおして 7〜8 パーセントと横ば

いに推移しており，SUNY システム内のオールバニ校の教育機能に相対的な変化がなかっ

たこと示している。重点するミッションの変化は，機能別分化指数としても明確にあらわ

れており，Θ=0.10（FY2003）から 0.35（FY2014）まで急激に上昇している。 
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図2. SUNY-Albanyにおける財源配分（割合）の推移 

3. 2 カリフォルニア州立大学（CSU）キャンパスにおける機能別分化 

 カリフォルニア州立大学の一例として，同じ IPEDS の財務変数をもとにカリフォルニ

ア州立大学チコ校（California State University-Chico）における重点機能の度合いとそ

の推移をみたものが図 3 である。FY2003 では，カリフォルニア州立大学システム全体に

占めるチコ校への研究（1.84%）及び社会貢献（0.35%）経費配分割合は，教育（4.35%）

に係る配分割合に比べて低く，カリフォルニア州立大学システムにおけるチコ校の役割と

しては，主に学部教育の機能が相対的に強かったことが窺える。これが FY2014 には，シ

ステム全体に占めるチコ校への配分額が，教育（3.76%），研究（2.48%），社会貢献（2.57%）

となっており，依然として教育への配分割合が最も高い状況ではあるものの，三機能間の

減り張りが薄まっていることがわかる。これらの変化は，機能別分化指数にもあらわれて

おり，Θ=0.50（FY2003）から 0.05（FY2014）まで，その値が十分の一まで低下しており，

カリフォルニア州立大学チコ校の三機能の推移が，機能別分化とは逆のベクトルに動いている

ことがわかる。 
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図3. CSU-Chicoにおける財源配分（割合）の推移 

3. 3 カリフォルニア（UC，CSU）及びニューヨーク（CUNY，SUNY）の公立大学システム内

の機能別分化 

 ここまでニューヨーク市立大学メドガー・エヴァーズ校，ニューヨーク州立大学オール

バニ校，カリフォルニア州立大学チコ校の教育，研究，社会貢献に関する財務変数をもち

いて，各大学における重点機能（強みと弱み）の推移をみてきたが，カリフォルニア大学

（University of California）システム及びカリフォルニア州立大学（California State 
University）システムを擁するカリフォルニア州と，ニューヨーク州立大学（State 
University of New York）システムを持つニューヨーク州，これらの州立大学と同様に多

くのキャンパスを抱えるニューヨーク市立大学（City University of New York）システム

といった各公立大学システム内での機能別分化はどのように進んできただろうか。本稿で

導入した機能別分化指数をもちいて，各公立大学システムの機能別分化の推移をみたのが

図 4 である。 
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図4.UC, CSU, CUNY, SUNY システムの機能別分化の推移 

 
 上図からも明らかなように，分析対象とした FY2002 から FY2014 の 12 年間に，カリ

フォルニア州立大学（CSU）システムの機能別分化指数は著しく低下している。これは 23
校に分かれるカリフォルニア州立大学キャンパスの多くが，教育，研究，社会貢献の三機

能全てを均等に強化してきたことを意味しており，たとえばこれまで教育を重視してきた

キャンパスであれば，研究と社会貢献機能の強化が進展していることを意味する。さらに

カリフォルニア大学（UC）システムでも，僅かではあるが機能別分化指数は低下してお

り，医学系大学院大学であるサンフランシスコ校を除いた 9 校における UC キャンパス間

の「均質化」の傾向がみられる。 
 これに対して，ニューヨーク州立大学（SUNY）システムの機能別分化指数は微増であ

るものの上昇傾向を示しており，SUNY システムに属する大学（キャンパス）間の機能が

分化傾向にあることがわかる。またニューヨーク市立大学（CUNY）の分化指数にも漸増

の傾向がみられ，Gumport & Bastedo（2001）が指摘するように，競争的資金配分スキ

ームではなく，各大学が自発的に自らの強み・弱みに応じて予算要求する取り組みが功を

奏した結果であると解釈できるのかもしれない。 
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4. 結論 

 本稿では，これまでの数理的モデルによる分析結果を踏まえて，各大学機能の分化度合

いを測定する機能別分化指数を導入し，アメリカのデータをもちいてその妥当性の検証と

アメリカにおける公立大学システム毎の機能別分化の推移をみた。本分析から，機能別分

化指数の妥当性が確認されたといえる。今後は，財源配分スキームによる大学の機能別分

化への影響に関する分析に活かせるものと期待する。 
 
【注】 

1. これまでの前提（安部・渡邉，2013, 2014）と同様に，大学は教育，研究，社会貢献

等といったミッション，役割，機能を同時に抱えるエンティティであり，これらの活

動をとおして得られる社会的評価を総合的に捉えた総プレステージ（“institutional 
prestige”）の最大化する目的とする，と定義付ける教育経済学（Baumol et al., 1982; 
Brewer et al., 2001; Cohn et al., 1989; Cyrenne and Grant, 2009; Massy, 1996; 
Melguizo and Strober, 2005）の理論をベースとする。 

2. �� = (��,… , ��)を�次元ベクトルとみなし、�とすべての要素が 1 であるベクトル

(1, … ,1)とのなす角度をΘとすると、Θ = �
���� sin�Θである。 
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フランスにおける大学の連携・統合と機能別分化

─　大型競争的資金と地方分権との関わりに着目して　─

大場　淳　

1. はじめに

　伝統的にフランスの大学政策においては，入学試験を課さない開放入学制や極めて低

額な学生納付金の設定 1，可能な限り多くの者の通学を容易にする大学配置（ carte uni-

versitaire）といった機会均等や平等性を尊重する方策が重視されてきた。高等教育の機

能別分化は，大学制度からの逸脱を認める特別高等教育機関（grand établissement）2，

商業学校や技師養成校等のグランド・ゼコール，高等学校に付設されたグランド・ゼコ

ール準備級（classe préparatoire aux grandes écoles: CPGE）や上級技手養成課程（sec-

tion de technicien supérieur: STS）等の多様な機関の設置によって図られてきた。

　こうした性格を有するフランスの高等教育制度ではあるが，知識基盤社会における研

究大学の重要性，留学生獲得や世界大学ランキング等に見られるような大学間国際競争

の展開，それに伴う機関の国際認知度（visibilité internationale）向上の必要性等を踏ま

えて，同国においても大学の「機能別分化」（différentiation fonctionnelle）の議論が行

われるようになっている。例えば，大型の競争的資金に基づく「卓越（研究）大学（uni-

versité d’excellence (de recherche)）」の形成，あるいは学士課程を担当する教育に特化

した大学（collège universitaire）への一部大学の転換又はその設置といった提案が見ら

れる。このような提案は多くの者の支持を得るには至っておらず，2012年に政権に就い

た社会党政権下で高等教育・研究に関する新たな法律制定の検討に当たった高等教育・

研究全国検討会議（Assises de l’Enseignement supérieur et de la Recherche）において

は様々な議論が展開されて一定方向の結論を得るには至らなかった。

　このような状況を踏まえて，機能別分化に関する政府の立場は微妙である。 2015年に

同国政府が取りまとめた高等教育国家戦略（Stratégie nationale de l’enseignement su-

périeur:  StraNES＝Comité pour la stratégie nationale de l’enseignement supérieur,

2015）は，高等教育にかかる社会正義と教育研究の質は国と地方公共団体の連携及び機

関間の協力で担保するとしつつ，進学の機会均等並びに地域間の均衡等の条件が備わっ

ていれば，「熟慮の上の専門分化（spécialisation raisonnée）」を妨げるものではない

と言う。一定の条件の下で機能別分化を容認するものと受け止められよう。

　政府の政策において機能別分化は，大型競争的資金の配分と統合・連携の推進の下で
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行われている。これらは大学のみならず大学外の機関をも巻き込みつつ，州（région，

「地域圏」とも訳される）の再編といった地方分権の在り方の見直しと並行して進めら

れており，高等教育制度全般の改革に繋がっている。本稿では，大学間連携・統合に焦

点を当て，競争的資金と地方分権にかかる政策も視野に入れつつ，フランスの大学の機

能別分化についての検討を行う。

2. 大学間連携・統合の推進

　大学の連携・統合は以前から進められているが3，2013年の高等教育・研究法（Loi re-

lative à l’enseignement supérieur et à la recherche）の制定以後その動きが加速されて

いる。同法以前の連携の枠組みとして，2006年の研究計画法（Loi de programme  pour

la recherche）で規定された研究・高等教育拠点（pôle de recherche et d’enseignement

supérieur: PRES）があったが4，高等教育・研究法によって新しい枠組み（後述の CO-

MUE）に置き換わるまで全国 27地区に PRESは設置された。また，一部の地域で大学

統合が行われ，ストラスブール大学（2009年，ストラスブール），エクス＝マルセイユ

大学（2012年，エクサンプロバンス及びマルセイユ），ロレーヌ大学（2012年，ナンシ

ー及びメス）が設置された（括弧内は設置年と従前の大学の設置都市（郊外を含む））。

　高等教育・研究法は，統合に加えて連携の枠組みとして，大学・高等教育機関共同体

（communauté d’universités et établissements: COMUE）と連盟体（association）の二

つを規定している。統合に参加しない高等教育省5所管の全ての高等教育機関は，原則と

して地域毎に選択する連携の枠組みの下に入らなければならない。両者とも大学を中心

とする連携の枠組みであるが，前者は大学と同じ法人格である学術的・文化的・職業専

門的性格を有する公施設法人（établissement public à caractère scientifique, culturel et

professionnel: EPSCP）で，後者と比べて機関間の連結が強い集合体（regroupement）

を構成する枠組みである6。

　これらの連携・統合の動きと並行して大型競争的資金が政府によって提供され，個別

の機関ではなく主として PRESや COMUE，特に統合した大学を中心とした集合体が優

先的に採択されてその恩恵に与ってきた。こうした競争的資金の代表的なものとしてキ

ャンパス計画（Opération Campus），それに続く先導的卓越事業（Initiative d’excel-

lence: IDEX）があるが，当該資金獲得を目的として大学間連携・統合が一層促進されて

いる。実際採択された計画の多くは統合された乃至予定する大学のもので，それ以外の

計画においても大半が企画書において統合に言及している（Musselin & Dif-Pradalier,

2014）その結果，フランスは欧州の中でも高等教育機関の統合が最も多い国となってい

る7。

　COMUE及び連盟体は 2015年までに合計 25組織が設置された。大半の集合体（20）
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は設置形態として COMUEを選択し，連盟体は 5地区で設置されたに止まった。その配

置は図 1の通りである。COMUEが大半を占めたのは，従前の PRESがCOMUEに置き

換えられることが法律で決められていることや IDEX獲得を目指したことが背景にある。

連盟体は，ストラスブールやエクス＝マルセイユ，ロレーヌなど，統合された大学があ

る地域で多く採用された。多くの大学が存在し，その組み合わせは自由とされたイル＝

ド＝フランス（パリ及びその周辺）では，全ての集合体が COMUEを採用した。また，

COMUEが大学と同じ法人格である EPSCPを有していることを前述したが，図 1に示

される通り，シャンパーニュ（Champagne）やブルゴーニュ・フランシュ＝コンテ

（Bourgogne Franche-Comté）など，COMUEの名称に「大学（université）」を冠し

ているものが複数存在する。連携組織としてではなく，集合体が一つの大学として認知

されることを意図している様子が窺える。

出典：MERS, Dossier de presse de la rentrée universitaire 2015

図 1　高等教育機関の集合体（連盟体と COMUE）の設置状況（2015年 9月現在）

　大学・高等教育機関間連携は政府の主導によって推進されているが，それについての

政府の考え方は 2015年に策定された前述高等教育国家戦略（StraNES）において明瞭に
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示されている。StraNESは，大学・高等教育機関間連携について，①大学と大学外の高

等教育機関，大学と研究推進組織（CNRS等），大学と学生支援組織（CROUS等）の分

断を解消する，②大学等間の連携を推進し，資源の共有化を図るとともに，教育・研究

活動についての調整を行う，③地方分権の文脈において，地方公共団体と大学等の連携

を推進し，地域間の均衡に配慮しつつ，整合性のある高等教育・研究活動を推進する，

④大学間の国際競争が熾烈化する中で，大学の国際的認知度を向上するといった目的を

示している。④に関連して，COMUE は“université fédérale”（連合大学）と位置付け

られ，積極的に「大学」として国際的知名度を高めることが期待されている。

　StraNESは競争的資金の活用についても幾つかの方針を示している。従来から集合体

を対象として提供されている大型競争的資金については，それぞれの強みと戦略に基づ

いて，全ての集合体が計画を申請することとしており，機能別分化を促すような方向性

が示されている。

3. 高等教育・研究法制定以降の大学統合

　2013年の高等教育・研究法制定以降，最初に設置されたのはボルドー大学（2014年）

である。2014年 7月時点で，モンペリエ（モンペリエ 1及び 2），グルノーブル（グル

ノーブル 1～3），レンヌ（レンヌ 1及び 2），クレールモン＝フェラン（クレールモン

＝フェラン 1及び 2），イル＝ド＝フランス（パリ 8及びパリ 10並びにパリ 12及びマル

ヌ＝ラ＝バレの 2件），リル（リル 1～3）で統合についての検討が進められていた

（Stromboni, 2014）。これらのうち，2015年 1月にモンペリエ大学が設置され，翌

2016年 1月にはグルノーブル・アルプ大学（Université Grenoble Alpes）が設置された。

これまでに統合によって設置された大学は以下の表の通りである。

大学の統合の状況

統合年 新しく設置された大学 法的地位 統合前の大学

2009 ストラスブール大学

Université de Strasbourg

EPSCP ストラスブール 1～3

2012 エクス＝マルセイユ大学

Université d’Aix-Marseille

EPSCP エクサンプロバンス，マルセイユ 1及び 2

2012 ロレーヌ大学

Université de Lorraine

特別高等
教育機関

メス，ナンシー 1及び 2，ロレーヌ理工科大
学

2014 ボルドー大学

Université de Bordeaux

EPSCP ボルドー 1，2，4
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2015 モンペリエ大学

Université de Montpellier

EPSCP モンペリエ 1，2

2016 グルノーブル・アルプス大学

Université Grenoble Alpes

EPSCP グルノーブル 1～3

　上記の統合検討はレンヌを除いて継続して行われており，今後も大学統合は行われる

見込みである。レンヌについては，統合を進めていた両大学のうち人文社会系のレンヌ

第 2大学において，2015年 1月，管理運営評議会8の大半の委員（28名中 20名）が統合

に反対して辞任し，その後の選挙で 2名の学長候補者がいずれも統合に反対であったこ

とから，統合は見送られることとなった。前執行部で筆頭副学長を務め，辞任後に学長

選挙に立候補した Catherine 
ロ ヌ

Loneuxは，レンヌ第 1大学との交渉において，統合後の評

議会（管理運営評議会及び教学評議会9）で両学が対等な地位を有するといった要求が拒

絶されたことを統合反対の理由として挙げた。また，もう一人の候補者で後に選出され

た Oliver 
ダ ビ

Davidは，当初より統合に反対であったとしつつ，人文社会系が統合後の大学

で軽視され，予算や定員において不利に扱われるであろうことを主たる理由として挙げ

ていた（Stromboni, 2015a）。

　他方，大学が統合された地域においても，必ずしも全ての関係機関の賛同を得て統合

が行われた訳ではない。2013年以前の統合は同一地域の全大学が参加して実現されたが，

2014年から 2015年にかけて大学統合が行われたボルドー及びモンペリエでは一部の大

学が参加しなかった。ボルドーでは，レンヌ同様に人文社会系の大学であるボルドー第 3

大学（通称「ボルドー・モンテーニュ大学」）が統合に加わらなかった。学長の Jean-

Paul 
ジ ュ ル ダ ン

Jourdanは，他の高等教育機関を含む大学間連携には賛同するとしつつ，統合され

た大学は「人間的規模（taille humaine）」，すなわち適正規模を超えた巨大組織となる

こと10，統合を予定した他の大学が同学の意向を尊重しなかったこと，学内の構成員投票

で反対票が 86％を占めたことを統合反対の理由として挙げる（Rollot, 2015a）。これに

対して，ボルドー大学長のManuel 
テ ュ ノ ン

Tunon 
ド

de 
ラ ラ

Laraは，ボルドー第 3大学の不参加は残念

であるとしつつも，それを除く 3大学の統合だけでも複雑な手順を要し，また，人文社

会系の大学教員において資源配分が不利になる─その事実関係を肯定も否定もしないが

─といった懸念があることは理解するものの，世界規模の大学（université de taille

mondiale）への理解や研究手法において違いがあって相互の理解が難しいといった趣旨

の説明を行っている（Rollot, 2015b）。

　モンペリエにおける大学統合は既に 2008年から検討が始められ，2011年には 2016年

を目途に統合することが目指されていた。これは第一期の先導的卓越事業（IDEX）の期

限に合わせて統合して次期 IDEX獲得を確実なものとすることを念頭に置いたものであ

るが11，この段階で既に人文社会系のモンペリエ第 3大学（通称「モンペリエ・ポール＝

バレリ大学」）は IDEX及び統合への参加見送りの意向を表明していた 12。結局モンペリ
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エ大学は第 1及び第 2の 2大学のみの統合で 2015年に発足したが，統合後の学長となっ

た Philippe 
オ ジ ェ

Augé（元第 1大学長）は，今後においても第 3大学及び近隣の他大学の参加

を可能としつつ，そのためには参加を望むような条件作りが必要と述べる 13。しかし，モ

ンペリエ大学とモンペリエ第 3大学間の不信感は強く，2016年 1月に前者が次期 IDEX

に不採択となった際に，オジェ学長がその理由としてモンペリエ第 3大学の統合への不

参加を挙げ同学を非難したことに対して，第 3大学長の Anne 
フ ラ イ ス

Fraïsseは IDEX申請に際

して他大学を排除してモンペリエ大学のみで申請したことが問題で，しかもその判断は

モンペリエ大学自身が行い，それについては第 3大学は何ら責任を負わないと応酬した14。

第 3大学の反論は，近隣の二つの大学（ニーム及びペルピニャン）においても共有され

ており15，統合や予算獲得に向けた連携の枠組み作りにおいて少なからぬ軋轢が生じてい

る様子が窺える。

4. 連携・統合の課題

　政府は連携・統合の利点として地域における整合性確保，資源共有による節約や有効

活用，異分野間の連携，国際的認知度の向上等を挙げる。こらの点の何れについても反

対論があり16，これまでの調査研究でも周到な準備が必要とされることが知られている

（Walbaum et al., 2012）。また，それぞれの集合体や統合後の大学の状況は異なるので，

実際に連携・統合が期待通りの成果を挙げたか否かを判断することは非常に困難である。

ボルドー大学長のテュノン・ド・ララは，統合の効果として第一に地域的並びに国際的

に認知度が向上したこと挙げる（Rollot, 2015b）。また，2016年に提出した IDEXが採

択されたグルノーブル・アルプ大学の学長の Lise 
デ ュ マ ジ

Dumasyは，統合が採択に重要な役割

を果たしたと述べる17。しかし，キャンパスが離れた大学間の統合によって設置された大

学においては，会議出席等によって多大な時間と経費を要するようなったり，また，意

思決定への調整に手間取るといった様々な弊害も漏れ聞こえる。EducPros.fr18が 2015年

4月に行った調査（Stromboni & Berrod, 2015）によれば，回答者（2,200人の教職員：

教員 58％，職員 42％）のうち高等教育・研究法で規定された連携・統合の在り方に肯定

的見解を示した者は 3割に止まった一方で，それをストレスの原因と捉える者は 8割を超

えている。法・経済・経営を除く人文社会系では，前者は 18％，後者は 93％で，連携・

統合に否定的な見方を示しつつストレスを感じる者が圧倒的多数である。

　統合に否定的な見解は小規模な大学で多く共有されている。2014年，保健系を除く 12

小規模大学19がネットワークを形成し，身近に位置する適正規模の大学の推進を目的に掲

げて，高等教育省や大学長会議（Conférence des Présidents d’Université: CPU）20に向

けて活動を行っていくことを決定した（Dauvergne, 2014）。連携・統合政策は，大学教

員や学生の間においても広い支持を得ているとは言い難く，2014年 7月，高等教育省の
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諮問機関である高等教育・研究審議会（Conseil national de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche : CNESER）21において四つの COMUE（Paris Sciences et Lettres,

Sorbonne Paris Cité, Sorbonne Université, Université Paris Saclay）の創設が審議され

た際は，大多数の反対で全ての提案が否決された22（SNESUP, 2014）。

　このように幅広い支持を得ていない政策であるが，高等教育・研究法は，高等教育省

所管の全高等教育機関が集合体に参加することを定めている。こうした義務的参加は不

本意な連携を生じ，その後の連携の在り方に悪影響を与える可能性が高い。特に 1960年

代末の大学紛争を経て大学の大規模な分割・再編が行われたイル＝ド＝フランスでは，

学問領域間の関係あるいは資源配分等の点で複雑に対立構造や利害関係の抵触があり，

それらを克服しての連携は容易でない（Baron & Vadelorge, 2015）。統合においては，

人文社会系の大学がそれに反対することが多く，レンヌ，ボルドー，モンペリエでは統

合が見送られたり，一部の大学が参加しなかったりした。そして，モンペリエの例で見

たように，統合後の大学と統合しなかった大学間に強い不信感が存在する場合がある

（両大学は同じ COMUEの構成員である）。多くの先行研究において連携・統合に不可

欠な要因として関係組織構成員間の相互の信頼・尊重が挙げられているが（Baird,

2010），こうしたフランスの状況は憂慮すべきものである。

　大学間連携・統合は，地方分権を始めとする地方自治体，特に州や都市圏（ regroupe-

ment d’agglomérations）に関する政策や動向を踏まえて推進されている。高等教育・研

究法（2013年）は州単位の高等教育・研究計画策定に地方公共団体が参画することを規

定し，また，翌年に制定された地方行政の刷新と基幹都市の確立に関する法律（Loi de

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles: MAP-

TAM）では地方公共団体の高等教育・研究関連活動において州が指導的役割（chef de

file）を果すことが規定された。このように高等教育政策において地方公共団体の役割が

見直されているが，就中州再編（州の統合）が進められていることが大学の連携・統合

に大きな影響を与えている。すなわち，イル＝ド＝フランスを除いて COMUE等の集合

体は，原則として国の教育行政区域である大学区（Académie，概ね州毎に設置）単位で

設置されることになっており（高等教育・研究法第 62条）23，州再編が大学区の再編を

もたらすのであれば高等教育機関の連携の枠組みに影響を与えることは必定である。国

の地方教育行政（高等教育・研究を含む）の在り方を検討した国民教育研究行政監査総

局（ Inspection générale  de  l’Administration de  l’Éducation  nationale  et  de  la  Re-

cherche: IGAENR）24は，大学区制度を維持しつつ，必ずしも一致させる必要はないもの

の，その区域設定の在り方を州再編に整合させることを提言しており（ IGAENR,

2015），近い将来大学区の再編が行われる見通しである。

　地方では参加すべき集合体は地域毎に一つであるが，選択が認められたイル＝ド＝フ

ランスでは，離反や連携の組み直しなどが相次いだ。例えばパリ第 2大学は COMUE
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Sorbonne Universitésから離脱して別の集合体形成を目指したものの，高等教育省の強

い指導によって最終的には不本意ながらも元の COMUEに加わることとなった。これに

ついて学長の Guillaume 
レ ト

Leyteは，「法律を尊重しただけで何ら意味のない決定」と述べ

て，現場の状況を勘案しない制度・政策を強く批判した25。また，COMUE HÉSAMに参

加する予定であった 4 グランド・ゼコール（ EHESS, EPHE, EFEO et École des

Chartes）は交渉不調を理由にそこから離脱し 26，COMUE Paris Sciences et Lettresに

加わった。

　大学の統合・連携には，世界大学ランキング向上の思惑が一部にあった。多くの者は，

Caltech等のランキング上位大学の規模が必ずしも大きくないことを指摘しつつ，連携・

統合による規模拡大自体がランキング上昇に寄与することを否定している 27。しかし規模

拡大に伴う地位上昇といった「神話」を信じる者は未だ少なくないようで，2015年 9月

30日付 EducPros.frはその年の Times Higher Educationのランキングを取り上げて，統

合によってフランスの大学の格付けが上昇したと伝えている（Dauvergne, 2015）。当該

記事によれば，400位以内の大学が前年の 11から当年は 15に増加し，新たに加わった大

学にエクス＝マルセイユとボルドーが含まれている旨を伝える。しかし，モンペリエ大

学は 400以内には入っているものの統合前のモンペリエ 2よりも順位は下がっており，

ロレーヌは 400位には入らないといった事実は報道されておらず，当該記事の信憑性は

極めて疑わしい。

5. 結語

　フランスの高等教育政策においては，冒頭に述べたように，伝統的に大学の同一性

（uniformité）や平等性（égalité）が重視されてきた。しかし，1960年代以降に技術短

期大学部（institut universitaire de technologie: IUT）を始めとして様々な教育課程が大

学に設置され，また 1980年代から 1990年代の契約政策（politique contractuelle）の導

入によって大学の自律性が拡大した結果，大学の多様性は顕著になってきた（Musselin,

2001）。大学の同一性・平等性は依然として考慮されるものの，フランスの高等教育に

おいて絶対的な原則ではなくなっている。そして今日，ボローニャ・プロセスが進展し

学生の国際流動性が拡大し，経済の国際競争が熾烈化して優れた人材の開発や技術革新

の必要性が高まる中，大学の機能強化は不可欠なものと受け止められている（前述

StraNES等）。そうした状況を反映して政府は，競争的資金配分を梃子として卓越性や

機能別分化を促すような政策を採用し，大学間連携・統合と併せて推進してきた（Hu-

gonnier, 2016）。

　現在の連携・統合の枠組みは，以前からあった PRES等を基礎としつつ，2013年の高

等教育・研究法で規定されたものである。従前の制度と大きく異る点として，高等教育
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省所管の全ての高等教育機関の参加が義務化されたこと（原則として大学毎に一つの集

合体を設置），大学統合を促すとともに集合体の主たる形態である COMUEに大学と同

一の法人格を付与して大学として認識させようとすることが挙げられる。統合・連携に

に対しては，それに積極的に取り組む機関がある一方で，小規模な大学を中心として躊

躇や拒否感を有する機関が少なくない。人文社会系を中心として，教職員・学生の支持

を得ているとは言い難い状況である。

　連携・統合の評価については，先行研究においても当該評価は困難とされているとこ

ろ（Bennetot Pruvot, Estermann & Mason, 2015），半ば強制的に実現されたフランス

の連携・統合の多くが順調に機能するとは大凡考え難い。しかも，集合体については従

前より屋上屋を架すといった批判が相次いでいる。COMUEは米国のカリフォルニア大

学制度等を参考に構想された制度であるが28，分権的に運営されている制度に範をとった

制度が中央集権が強いフランスで機能するかについては大いに疑問が残る。現段階で統

合・連携の評価は十分にはなされておらず，また，その効果についても見解は分かれて

いる。ランキングとの関係が不透明であることも前述の通りである。いずれにせよ，高

等教育省所管の全大学及び他の高等教育機関が何らかの形で統合乃至集合体加盟を行っ

た以上，今後，政府・機関ともに効果的な大学・集合体運営を検討していく必要があろ

う。

　予算配分との関連では，IDEXを始めとする大型競争的資金配分の審査においては組織

内の適切なガバナンス体制構築が重要要件とされており，旧組織の並置─それへの平等

な予算配分─では資金獲得が困難とされ，組織全体として戦略的に運営を行うことが求

められている。例えば第一期で IDEXを獲得した COMUE Sorbonne Paris Citéは，その

中間評価において，ガバナンスが適切に整備されていないことが強く批判された

（Dubois, 2015）。そのようなガバナンス体制構築を求めることには，大学の多様性を

踏まえていないといった強い批判があるが（Stromboni, 2015b），このまま当該方針が

維持された場合，大学・集合体の機能別分化を促すことは疑いの余地が無いであろう。

　機能別分化を促す政策に対しては様々な課題が指摘されている。機能別分化は大学に

一部の領域での卓越性追求を促すものであるが，これは平等性といった伝統的な社会正

義とは相容れないものである。StraNESが機能別分化を促していることは上に見た通り

であるが，それと並行して，基準に合致していれば配分するに十分な額を担保すること

を求めるとともに，競争的資金と一般的資金の配分は検討を要すると述べて過度な競争

を牽制する。そして，競争が特定の大学（集合体）に偏らないよう，あるいは競争的資

金が過多にならないような配慮を促している。今後とも，政府に微妙な政策の舵取りが

求められよう。

　日本では，これまでも国公私立大学を通じて統合が行われてきた。国立大学について

は，既に効果があると見做されたものは既に行われており，それ以上の検討は現在は行
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われていない29。また，一時期一法人複数国立大学の制度が政策文書30で言及され，国立

大学協会はその可能性を視野に入れつつ大学間連携についての調査研究を行った（羽田

編, 2014）。一つの法人の下に複数の機関が存在する組織構造は，公私立大学では可能で

あり，また，国立の機関でも高等専門学校や大学共同利用機関はそのような制度を法人

化に際して採用している。しかし，傘下の大学の法人格を維持しつつ集合体である CO-

MUEにそれと同じ法人格を付与して大学として認識させようとする試みはフランス独自

のものである。COMUEの成果如何に関わらず，仮に一法人複数大学の方向で国立大学

の在り方の検討を行う場合は参考になることがあるかもしれない。機能別分化について

は，日本と比較すればフランスでの慎重さが目立つが，競争的資金獲得と関連して，大

学内のガバナンスが大きな要因であることは日仏共通であろうと思われる。この点につ

いての比較研究は有意義であろう。

【注】

1 2015/2016年度の登録料（学士課程）は 184ユーロ（2万円強）である。

2 特別高等教育機関は，例えば入学者選抜が可能である。設置形態が変更されたパリ・

ドフィーヌ大学（旧パリ第 9大学）や統合して 2012年に設定されたロレーヌ大学は特

別高等教育機関である。高等教育機関の制度一般については大場・夏目（2010）参照。

3 従前の経緯の詳細について大場（2014/2015）を参照されたい。

4 PRESについては大場（2014）参照。

5 フランスでは内閣が代わるごとに省庁構成が変わるため，高等教育行政を所管する省

の名前が一定しない。本稿では，便宜上高等教育行政所管省を「高等教育省」と記す

る。

6 COMUE及び連盟体については大場（2015）参照。

7 欧州大学協会（European University Association: EUA）の報告書である Bennetot Pruvot,

Estermann & Mason（2015）によれば，2000年から 2014年の間の統合（merger）は欧

州全体で 92件であり，そのうちフランスは 16件で最多である。但しこれらの統合に

は，大学間のものだけでなく，その他の高等教育機関の統合も含まれている。

8 大学の最高意思決定機関。学内及び学内の委員で構成され，多数を占める学内委員は

教員・職員・学生から選挙で選出される。学長選出を含む全ての重要意思決定を行う

ことから，過半数の委員の辞任は新たな学長選挙を不可避とする。

9 教学事項について管理運営評議会の予審を行う。教員・職員・学生並びに学外者で構

成される。

10 ボルドー第 3大学の学生数は約 1万 6千人，統合後のボルドー大学の学生数は約 4万 6

千人である。

— 168 — — 169 —



11 第 3大学を除くモンペリエの大学は第一期 IDEXに申請していたが採択されなかった。

12 EducPros.fr « L’université Montpellier 3 se retire du projet Idex » le 31 mai 2011 et « Mont-

pellier : la fusion de deux universités sur trois prévue en 2016 » le 30 septembre 2011.

13 EducPros.fr « Philippe Augé à la tête de l'université de Montpellier » le 6 janvier 2015.

14 20 Minutes de France « Montpellier : La faculté de lettres pointée du doigt dans l'échec de

l'obtention du label Idex » le 24 janvier 2016 et « Anne Fraïsse : L'Idex ? Ce n'est pas de

cette façon que les universités doivent être financées , confie la présidente de Paul-Valéry »

le 25 janvier 2016.

15 EducPros.fr « Échec de l'Idex de Montpellier : ambiance explosive entre les universités » le

27 janvier 2016.

16 例えば統合等には経費がかかり経費節減は必ずしも期待できない，補完的でない統合

等は対立の原因となり組織が健全に機能しないことがあるなど（Baird, 2010）。

17 EducPros.fr « Lise Dumasy : "Pour l'Idex, la fusion des universités de Grenoble a permis de

simplifier les choses" » le 25 janvier 2015.

18 高等教育関係者を対象とした出版・情報提供を行う民間組織。

19 Bretagne Sud (UBS), Chambéry, Le Havre, Littoral Côte d'Opale (ULCO), Haute-Alsace-

Mulhouse  (UHA),  Le  Maine,  Nîmes,  Pau  et  les  pays  de  l'Adour  (UPPA),  Perpignan,  La

Réunion, Toulon et Valenciennes.

20 教育法典 L.233-1条第 3項に基づく、高等教育省所管高等教育機関の長の会議。高等

教育政策全般について議論し、高等教育大臣に対して意見を提出することができる。

21 教育法典 L.232-1条で規定された高等教育大臣を議長とする高等教育政策に関する諮

問機関。大学等の高等教育機関関係者（教職員及び学生計 41名）並びにその他の各界

代表（教育，文化，学術，経済，社会等から計 21名）で構成される。重要政策の

CNESERへの諮問は義務的であるが，高等教育省はその答申には拘束されない。

22 前述の通り高等教育省はこの決議に拘束されず，COMUE設置は認められた。

23 大学区内に二つの集合体を置くことは出来ないが，一つの集合体を複数の大学区に跨

がって設置することは可能である。実際四つの COMUEが大学区を越えて設置された

（IGAENR, 2015）。

24 教育担当大臣及び研究担当大臣直属の組織で，教育研究行政組織についての点検，調

査，情報収集，評価，助言を行う。その報告書は両担当大臣に提出される。

25 EducPros.fr « Paris 2 revient vers Sorbonne universités contraint et forcé » le 18 novembre

2014.

26 Sauvons l’Université « ComUÉ HéSam, pour quoi faire ? Un regroupement anti-démocratique

élaboré dans le culte du secret - Communiqué de l’intersyndicale de Paris 1, 15 juillet 2014 »

le 19 juillet 2014.
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27 Gaïa Universitas « Caltech, small is beautiful » le 28 octobre 2014 et « Jean Tirole : Small is

beautiful » le 30 novembre 2014.

28 経緯については大場（2015）参照。

29 広島大学高等教育研究開発センター第 43回研究員集会「大学の統合・連携とガバナン

ス：地域分散，適正規模，機能分化の在り方を巡って」（平成 27年 11月 3日）。

30 平成 12年 6月文部科学省「大学改革実行プラン」。
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